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第１節 計画の目的 

本市は、その自然的条件から、台風、豪雨、大火、地すべり、土石流等各種災害発生要因を

内包しており、貴重な人命と多くの資産が災害のため失われている。 

国土を保全し、地域住民の安全を確保することは、防災関係機関の基本的な責務であって、

あらゆる手段、方法を用いてその万全を期さなければならない。 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号、以下「基本法」という。）第 42条の

規定に基づき、対馬市防災会議が作成するものであって、災害の根絶を終局の目標とし、当面

市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、各防災関係機関が責任の所在を明確に

し、その有する機能を十二分に発揮することにより、災害の未然防止と応急対策及び災害復旧

等の諸施策を明示し、これらを総合的かつ計画的に推進することによって、本市の防災体制を

確立すると共に、あわせて市民の福祉の増進と市勢の発展を期することを目的とするものであ

る。 

 

第２節 計画の性格 

この計画は、本市防災に関する基本計画であり、国の防災計画及び長崎県地域防災計画に基

づいて作成したものであって、指定行政機関及び指定公共機関が作成する防災業務計画と緊密

に連携を図ったものである。 

この計画は、基本法及び防災関係諸法令に基づき、本市の地域にかかわる防災に関する諸施

策並びに計画を総合的に網羅し、体系的に位置づけしたもので、関係機関がそれぞれの立場に

おいて実施責任を有するものである。 

この計画に修正の必要があると認めるとき、又は防災に関する諸情勢の変化に伴って、合理

化等の必要が生じたときは、対馬市防災会議を開き計画を修正するものとする。 

 

 

 

第３節 計画の前提 

この計画の樹立にあたっては、本市の気象、地勢、地質等地域の特性によって起こる災害を

考慮し、次に掲げる規模の災害が今後、本市に発生する事を想定して策定した。 

１．台風常襲地帯としての立地的な条件から、暴風雨による影響を毎年受けることを予想す

る。 

２．記録的な豪雨災害は今後とも発生することを予想する。 

３．地すべり、山崩れ等の災害は多発的な傾向を辿ることを予想する。 

震 災 対 策 編

資 料 編対馬市地域防災計画

基 本 計 画 編
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４．異常高潮は過去における最大記録が発生する事を予想する。 

５．集落が全焼する規模の大火及び大規模な林野火災を予想する。 

６．地震、津波による被害及び集団的に死傷者が発生する大災害を予想する。 

７．局地的災害は今後も増加するものとする。 

８．船舶の転覆、バス、航空機等の事故等により、集団的に傷病者が発生する大事故を予想す

る。 
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第１節 地勢 

１．地勢概況  

本市は、九州の北部、日本海の西に位置する島々からなり、北は対馬海峡西水道を隔てて 

朝鮮半島に対し、南は対馬海峡東水道を隔てて壱岐島、九州本土に面している。緯度は北端 

で北緯 34度 42分、南端では北緯 34度５分であり、経度では東端で東経 129度 30分、西端 

で東経 129度 10分に位置する韓国に最も近い国境の市である。 

人口は、（平成 27年国勢調査）31,457人、世帯数は、13,393世帯である。本島は、南北 

約 82㎞、東西約 18㎞の細長い島で、海岸は、沈降と隆起によって出来たリアス式海岸で 

あり、その総延長は実に 915㎞となっている。島の 89％が山林でおおわれ、峻険な深い山が 

連なり、標高 200ｍ～300ｍの山々が海岸までせまっており、この山々から海岸線に向かう斜 

面は、ほとんどが急傾斜であり小河川を形成し、その河川に沿って若干の平坦地があり、海 

岸はところによっては高さ 100ｍにも及ぶ断崖絶壁を呈しており、砂浜の数は多くない。こ 

のようなことから、台風等集中的な豪雨の際には、いわゆる鉄砲水による被害が続出する可 

能性が高い。 

 

２．気象概況  

対馬の気候は、気温の日較差の小さい海洋性気候となっており、対馬市厳原の平年の年平 

均気温は 16.0度と長崎市より 1.4度低い。年間降水量は 2,300ミリを超え、長崎市と比較 

しても 400ミリ程多い。 

梅雨時期に降水量が最も多く、7月から 8月にかけての月降水量は 300ミリを超える。 

台風は、九州本土と同様に７月から９月頃に来襲することが多い。 

冬は、大陸からの寒気の吹き出しにより北西の季節風が強いが、朝鮮半島の影響により比 

較的晴れの日が多く、積雪することは稀である。 

 ※各値は、1991年から 2020年までの 30年間の平年値による。 

 

３．地質概況  

地質的にみると、本島は大部分が第３紀の堆積岩からなり、これを貫いて火成岩が南部の 

高地（厳原町内山周辺）を形作っている。 
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第２節 災害の記録 

１．災害の記録  

本市においては、過去次のような災害が発生している。 

昭和 60年４月 28日 旧豊玉町 
昭和 60 年４月 28 日 12時 55分項、住居兼倉庫から出火した火事は、付近の住宅、倉庫を類焼し、全焼 10 棟、

５世帯が焼け出された。 

現場は豊玉町の西の突端にある集落で対馬海峡からの西風及び西南西の風が一番あたるところで、海岸沿いと狭

い平地に住家が密集している。火災が発生すれば部落の半数は全焼するのではないかと思われていたところであ

る。特にこの時は、豊玉町の町民体育祭があっている最中で、消防団員もほとんどが参加している状況であったが

消防署及び消防団の対応が早く、出火から鎮火まで３時間 30 分を要したが被害を最小限にくい止めることができ

た。その理由として、この日は快晴で風も弱く自然条件が良かった事と、家が密集しているため消防署、消防団が

危機感をもって素早く対応したことが延焼をくい止めたものと思われる。 

昭和 60年６月 22日 
太平洋高気圧の勢力が強まり、梅雨前線が対馬海峡まで北上して停滞、また台風第５号の影響で南からの暖かい

空気が流れ込み梅雨前線の活動が活発となり、長崎県地方は２１日からまとまった雨が降り、特に対馬地方では大

雨となった。対馬市厳原では２３日の日降水量が 344.0mm、２４日 246.5mm、２７日 258.0mm となり、６月２２日

から２８日までの一週間で 1,036.5 ㎜と年降水量の平年値のおよそ半分の降水量を観測した。 

この降水量は、昭和 46 年の激甚災害を大巾に上回るものになったのである。大雨により町内は最悪の状態とな

り、河川は氾濫し、地域内は増水、床下、床上浸水、随所にガケくずれ等が発生して交通も不通になった。特に佐

護川流域、仁田川の冠水状態が大きくなった。 

 

◎ 被害状況（旧上県町） 

住家被害  

半壊 ２棟  床下浸水 283 棟  

一部破損 ２棟  

床上浸水 50 棟  

田畑の冠水 164ha  

   流出  18ha 

 

文教施設  

佐護校  表土流出、床上浸水  

伊奈校  運動場表土流出  

仁田校  運動場表土流出  

診療所   

佐護歯科、佐護内科（床上浸水）  

 

 

道  路  17 ケ所   

橋りょう  １ケ所   

河  川  44 ケ所   

砂  防  １ケ所   

崖くずれ  20 ケ所 

 

 

◎ 被害金額  10 億６千万円  

 
地上天気図（昭和６０年６月２４日０９時） 

昭和 60年６月 22日 旧豊玉町 
昭和 60 年６月 22 日に降り始めた雨は、梅雨前線を刺激し、６月 28 日まで降り続き、降り始めからの降水量は、

23 日 24 時までに 33ｍｍ、24 日 24 時までに 538ｍｍ、28 日の警報解除までの総降水量は 849ｍｍを記録する大雨

となった。 

町内は最悪の状態となり、河川は氾濫し、地域内は増水、床下、床上浸水し、随所に崖崩れ、山崩れによる避

難を余儀なくされたところもあり、交通も不通になった。 

被害の状況は住家一部破損３棟、床下浸水 33 棟、床上浸水１棟、田畑の冠水 102 ㌶、流失、埋没５㌶、道路の

決壊５箇所、河川の決壊 72 箇所、崖崩れ 13 箇所、被害額は農林水産施設 6,400 万円、公共土木施設 58,083 万

円、農産被害 336 万円、その他の被害 40 万円で、被害総額 64,859 万円をもたらした。 

昭和 62年 旧豊玉町 
昭和 62 年の台風 12 号の暴風雨では、夜間に本地域を通過したため人的被害はなかったものの暴風により家

屋、農林水産物に多大な被害を与え、特に森林（立木）被害についてはいままでに例のないものであった。ま

た、時間が満潮時と遭遇していたなら高潮による被害も相当なものと考えられる。 
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平成３年７月 29日 旧豊玉町 
暴風雨による被害（平成３年７月 29 日） 

中型で強い台風９号は、東シナ海を北上して対馬を暴風域に巻き込み、対馬西側を通って、日本海へ進んだ。

このため、７月 29 日の夜半から 30 日の早朝にかけて豊玉町でも暴風雨による被害が発生した。特に 29 日の夜半

にかけては、最大瞬間風速は 44.9 メートルを記録し、港湾の決壊、家屋の一部破損や、いたる所で屋根瓦が飛ぶ

被害が出たほか、海上では特に小型船舶の被害と、水産施設及び水産関係に大きな被害をもたらした。 

被害の状況は、家屋一部破損が 133 棟、非住家が 38 棟、港湾５箇所、崖崩れ５箇所、被害船舶 63 隻、停電

287 戸で農林水産施設を中心に被害は多額に上った。 

平成 11年８月 26日～27日 旧峰町 
大雨は降水量 182 ミリ、1 時間最大 80.5 ミリを記録した。河川流域が短いこと、また河川幅員がないこともあ

り増水により田畑の冠水、崖崩れ、河川災害等の被害が発生した。 

平成 15年９月 12日（台風第 14号） 
気象概況 

平成１５年台風第１４号は、９月１１日０３時に宮古島付近で中心付近の気圧９１０hPa、最大風速５５m/s の

猛烈な台風に発達した。その後台風は、東シナ海を北に進み、１２日１５時には五島市の西約１６０km 付近の東

シナ海を北上し、１２日２０時頃、対馬に最も接近して厳原の西北西約１２０km の対馬海峡を北上した。この時

の台風の勢力は強い台風で、中心気圧９４５hPa、中心付近の最大風速は４０m/s、風速２５m/s 以上の暴風半径

は南東側１３０km、北西側１１０km で、１２日２１時頃、大韓民国釜山市の西６０km 付近に上陸し、１３日０２

時頃日本海西部に抜けた。 

この台風による高潮と高波により、対馬西岸を中心に浸水害などが多発した。 

                            

 

   
台風第１４号の経路図 2003年 9 月 12 日      対馬市各港の高潮の高さ（平均海面上） 

令和元年７月１８日～２２日（７月１８日からの大雨及び台風第５号） 
気象概況 

対馬海峡付近に梅雨前線が停滞し、前線に向かって台風第 5号からの暖かく湿った空気が流れ込んだ。また大型の台

風第 5 号は、１８日から２０日にかけて東シナ海を北上し、２１日には朝鮮半島を通過して日本海に進んだ。長崎県では１８

日から２２日にかけて局地的に猛烈な雨が降り、２０日８時 40 分、対馬市美津島付近で、10 時 30分に五島市付近で記録

的短時間大雨となる約 110 ミリの雨を解析した。 

また、２０日 10 時 05 分に五島（五島市、新上五島町、小値賀町、佐世保市（宇久地域）、西海市（江島・平島）） ・対馬

市に警戒レベル導入後初となる警戒レベル５相当情報の大雨特別警報が発表された。大雨特別警報は 15 時 10 分に五島

が、16 時 10 分に対馬市が解除された。 

降水状況 

 厳 原 美津島 鰐 浦 注） 総降水量は 18 日から 22日 

   最大 48 時間降水量は 20日 

最大日降水量は、厳原、美津島は２０日、

鰐浦は１９日 

（長崎地方気象台の発表資料による） 

総降水量 476.5 ミリ 391.0 ミリ 332.0 ミリ 

最大４８時間降水量 401.0 ミリ 341.5 ミリ 276.5 ミリ 

最大日降水量 288.5 ミリ 264.0 ミリ 149.5 ミリ 

 

◎ 被害状況 

 ・住家被害：床上浸水６棟（厳原町３、美津島町１、上県町２） 

          床下浸水１９棟（厳原町３、美津島町３、豊玉町１、峰町１、上県町１１） 

・道路被害：１１件（がけ崩れ７、冠水４） 

・避難状況：避難所開設数１６カ所、避難者数８４世帯１８２名 

 

 
内院漁港
+420cm 

対馬潮位観測所
+134 ㎝ 

厳原港+155cm 

比田勝
+205cm 

小鹿漁港
+240cm 

大船越
+215cm 

小茂田港
+260cm 

阿連漁港
+315cm 

佐須奈港
+185cm 

伊奈漁港
+265cm 



 

9 

《基本計画編 第１編 序説》 

 

令和元年９月２１日～２３日（台風第１７号） 
気象概況 

９月１９日に沖縄の南で大型の台風として発生した台風第 17 号は発達しながら北上、21 日には暴風域を伴って宮古島

の東海上を通過して東シナ海に進んだ。台風はやや発達しながら東シナ海を北上し、進路を北東に変えて２２日朝には長

崎県五島に接近、その後、長崎県から山口県にかけての北岸部にかなり接近しながら北東進し、２３日には日本海に進ん

で温帯低気圧となった。 

対馬市では２１日から２２日にかけて局地的に非常に激しい雨が降り、２２日 19時 49 分に「対馬市では、５０年に一度の

記録的な大雨」の情報が発表された。２１日から２３日までの総降水量は、美津島 313.5 ミリ、厳原 306.0 ミリ、鰐浦 124.5 ミリ

を観測した。美津島では日降水量が 289.0 ミリで観測史上１位を更新、厳原と美津島では９月の最大 24 時間降水量と最大

48 時間降水量の極値を更新した。 

降水状況 

期 日 厳 原 美津島 鰐 浦  

 

 

 

（アメダスの降雨量等による） 

９月２１日 13.0 ミリ 20.5 ミリ 9.0 ミリ 

９月２２日 290.0 ミリ 289.0 ミリ 114.0 ミリ 

９月２３日 3.0 ミリ 4.0 ミリ 1.5 ミリ 

計 306.0 ミリ 313.5 ミリ 124.5 ミリ 

 

◎ 被害状況 

 ・住家被害：床上浸水９５棟（厳原町１６、峰町２、上県町７５、上対馬町２） 

          床下浸水１４６棟（厳原町３８、美津島町７、峰町９、上県町８０、上対馬町１２） 

・道路被害：３２件（護岸崩壊１、がけ崩れ５、冠水２１、倒木５） 

・水道被害：水道管が破損し、厳原町佐須地区（３０７世帯）で２２日から２３日にかけて断水⇒自衛隊による給水支援 

          上県町（佐護、仁田地区）で浸水のため一時的な断水 

・電力被害：電線への倒木等により、市内（美津島町を除く）の１，３４３世帯で２２日から２３日にかけて停電 

・避難状況：避難所開設数１２カ所、避難者数６７世帯１１６名 

 

令和２年７月１０日の大雨 

 
◎ 被害状況                 ◎ 避難状況 

・人的被害：死者１名（美津島町）               避難所開設数５カ所（下対馬）、避難者数２世帯３名 

・道路被害：３件（冠水２、がけ崩れ１） 

 

令和２年９月２日～３日（台風第９号）                           

 

気象概況 

梅雨前線が対馬海峡を通って東北にのび、前線上の低気圧が日本

海に進み、西日本から東北は雨となった。 

特に九州を中心として非常に激しい雨となった。 

降雨状況 

対馬市では、１０日午前３時５７分に大雨警報が発表され、１０日夕ま

での２４時間降水量が、厳原町 259 ミリ、美津島町雞知 233 ミリ、大船越

343 ミリ、上対馬町小鹿で 209 ミリを記録した。 

特に、大船越では１時間当たりの最大降水量が 77 ミリという非常に激

しい雨となった。 

気象概況 

大型で非常に強い台風第９号は、東シナ海を北北東に進み、９月２日

から３日にかけて非常に強い勢力を維持したまま九州に接近した。 

九州は、猛烈な風、しけ、非常に激しい雨や高潮などに見舞われた。 

対馬市には、９月２日夜に中心気圧が約９５０hＰａの勢力を保って最接

近し、厳原町 46.2 ﾒｰﾄﾙ、美津島町 42.7 ﾒｰﾄﾙ、上対馬町鰐浦 44.8 ﾒｰ

ﾄﾙの瞬間最大風速を記録するとともに、２日から３日にかけて、厳原町

29.0 ミリ、美津島町 23.5 ミリの降雨となった。 

 

◎ 避難状況 

避難所開設数１８カ所（対馬全域）、避難者数８４世帯１１９人 

 

【被害状況は台風１０号と合算して記載】 数字は日付、○は午前 9 時●は午後 9 時の位置 
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《基本計画編 第１編 序説》 

 

令和２年９月６日～７日（台風第１０号）                           

 
 

◎ 避難状況 

避難所開設数５２カ所（対馬全域）、避難者数７７７世帯１，５００人 

（厳原町１２カ所３０６世帯５８１人、美津島町６カ所９２世帯２１６名、豊玉町１１カ所１０４世帯２４５人、峰町６カ所１０６世帯 

   １７１人、上県町６カ所２８世帯４９人、上対馬町１１カ所１４１世帯２３８人） 

 

◎ 被害状況【台風第９号と合算】 

・人的被害：負傷者（鼻部裂創）１名（上対馬町） 

 ・住家被害：全壊１棟（厳原町）、半壊１棟（上対馬町）、準半壊１棟（厳原町）、一部損壊２７棟（厳原町２３、美津島町２、 

        上県町１、上対馬町１） 

・船舶被害：転覆１３隻、損壊３６隻（いずれも漁船） 

・道路被害：１９件（建物崩壊、がけ崩れ、冠水、倒木） 

・水道被害：断水１３４世帯（水道管破損、停電によるポンプ不具合） 

・電力被害：９月２日～３日 ８，８４０戸、９月７日 １４，１００戸 

・その他  

 屋外拡声局１１カ所（倒壊、断線）、体育館屋根の破損３カ所（久田中学校、南小学校、東小学校）、臨海道路歩道損 

壊（厳原町久田道）、浮桟橋連絡橋水没（厳原港）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象概況 

台風第１０号は、九州の西海上を北に進み、９月６日から 

７日にかけて大型で非常に強い勢力で長崎県を通過した。 

九州の台風が接近した地域では、記録的な暴風、高波、高潮となり、

台風が接近した地域ばかりではなく、台風から離れた地域の太平洋側で

も、非常に激しい雨が降った。 

対馬市には、９月７日朝に中心気圧が約９５５hＰａの勢力で最接近し、

美津島町 44.2 ﾒｰﾄﾙ、上対馬町鰐浦 48.9 ﾒｰﾄﾙの観測史上１位、厳原

町でも 43.1 ﾒｰﾄﾙの最大瞬間風速を記録するとともに、６日から７日にか

けて、厳原町 87.0 ミリ、美津島町 76.5 ミリの降雨となった。 

また、接近が台風第９号通過から間もないことと、メディアでの避難推

進報道により、過去最多となる避難者数となった。 
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第３章 災害の概況 
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《基本計画編 第１編 序説》 

第１節 自然災害 

本市の災害は豪雨、台風等のいわゆる自然の異常現象及び火災等によってもたらされている

ものである。そのうち、本市における最も代表的なものは豪雨、台風来襲に伴う暴風雨による

災害である。 

こうした災害は民生と産業に大きな影響を与えており、社会開発の進展につれ新しい災害も

予想される。 

１．大雨による災害  

対馬の過去の水害事例における気象要因の多くは、前線活動の活発化に伴うことが多い。 

特に、梅雨前線が対馬海峡に停滞し前線上を低気圧が通過するときに大雨となる。 

九州北部地方の梅雨入り・梅雨明けの平年値は、それぞれ６月４日ごろと７月１９日ごろ 

である。 

特に梅雨末期には大雨が降りやすい。また、台風によって大雨が降ることも多い。 

対馬の地形は、至る所に山岳・丘陵が起伏して平野に乏しく川幅が狭い。このため、土砂 

災害や溢水による浸水害が多い。 

２．強風・波浪による災害  

台風のまわりでは反時計回りの風が吹いており、中心に近いほど風が強い傾向がある。 

また、台風接近時には波の高さが６ｍを超えることもある。低気圧や強い冬型の気圧配置 

の影響により、強風・高波が起きることもある。 

なお、地形の影響のため、同じ市内でも場所によって風の向きや強さが異なる場合もある 

ので注意しなければならない。 

強風・高波により、建物・防波堤の損壊や海難などが発生するおそれがある。 

台風が九州北部に接近（上陸を含む）する数は、年間平均３．８個である。 

３．高潮による災害  

台風が接近して気圧が低くなると海面が持ち上がる（吸い上げ効果）。また、強風が沖か 

ら海岸に向かって吹くと、海水が海岸に吹き寄せられて海岸付近の海面が上昇する（吹き寄 

せ効果）。このようにして起こる海面の上昇を高潮と呼ぶ。大潮の満潮時に台風の接近によ 

る高潮が重なれば特に注意が必要だが、高潮の被害は満潮時以外にも発生している。 

また、南に開いた湾では、台風が西側を北上する場合、南風が吹き続けるので特に高潮が 

発生しやすい。高潮により浸水や建物・船舶の損壊などが起きるおそれがある。 

 

第２節 火災 

過去５年間において、火災が最も発生したのは、令和３年の１７件であり、損害額を見ても

令和３年が最も多い。令和６年中の火災では、コンロやたばこが主な出火原因となっている。 
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《基本計画編 第１編 序説》 

１．火災の推移  

本市における、過去 10年の火災発生状況は、次のとおりである。 

過去１０年の火災発生状況        (単位：件) 

                                       資料：消防年報等より  

２．火災の被害額、種別  

本市における、過去１０年間の町別火災損害額状況は、次のとおりである。 

過去１０年間の町別火災損害額状況    （単位：千円）  

  

  年別 
27 28 29 30 

31 

・ 

元 
2 3 4 5 6 平均(10年) 

町別   
厳原町 11,143  5,644  18,193  1,711  3,337  0 175 4,021 31 0 4,434 

美津島町 146  5,010  28,701  119  1,693  2,500 2,065 4,127 5,902 150 5,027 
豊玉町 671  8,732  18,036  2,392  20  3,088 0 3,124 64 0 3,613 
峰町 0  0  1,679  279  0  220 32,445 0 329 2,601 3,755 
上県町 0  4,709  541  0  405  0 16,567 1,697 0 1 2,392 
上対馬町 168  0  36  0  2,414  3 0 58 0 3,074 566 

計 12,128  24,095  67,186  4,501  7,869  5,811 51,252 13,027 6,326 5,826 19,786  

資料：消防年報等より   

３．出火の原因  

これらの出火原因は、人々の火災に対する不注意や気の緩みからくると思われるものが大 

半を占めている。近年、暖房器具等の電気製品が普及し、これら製品に関係する火災発生が 

懸念される。また、建物火災のうち住宅火災の発生率が高く、逃げ遅れ、早期発見のため住 

宅用火災警報器の設置や、被害を最小限に食い止めるため初期消火設備の充実と備えが必要 

で、さらに住民への一層の防火意識の啓発を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

  年別 
27 28 29 30 

31 

. 

元 
2 3 ４ 5 6 年平均 

町別   
厳原町 4 5 6 6 7 2 4 5 3 2 4 

美津島町 4 3 3 5 3 2 3 5 3 3 4  

豊玉町 2 1 3 5 1 2 0 2 2 0 2  

峰町 0 1 5 3 1 1 5 0 1 3 2  

上県町 1 2 1 0 2 2 4 3 0 1 2  

上対馬町 5 0 2 0 2 1 1 1 0 2 1  

計 16 12 25 19 16 10 17 16 9 11 15  
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《基本計画編 第１編 序説》 

令和 6年の原因別火災発生状況 

                                    (単位：件､千円) 

資料：消防年報等より 

 

  合
計 

た
き
火 

コ
ン
ロ 

風
呂
か
ま
ど 

ス
ト
ー
ブ 

た
ば
こ 

火
遊
び 

放
火 

灯
火 

電
灯
等
の
配
線 

不
明 

そ
の
他 

火
災
件
数 

合計 11 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 4 

内
訳 

建物 8  2      1  3 2 

林野             

その他 3     1      2 

焼
損
棟
数 

全焼 6  4        1 1 

半焼             

部分焼 5  2        1 2 

ぼや 3        1   2 

焼
損
面
積 

建物 （㎡） 290  134      1  155  

林野 （a）             

死
傷
者 

死者             

負傷者 3  1         2 

損害額 5,826  3,007      4  98 2,717 
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第４章 防災に関し関係機関の処理すべき 
 

事務又は業務の大綱 
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《基本計画編 第１編 序説》 

第１節 趣旨 

本市の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため防災に関し、関係機関

の処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりである。 

第２節 所掌事務又は業務 

１．市  

（１）対馬市防災会議に関する事務 

（２）防災に関する組織の整備 

（３）防災に関する訓練の実施 

（４）防災に必要な物資及び資材の備蓄、整備並びに点検 

（５）防災施設の新設、改良及び復旧の実施 

（６）消防、水防その他の応急措置 

（７）警戒避難体制の整備 

（８）警報の伝達及び避難の勧告又は指示 

（９）災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 

（10）被災者の救難、救助その他保護 

（11）被害を受けた児童及び生徒の応急教育 

（12）清掃、防疫その他保健衛生 

（13）緊急輸送の確保 

（14）災害復旧の実施 

（15）被災時における文教対策 

（16）その他災害の発生の防御又は拡大防止のための措置 

 

２．指定地方行政機関  

（１）財務省福岡財務支局（長崎財務事務所） 

災害時における財務金融対策並びに関係機関との連絡調整に関すること。 

（２）総務省九州総合通信局 

ア 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信施設及び無線通信施設）の整備のため

の調整及び電波の統制監理 

イ 災害地域における電気通信の確保のための応急対策及び非常通信の運用監理 

ウ 災害地域における電気通信施設の被害状況調査 

エ 通信インフラに支障が発生した被災地の地方公共団体への衛星携帯電話等の貸与 

オ 各種非常通信訓練の実施又は指導 

カ 非常通信協議会の育成指導 
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（３）農林水産省九州農政局長崎拠点 

管内の米穀保管在庫数量の把握に関すること 

（４）厚生労働省長崎労働局（対馬労働基準監督署） 

ア 大型二次災害を誘発する恐れのある事業場に対する災害予防の指導 

イ 事業場等の被災状況の把握 

ウ 被災事業場用救急薬品の確保等援助措置 

エ 操業再開時における労働災害防止のための監督指導 

オ 災害復旧工事などにおける労働災害防止のための監督指導 

（５）国土交通省九州地方整備局 

ア 災害予防 

（ア）所管施設の耐震性の確保 

（イ）応急復旧用資機材の備蓄の推進 

（ウ）機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

（エ）公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の制定 

イ 応急・復旧 

（ア）防災関係機関との連携による応急対策の実施 

（イ）路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 

（ウ）所管施設の緊急点検の実施 

（６）国土交通省九州運輸局（長崎運輸支局） 

ア 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を行う 

イ 海上における物資及び旅客の輸送を確保するため船舶の調達のあっせん、特定航路へ

の就航勧奨を行う 

ウ 港湾荷役が円滑に行われるよう必要な指導を行う 

エ 緊急海上輸送の要請に速やかに対応できるよう、船舶運航事業者等との連絡体制を強

化し、船舶動静の把握及び緊急時の港湾荷役体制の確保に努める 

オ 特に必要と認めるときは、船舶運航事業者若しくは港湾運送事業者に対する航海命令

又は公益命令を発する措置を講ずる 

カ バス等の安全運行の確保に必要な指導・監督を行う 

キ 自動車道の通行の確保に必要な指導・監督を行う 

ク 陸上における物資及び旅客輸送を確保するため、自動車の調達のあっせん、輸送の分

担、迂回輸送、代替輸送等の指導を行う 

ケ 緊急陸上輸送の要請に速やかに対応できるよう、関係運送事業者団体及び運送事業者

との連絡体制を確立し、緊急輸送に使用しうる車両等の把握及び緊急時の出動体制の整

備に努める 

コ 特に必要があると認めるときは、自動車運送事業者に対する輸送命令を発する 
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（７）第七管区海上保安本部（対馬海上保安部） 

ア 避難の援助及び勧告並びに警報等の伝達に関すること 

イ 海難の救助及び危険物等の海上流出対策に関すること 

ウ 人員及び救助物資の緊急海上輸送に関すること 

エ 海上交通の安全確保及び海上の治安の維持に関すること 

オ 海上の流出油に対する防除措置に関すること 

（８）長崎地方気象台 

ア 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表を行う 

イ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）及び水象の予

報並びに警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説を行う 

ウ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める 

エ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行う 

オ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める 

 

３．自衛隊  

（１）陸上自衛隊対馬警備隊 

災害時における、人命、財産の救援助及び応急復旧活動支援 

（２）海上自衛隊佐世保地方隊（対馬防備隊） 

災害時における、人命、財産の救援助及び応急復旧活動支援 

（３）航空自衛隊西部航空方面隊（第１９警戒隊） 

災害時における、人命、財産の救援助及び応急復旧活動支援 

 

４．県  

（１）長崎県地域防災計画に掲げられている掌握事務 

（２）市町及び防災関係機関の災害事務及び業務実施についての総合調整 

（３）長崎県（対馬振興局） 

ア 公共土木施設に対する応急措置や新設、改良並びに災害復旧 

（４）対馬保健所 

 災害時における管内区域の保健衛生指導 

（５）長崎県警察（対馬南警察署・対馬北警察署） 

ア 災害時における住民の避難誘導及び救助 

イ 被害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 

ウ 犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序の維持 

エ 行方不明者の捜索、死体の検視 

オ 防災関係機関との連携 
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５．指定公共機関及び公共的団体  

（１）指定公共機関 

ア 西日本電信電話株式会社 長崎支店 

  電気通信設備の保全と災害時における非常通話の調整 

イ 日本銀行（長崎支店） 

  災害時における金融機関の災害応急対策 

ウ 日本赤十字社（長崎県支部） 

（ア）災害時における医療、助産及び死体の処理の実施 

（イ）災害時における各種団体、個人が協力する活動の連絡調整 

（ウ）救援物資及び義援金等の募集業務 

エ 日本放送協会（長崎放送局） 

  気象予報警報等の放送による周知徹底及び防災知識の普及 

オ 日本通運㈱（長崎支店） 

  災害時に貨物自動車による救助物資等の輸送の確保 

カ 九州電力送配電株式会社 対馬配電事業所、豊玉発電所 

（ア）災害時における電力供給の確保 

（イ）被災施設の応急対策及び災害復旧 

（２）公共的団体 

ア 対馬市医師会 

  被災者に対する医療、助産、看護等活動 

イ 対馬市歯科医師会 

  被災者への口腔ケア、歯科治療及び個人識別 

ウ 対馬交通㈱ 

  災害対策用物資等の輸送手段の確保 

エ 九州郵船㈱ 

  災害対策用物資等の応急輸送対策への協力 

オ 新聞社支局等（朝日・読売・西日本・長崎・対馬新聞） 

  災害状況及び災害対策に関する報道 

カ 対馬漁業無線局 

  漁船等に対する海象予警報、災害情報等の伝達 

キ ＪＡＲＬ対馬クラブ 

  災害時の無線通信による援助 

ク 対馬市社会福祉協議会 

（ア）市災害対策本部が行う避難及び応急対策への協力 

（イ）被災者の保護及び救援物資の配布 

（ウ）災害ボランティアセンターの運営 
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（エ）生活福祉資金の貸付に関する相談窓口 

ク 対馬市商工会 

（ア）市が行う商工関係被害調査及び応急対策への協力 

（イ）救助用物資、復旧資材の確保について協力 

ケ 対馬市各漁業協同組合 

  災害情報等の伝達及び共同利用施設の災害対策 

コ 対馬農業協同組合 

（ア）農作物の災害応急対策の指導 

（イ）市が行う被害調査及び応急対策への協力 

サ ガス供給機関 

（ア）ガス供給施設の耐災整備 

（イ）被災地に対する燃料供給の確保 

（ウ）ガス供給施設の被害調査及び復旧 

シ 長崎県共同募金会 

（ア）小災害見舞金の給付 

（イ）義援金募集 

 

６．防災上重要な施設の管理者関係  

（１）医療機関・福祉施設の管理者 

ア 避難施設等の整備及び避難訓練の実施 

イ 避難時に対する入院患者・入所者等の保護及び誘導 

（２）学校法人の管理者 

ア 避難設備等の整備及び避難訓練の実施 

イ 災害時における応急教育計画の確立及び実施 

（３）金融機関 

  被災事業者、個人に対する資金融資手続の指導等 

（４）危険物、高圧ガス施設の管理者 

ア 防護施設等の整備及び点検 

イ 災害時における危険物等の安全管理の徹底 

 

７．市民  

（１）災害に対する知識の向上を図り、家庭内における話し合いを行う 

（２）災害時の避難場所の確認 

（３）必要に応じた生活必需品の備蓄 

（４）自主防災組織への参加 
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第２編 災害予防計画 
 

災害予防計画は、防災関係の事業又は業務の整備を行い、災害を未然に防止し、また、その

被害を最小限度に防止することを目標としている。 
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第１章 地域防災体制の確立 
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第１節 防災知識普及計画 

防災関係職員及び－般住民に対し、平時から災害予防又は災害応急措置等防災知識の普及徹

底を図り、より効果的な災害対策の実施に努めるものとする。その際は、要配慮者への対応

や、被災時の男女のニーズの違い等にも留意する。また、災害発生後に、避難所や仮設住宅、

ボランティアの活動場所等において、被災者や支援者が性暴力・DVの被害者にも加害者にもな

らないよう、「暴力は許されない」意識の普及、徹底を図るものとする。 

要配慮者…高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦その他の特に配慮を要する人 

１．防災知識の普及  

防災知識の普及は、災害予防又は災害応急措置の実施の任のある機関が、それぞれ普及を 

要する事項について行うものとする。 

 

２．防災知識の普及方法  

防災知識の普及は、次の方法で行うものとする。 

（１）ケーブルテレビ、広報、チラシによる普及 

（２）広報車の巡回及びスライド等による普及 

（３）その他講習会等による普及 

（４）ホームページによる普及 

 

３．普及する項目  

普及に当っては、徹底を図る必要のある事項を重点的に普及するものとし、おおむね次の 

とおりとする。 

（１）防災気象知識及び危険物に関する知識 

（２）地域防災計画の概要 

（３）災害予防措置 

ア 火災予防の心得 

イ 台風襲来時の家屋の保全方法 

ウ 雨期への備え 

エ 地震・津波の心得 

オ 農作物の災害予防事前措置 

カ 船舶等の避難措置 

キ その他 

（４）災害応急措置 

ア 災害対策の組織、編成、分掌事務 

イ 災害の調査及び報告の要領、連絡方法 

ウ 防疫の心得及び消毒方法、清潔方法等 
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エ 災害時の心得 

（ア） 災害情報の聴取並びに聴取方法 

（イ） 停電時の照明 

（ウ） 非常食糧、身の廻り品等の整備及び貴重品の取扱 

（エ） 屋根、雨戸等の補強 

（オ） 排水溝の整備 

（カ） 避難に関わる用語の意味と内容 

（キ） 避難の方法、場所、時期 

（ク） 火気の始末 

（５）その他災害の態様に応じてとるべき手段、方法等 

 

４．普及の時期  

防災知識の普及時期は、その内容によって最も効果のある時期を選んで行うものとする。 

学校における、消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育も効果的である。 

 

第２節 防災訓練計画 

訓練は、各種災害の発生に備え、防災関係機関相互の緊密な連絡を確保すると共に、救助・

救護活動、避難誘導活動、水防作業等実践的かつ総合的な訓練を実施することにより有事即応

の態勢を確立することを目的とする。なお、訓練区分は次のとおりとする。 

１．長崎県総合防災訓練  

（１）県の総合訓練が、県内７ブロックに分けて「資料編 訓練順位指定表」により実施され

ている。なお、県の訓練区指定表は「資料編 訓練区指定表」のとおりである。 

対馬訓練区で行われる場合は、市及び市消防団は全面的に協力する。 

（２）県の総合訓練が他ブロックで開催される場合において、市の防災関係者、市消防団員を

派遣し、技術の習得につとめる。 

訓練区指定表 ---------------------------------- 資料編 ５－１ 

訓練順位指定表 -------------------------------- 資料編 ５－２ 

 

２．市総合防災訓練  

管内防災関係諸機関と連携し、総合訓練乃び情報伝達訓練等の実施を図るとともに、関係機関 

の諸訓練に積極的に参加することにより、災害時の即応態勢の確保に努める。 

 

３．避難救助訓練  

避難訓練は、避難の勧告、避難所の開設等に伴う計画及び実施については市長が行い、避 

難誘導訓練は、生命、身体、財産の保護を責務とする警察とも充分連携して行う。 
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４．水防訓練  

水防作業は、暴風雨下に、しかも夜間に行動する場合が多いので、主として次の事項につ 

いて訓練を実施する。 

（１）観測訓練 水位、雨量 

（２）通報訓練 電話無線・各地区内放送により伝達 

（３）動員訓練 消防団の動員、地域住民の応援 

（４）輸送訓練  

ア  安全地域への輸送、物資材等の輸送 

イ  その地域の災害に合った応急処置 

ウ  被害者の誘導 

（５）その他 

 

５．消防訓練  

消防訓練は、市で行う総合訓練と、地域的に行う自主的訓練に区分して実施する。 

（１）総合訓練 

ア 応援出動訓練 

イ 通信、情報、連絡各訓練 

ウ 避難・救助訓練 

（２）自主的訓練 

ア 非常招集訓練 

イ 火災想定消火訓練 

ウ 避難訓練 

エ その他 

（３）訓練細目 

ア 消防用機械器具操法訓練 

イ 消防用機械運用訓練 

ウ ポンプ操法訓練 

エ 非常招集訓練 

オ 人命救助訓練 

カ 飛火警戒訓練 

キ 通信連絡訓練 

ク 出動訓練 

ケ その他 
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第３節 消防団の育成・強化 

１．消防団の育成・強化の必要性  

消防団は、常備消防とともに地域社会における消防防災の中核として救出救助、消火等を 

はじめとする防災活動において重要な役割を果たしている。 

しかし、近年の消防団は団員数の減少、高齢化、サラリーマン化等の問題を抱えており、 

その育成・強化を図ることが必要となっている。 

 

２．消防団の育成・強化の推進  

市は、次の観点から消防団の育成・強化を図り、地域社会の防災体制の推進を図る。 

（１）消防団員の能力活用 

消防団の知識・技能等は、地域社会にとって有用なものであることから、これらを地域

社会に広め、地域住民の消防団活動に対する理解を推進し、ひいては消防団への参加、協

力への環境づくりを進める。 

（２）消防団への加入促進 

消防団への加入者が減少の傾向にあることから、事業所への協力要請及び女性消防団員

の加入促進等を通じて消防団への加入を促進する。 

また、消防団員の資質向上を図るため、教育・訓練の充実を図る。 

（３）学校における防災教育 

学校において、消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育を行うにあたり、使用

する教材などの情報の提供に努める。 

 

第４節 民間防災組織の確立 

１．方   針  

災害時における被害の認定、食糧、飲料水等生活必需物資の配給、罹災者の安否確認、遺 

体の捜索収容、身元確認、避難立退きの受入れ、非常炊き出し、応急復旧作業等の災害応急 

活動は、県、市等の行政機関だけではなく、民生委員等の民間協力機構や農協、漁協、赤十 

字奉仕団、ＰＴＡ、婦人会、青年団等公共的団体の協力によりはじめて成果が期待出来るも 

のである。 

このため、これらの組織及び団体を積極的に防災協力機構として組織化するとともにその 

性格、住民感情、地理的環境等を充分考慮の上、具体的な役割を付与し、もって災害応急活

動が効率的に処理できるよう協力体制の確立に努めるものとする。 

 

２．農業団体  

災害時において、被災農林業者等が緊急に必要とする資金の融通、資機材の供給等を行う 

ため、対馬市農業協同組合を協力団体として依頼し、育成強化を図るものとする。 
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３．水産業団体  

災害時において、被災水産業者等が緊急に必要とする資金の融通、資機材の供給等を行う 

ため、市内各漁業協同組合を協力団体として依頼し、育成強化を図るものとする。 

 

４．赤十字奉仕団  

災害時における炊出し、物資の配給、保健衛生、その他罹災者の保護活動の協力団体とし 

て育成助長を図るものとする。 

 

５．社会教育関係団体等  

防災思想を普及し、災害時における危険を伴わない軽易な作業に協力を得るため、ＰＴ 

Ａ、婦人団体、青年団体、少年団体等の育成指導を行う。 

 

 

第５節 自主防災活動 

１．方   針  

地域の防災対策を効果的に行い、「自らの地域は皆で守る」ためには、地域において、住 

民が広く自主防災組織を作り、平常時の活動の中から、災害発生の際の有効適切な活動が行 

われるようにしておくことが重要である。その際、女性参画の促進を求める。 

市は、自主防災組織の組織化に積極的に取り組むと共に、既存の組織にあっては、市と協 

力して防災活動を行うものとする。 

（１）平常時から実施する事項 

ア 防災に関する知識の普及 

イ 地域における災害危険箇所の把握及び危険度の理解 

ウ 家庭内の防災に関する話し合い 

エ 各地域における避難地，避難路の確認 

オ 石油ストーブ、ガス器具等の対震自動消火等火災予防措置の実施 

カ 家屋の補強及びブロック塀などの倒壊防止 

キ 家具類等、家の中の落下転倒危険物の対策 

ク 飲料水、食料、日用品、医療品等生活必需品の備蓄 

ケ 最寄りの医療救護施設の確認 

コ 各地域の要配慮者及び避難支援の方法の確認 

（２）災害発生時に実施する事項 

ア 適切な避難 

イ 初期の救出、救助 

ウ 負傷者の応急手当て及び軽傷者の救護 
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エ 火災予防措置及び初期消火の実施 

オ 飲料水、食糧、燃料他非常持出品の準備 

カ 災害情報の正確な把握 

キ 自力による生活手段の確保 

（３）自主防災組織の組織化 

市は、対馬市地域防災計画に自主防災組織の整備計画を定め、その役割及び活動、市の

行う指導方針を具体的に明らかにするとともに、組織化における年次計画を策定するもの

とする。 

（４）組織の編成単位 

住民の防災活動推進上最も適正な地域を単位として編成し、その設置においては、下記

事項に留意のうえ、市が住民と協議して実施するものとする。 

ア 住民が真に連帯感に基づいて、防災活動を行うことが期待できる規模であること 

イ 住民の基礎的な日常生活圏域としての一体性をもっている地域であること 

（５）組織づくり 

既存の町内会、自治会等の自主組織を自主防災組織へ育成することを基本に、次のよう

な方法により組織づくりをするものとする。 

ア 町内会、自治会等の自主組織に、活動の一環として防災活動を組み入れることにより

自主防災組織として育成する。 

イ 何らかの防災活動を行っている組織の活動の充実強化を図り自主防災組織として育成

する。 

ウ 婦人団体、青年団体，ＰＴＡ等その地域で活動している組織を活用して、自主防災組

織として育成する。 

（６）自主防災組織の活動 

ア 防災知識の普及・啓発活動 

市は、住民一人ひとりが正しい防災知識を持つように、各自主防災組織に対して研修

会等を実施し、平常時及び災害発生時の活動、任務等について確認しておくものとす

る。また、普及・啓発事項としては次のようなことを行う。 

（ア）風水害、地震等災害に関する基本的な知識 

（イ）災害危険箇所の把握 

（ウ）情報の収集、伝達体制 

（エ）初期消火、出火防止対策 

（オ）救出救護対策 

（カ）避難誘導対策 

（キ）避難行動要支援者対策 

イ 自主防災組織内の編成及び任務 

組織内においては、各構成員の任務分担を明らかにして、災害発生時の行動に対し万

全の構えを整えておく。 
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（ア）広報伝達班 

（イ）消火防火班 

（ウ）避難誘導班 

（エ）救出救護班 

（オ）生活物資供給班 

ウ 防災訓練の実施 

市は、自主防災組織が防災訓練を行うにあたり、他の地域の自主防災組織あるいは地

域内事業所等とも有機的な連携を図りながら行っていくことに留意すると共に、市単

位、あるいは県の総合防災訓練等にも積極的に参加するように努めるものとする。 

訓練に際しては、各地域における様々な条件を配慮してきめ細かく実施し、なかでも

災害時に配慮が必要な高齢者、障害者、外国人、乳幼児等要配慮者のうち、特に災害時

に自ら避難することが困難な者にあって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特

に支援を要する避難行動要支援者に十分配慮した訓練内容とする。 

（ア）情報の収集及び伝達の訓練 

（イ）出火防止及び初期消火の訓練 

（ウ）避難訓練 

（エ）救出及び救護の訓練 

（オ）炊き出し訓練 

エ 防災資機材の定期点検の実施 

市は、自主防災組織が地域において効果的な防災活動を行うため、防災活動用の資機

材の整備及び点検を定期的に行うものとする。 

オ 地域内の他組織との連携 

各自主防災組織においては、地域内事業所の防災訓練や地域におるけるコミュニティ

組織と連携を密にして活動していくものとする。 

カ 自主防災組織の活動拠点の整備 

市は、平常時は自主防災組織の研修・訓練の場となり、災害時においては、避難、備

蓄等の機能を有する活動の拠点となる施設の整備促進を図っていくと共に、消火、救

助、救護のための資機材の充実を図るものとする。 

 

２．市の指導・助成  

市は、自主防災組織づくりを積極的に推進し、組織内の充実を図るため国の補助事業、助 

成制度等を有効に活用すると共に、自主防災に関する認識を深めるため定期的な研修会を実 

施する。 

自主防災組織の組織化促進対策 

市は、各地域内の組織化に向けて、年次計画を作成し、毎年目標達成に向けて、各地域

内の組織化に積極的に取り組んでいくものとする。 
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３．事業所等の自主防災活動  

事業所は、自主的な防災組織を作り、関係地域の自主防災組織と連携をとり、事業所及び 

関係地域の安全の確保に積極的に努めるものとする。 

事業所等における自主防災活動は、それぞれの事業所等の実情に応じて、おおむね次のも 

のについて行うものとする。 

（１）防災訓練 

（２）従業員等の防災教育 

（３）情報の収集、伝達体制の確立 

（４）火災その他災害予防対策 

（５）避難対策の確立 

（６）応急救護等 

（７）飲料水、食料、生活必需品等、災害時に必要な物資の確保 

 

４．来訪者・観光客等に対する支援  

地理不案内な来訪者・観光客等が多く利用する事業所等では、加えて、来訪者・観光客等 

の避難誘導方法の確立と従業者等の教育を行うものとする。 

また、市、観光関係団体、観光施設及び宿泊施設等の事業所は連携して、観光客等の安否 

の確認、家族への連絡、被害状況は交通に関する情報提供等、被災観光客に対する支援を円 

滑・迅速に行える仕組みについて検討するものとする。 

  

 ５．男女共同参画の視点の強化 

 （１）女性視点による災害対応力の強化を図るため、市の災害対策本部に女性職員の参加等を

促進するものとする。へ 

 （２）平時において、男女共同参画の視点から、対馬市防災会議の委員に占める女性の割合を

高めるよう取り組むものとする。 

 

６．多様な主体との連携 

   市は、地域コミュニティの防災体制の充実強化を図るため、消防団や自主防災組織、防災 

士等の多様な主体との連携等を図るものとする。 

 

第６節 気象業務に関する計画 

気象の状況や防災気象情報の常時把握に努め、早期からの警戒体制の確立を図る。 

また、気象の悪化が予想される場合には、「避難情報に関するガイドライン」を踏まえて、 

適切な時期に正確な情報を伝達して早期避難を促進する。 

 避難情報の発令及びそれに対応する市の体制等については、別に定める。 
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１．警戒レベルを用いた防災情報の提供  

    警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべき行動」を５段 

階に分け、「居住者等がとるべき行動」と「当該行動を居住者等に促す情報」とを関連付け 

るものである。 

「居住者等がとるべき行動」、「当該行動を居住者等に促す情報」及び「当該行動をとる際の 

判断に参考となる情報（警戒レベル相当情報）」をそれぞれ警戒レベルに対応させることで、

出された情報からとるべき行動を直感的に理解できるよう、災害の切迫度に応じて、５段階の

警戒レベルにより提供される。 

なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難情報が発令された場

合はもちろんのこと、発令される前であっても行政等が出す防災情報に十分留意し、災害が発

生する前に自らの判断で自発的に避難することが望まれる。 

 

２．特別警報・警報・注意報  

大雨や強風等の気象現象により、災害が発生するおそれがあるときには「注意報」が、重

大な災害が発生するおそれがあるときには「警報」が、予想される現象が特に異常であるた

め重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときには「特別警報」が、対馬市の「上対

馬」「下対馬」に現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値が時間帯ごとに示されて発表さ

れる。また、土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、

落雷等により実際に危険度が高まっている場所は「キキクル」や「雷ナウキャスト」、「竜巻

発生確度ナウキャスト」等で発表される。なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合の

テレビやラジオによる放送等では、市町村等をまとめた「長崎県」や「壱岐・対馬」の名称

が用いられる場合がある。 

特別警報・警報・注意報の概要 

種  類 概  要 

特別警報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮が特に異常であるため重大な災害が発

生するおそれが著しく大きいときに、その旨を警告して行う予報 

警報 
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮により、重大な災害が発生する

おそれがあるときに、その旨を警告して行う予報 

注意報 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等により、災害が発生するおそれ

があるときに、その旨を注意して行う予報 

 

特別警報・警報・注意報の種類と概要 

特別警報・警報 

・注意報の種類 
概  要 

特別警報 大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいと予想されたときに発表される。大雨特別警報には、

大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別

警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明

記される。 

災害が発生又は切迫している状況で、命の危険があり、直ちに

身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル５に相

当。 



 

32 

《基本計画編 第２編 災害予防計画》 

大雪特別警報 
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいと予想されたときに発表される。 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいと予想されたときに発表される。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそ

れが著しく大きいと予想されたときに発表される。「暴風によ

る重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等によ

る重大な災害」のおそれについても警戒が呼びかけられる。 

波浪特別警報 
高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいと予想されたときに発表される。 

高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な

災害が発生するおそれが著しく大きいと予想されたときに発表

される。危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベ

ル４に相当。 

 

 

警報 

大雨警報 

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨

警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）のように、特

に警戒すべき事項が明記される。大雨警報（土砂災害）は、高

齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベ

ル３に相当。 

洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等による河川の増水により、重大

な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害が

対象としてあげられる。高齢者等が危険な場所から避難する必

要があるとされる警戒レベル３に相当。 

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。  

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。  

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想

されたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて

「雪を伴うことによる視程障害などによる重大な災害」のおそ

れについても警戒が呼びかけられる。 

波浪警報 
高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。  

高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発

生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相

当。 

 

 

 

 

注意報 

 

 

 

 

 

大雨注意報 

大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難

に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２であ

る。 

洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川の増水により、災害

が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。ハザ

ードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避

難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

大雪注意報 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。  



 

33 

《基本計画編 第２編 災害予防計画》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意報 

 

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。  

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。「強風による災害」に加えて「雪を伴うこ

とによる視程障害等による災害」のおそれについても注意が呼

びかけられる。 

波浪注意報 
高い波により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。 

高潮注意報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇が予想されたときに注

意を喚起するために発表される。高潮警報に切り替える可能性

に言及されていない場合は、ハザードマップによる災害リスク

の再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる

警戒レベル２である。高潮警報に切り替える可能性が高い旨に

言及されている場合は、高齢者等が危険な場所から避難する必

要があるとされる警戒レベル３に相当。 

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。  

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻

等の突風や「ひょう」による災害への注意喚起が付加されるこ

ともある。急な強い雨への注意も雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件が

予想されたときに発表される。 

なだれ注意報 
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。  

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被

害が発生するおそれのあるときに発表される。 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被

害が発生するおそれのあるときに発表される。 

融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。具体的には、浸水害、土砂災害等が発生するおそれ

があるときに発表される。 

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が発生

するおそれがあるときに発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。具体的には、低温による農作物等への著しい被害

や、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害が発生するおそ

れがあるときに発表される。 

※ 土砂崩れ注意報及び浸水注意報は、その注意報事項を気象注意報に、土砂崩れ警報はその

警報事項を気象警報に、土砂崩れ特別警報はその警報事項を気象特別警報に、浸水警報はそ

の警報事項を気象警報又は気象特別警報に、それぞれ含めて行われる。 

  土砂崩れ特別警報は、「大雨特別警報（土砂災害）」として発表される。浸水警報の警報事 

 項を含めて行われる気象特別警報は、「大雨特別警報（浸水害）」として発表される。 

また、「下対馬」「上対馬」の警報・注意報の発表基準は次表のとおり。 
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下 対 馬 

 

 
 

 

 

 

 

 

（浸水害） 表面雨量指数基準

（土砂災害） 土壌雨量指数基準

複合基準＊1

陸上

海上

陸上

海上

降雪の深さ

有義波高

下対馬北東側＊2

下対馬南西側＊3

表面雨量指数基準

土壌雨量指数基準

陸上

海上

陸上

海上

降雪の深さ

有義波高

下対馬北東側＊2

下対馬南西側＊3

陸上

海上

１時間雨量

＊1（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

＊2下対馬北東側：豊玉町東側、美津島町東側

＊3下対馬南西側：厳原町、豊玉町西側、美津島町西側

令和７年５月２９日現在

発表官署　長崎地方気象台
警報・注意報発表基準一覧表

大雨

霜 11月20日までの早霜、3月20日以降の晩霜　最低気温4℃以下

着氷・着雪

注意報

記録的短時間大雨情報 110mm

なだれ

低温
夏期：平年より平均気温が5℃以上低い日が3日続いた後、さらに2日以上続くと予想される場合

冬期：最低気温が-4℃以下

濃霧 視程
100m

500m

乾燥 最小湿度40％で、実効湿度60％

複合基準＊1
加志川流域=（11，4.9），厳原本川流域=（11，1.6）

雷 落雷等により被害が予想される場合

融雪

大雪 12時間降雪の深さ3cm

波浪 2.5m

高潮 潮位
1.1m

1.2m

－

強風 平均風速
12m/s

12m/s

風雪 平均風速
12m/s 雪を伴う

12m/s 雪を伴う

14

101

洪水

流域雨量指数基準
仁位川流域=8.6，け知川流域=5.5，瀬川流域=10.2，久根川流域=6.9，

佐須川流域=13.3，加志川流域=6.1，厳原本川流域=2.5

け知川流域=（11，5.5），瀬川流域=（11，8.2），久根川流域=（7，6.9），

指定河川洪水予報

による基準

府県予報区

一次細分区域

市町村等をまとめた地域

長崎県

壱岐・対馬

下対馬

20m/s 雪を伴う

20m/s 雪を伴う

12時間降雪の深さ10cm

6.0m

1.4m

1.7m

仁位川流域=10.8，け知川流域=6.9，瀬川流域=12.8，久根川流域=8.7，

佐須川流域=16.7，加志川流域=7.7，厳原本川流域=3.2

け知川流域=（11，6.5）

－

20m/s

20m/s

潮位

洪水

暴風

暴風雪 平均風速

高潮

大雪

波浪

下対馬

大雨

流域雨量指数基準

指定河川洪水予報

による基準

平均風速
警報

24

175
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上 対 馬 

 

 
 

 

 

 

 

 

（浸水害） 表面雨量指数基準

（土砂災害） 土壌雨量指数基準

複合基準＊1

陸上

海上

陸上

海上

降雪の深さ

有義波高

上対馬東側＊2

上対馬西側＊3

表面雨量指数基準

土壌雨量指数基準

複合基準＊1

陸上

海上

陸上

海上

降雪の深さ

有義波高

上対馬東側＊2

上対馬西側＊3

陸上

海上

１時間雨量

＊1（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

＊2上対馬東側：上対馬町、峰町東側

＊3上対馬西側：上県町、峰町西側

霜 11月20日までの早霜、3月20日以降の晩霜　最低気温4℃以下

着氷・着雪

記録的短時間大雨情報 110mm

乾燥 最小湿度40％で、実効湿度60％

なだれ

低温
夏期：平年より平均気温が5℃以上低い日が3日続いた後、さらに2日以上続くと予想される場合

冬期：最低気温が-4℃以下

雷 落雷等により被害が予想される場合

融雪

濃霧 視程
100m

500m

波浪 2.5m

高潮 潮位
0.9m

1.1m

風雪 平均風速
12m/s 雪を伴う

12m/s 雪を伴う

大雪 12時間降雪の深さ3cm

指定河川洪水予報

による基準
－

強風 平均風速
12m/s

12m/s

注意報

大雨
10

111

洪水

流域雨量指数基準
舟志川流域=10，三根川流域=11.6，仁田川流域=12.8，佐護川流域=12.1，

飼所川流域=11.2

仁田川流域=（5，8.2），佐護川流域=（7，11），飼所川流域=（5，11.2）

大雪 12時間降雪の深さ10cm

波浪 6.0m

高潮 潮位
1.4m

1.4m

－

暴風 平均風速
20m/s

20m/s

暴風雪 平均風速
20m/s 雪を伴う

20m/s 雪を伴う

警報

大雨
19

192

洪水

流域雨量指数基準
舟志川流域=12.6，三根川流域=14.6，仁田川流域=16，佐護川流域=19.7，

飼所川流域=14.1

佐護川流域=（8，19.7），飼所川流域=（8，12.6）

指定河川洪水予報

による基準

警報・注意報発表基準一覧表
令和６年５月２３日現在

発表官署　長崎地方気象台

上対馬

府県予報区 長崎県

一次細分区域 壱岐・対馬

市町村等をまとめた地域 上対馬
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３．キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等  

キキクル等の種類と概要  

種  類 概  要 

土砂キキクル

（大雨警報（土

砂災害）の危険

度分布）※ 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の

領域ごとに 5段階に色分けして示す情報。2時間先までの雨量分布及び土

壌雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、大雨警報（土

砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危険度が高まってい

る場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があ

るとされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル

４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる

警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備

え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

浸水キキクル

（大雨警報（浸

水害）の危険度

分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で 1km 

四方の領域ごとに 5段階に色分けして示す情報。1時間先までの表面雨量

指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）

等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認すること

ができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があ

るとされる警戒レベル５に相当。 

洪水キキクル

（洪水警報の危

険度分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他

河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね

1kmごとに 5段階に色分けして示す情報。3時間先までの流域雨量指数の

予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたと

きに、危険度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があ

るとされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル

４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる

警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備

え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数の

予測値 

各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度（大河川

においては、その支川や下水道の氾濫などの「湛水型内水氾濫」の危険

度）の高まりの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を

色分けした時系列で示す情報。流域内における雨量分布の実況と６時間先

までの予測（解析雨量及び降水短時間予報等）を用いて常時 10分ごとに

更新している。 

 

４．早期注意情報（警報級の可能性）  

   ５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日から翌日 

にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（長崎県壱岐・対馬）

で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（長崎
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県または長崎県壱岐・対馬）で発表される。大雨、高潮に関して、[高]又は[中]が予想され

ている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１である。 

 

５．全般気象情報、九州北部地方 (山口県を含む )気象情報、長崎県気象情報  

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意・警戒を呼びかけられる

場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留意点が解説され

る場合等に発表される。 

大雨特別警報が発表されたときには、その内容を補足する「記録的な大雨に関する長崎県

気象情報」、「記録的な大雨に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報」、「記録的な大

雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が速やかに発表される。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状降水帯により非常に激しい

雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワードを使って解説す

る「顕著な大雨に関する長崎県気象情報」、「顕著な大雨に関する九州北部地方（山口県を含

む）気象情報」、「顕著な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。 

大雨・洪水警報や土砂災害警戒情報等で警戒を呼びかける中で、重大な災害が差し迫って

いる場合に一層の警戒を呼びかけるなど、気象台が持つ危機感を端的に伝えるため、本文を

記述せず、見出し文のみの全般・地方・府県気象情報が発表される場合がある。 

 

６．土砂災害警戒情報  

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくな 

い状況となったときに、対馬市長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援する 

ため、対象となる対馬市（上対馬、下対馬）を特定して警戒が呼びかけられる情報で、長崎

県と長崎地方気象台から共同で発表される。対馬市内で危険度が高まっている詳細な領域

は、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認することができる。危険な

場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相当。 

 

７．記録的短時間大雨情報  

大雨警報発表中の上対馬、下対馬において数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨

（1時間降水量）が観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計

を組み合わせた分析）され、かつ、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している

場合に、気象庁から発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害及び、低い土地の

浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況で

あり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所をキキクルで確認する必要がある。 

長崎県の雨量による発表基準は、１時間 110ミリ以上の降水が観測又は解析されたときで

ある。 

 

８．竜巻注意情報  

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意が呼びかけ

られる情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、天気予報

の対象地域と同じ発表単位（長崎県壱岐・対馬）で気象庁から発表される。なお、実際に危

険度が高まっている場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。 
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また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更

なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が天気予

報の対象地域と同じ発表単位（長崎県壱岐・対馬）で発表される。 

この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

９．火災気象通報  

消防法の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに長崎地方気象台 

が長崎県知事に対して通報し、県を通じて対馬市や対馬市消防本部に伝達される。 

なお、対馬市の火災気象通報の発表基準は次のとおりである。 

・火災気象通報【乾燥】 ⇒ 乾燥注意報が発表された場合 

・火災気象通報【強風】 ⇒ 陸上に強風注意報が発表された場合 

・火災気象通報【乾燥・強風】 ⇒ 乾燥注意報及び陸上に強風注意報が発表された場合 

・ただし、降水（降雪を含む。）が予想される場合は通報しないことがある 
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第２章 防災業務施設の整備計画 
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第１節 災害通信業務整備計画 

１．災害通信網の整備  

長崎地方気象台から発表される注意報、警報及び気象情報等の通報は、有線放送等によっ 

て、関係機関及び住民等へ気象情報と共に速やかに伝達を図る。 

また、災害発生時においては、被害の報告及びその対策について緊密な連携をとり万全を 

期する。 

 

２．地域有線放送設備  

市内各集落で利用できるように地区公民館等から放送できる装置が設置されている。 

対馬市における伝達系統図 ----------------------- 資料編 ４－３ 

 

第２節 水防・消防施設等整備計画 

１．水防関係  

水防法の規定により、知事又は水防管理団体（市）は、その区域における水防を十分に果 

す責任を有し、水災の防御及びこれに因る被害を軽減するために必要な水防倉庫、水防資器 

材等の水防施設を充実強化するものとされている。 

市は、消防格納庫が水防倉庫を兼ねているので、カマス、土のう、縄、ロープ、スコッ 

プ、掛矢、小型発電機、投光器、ツルハシ等、水防工法に必要と思われる物資を常時格納庫

に準備しておくものとする。 

 

２．消防関係  

市の消防力は、令和７年４月１日現在、消防特殊車両６台、消防ポンプ車３０台、救急車 

８台、小型動力ポンプ付積載車１０７台である。また、防火水槽３７６基（100ｔ以上 3

基、60～100t未満１基、40～60ｔ未満３７０基、20～40t未満 2基）、消火栓１，２３９ヵ

所である。 

今後も年次計画により、防火水槽を建設し、消防力の強化に努めるものとする。 
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第３章 災害備蓄物資の確保 
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第１節 災害備蓄物資並びに資機材の確保計画 

１．主要食糧・生活物資の確保  

住宅の被災等による食料及び生活物資の喪失、流通機能の一時的な停止や低下等が起こっ 

た場合には、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要である。 

このため、発災直後から被災者に対して円滑に食料及び生活物資の供給が行われるよう物 

資の備蓄並びに調達体制の整備を図るものとする。 

 その備蓄状況については、年に１回、広く住民に公表する。また、備蓄場所ごとの備蓄物

資の品目・数量などを定期的に更新するなど、最新の状況を把握するものとする。 

（１）役割分担 

ア 市は、被災住民に給与する食料品等の物資の調達及び供給計画を策定し、その計画に

基づく調達及び供給を行うための環境及び体制の整備に努めるものとする。 

イ 住民は、「自らの身の安全は自らが守る」という自覚をもとに、個人又は地域におい

て可能な方法、範囲で食料品等の物資の備蓄を行うと共に、地域における住民相互扶助

の仕組みづくりを進め、最小限度の被害に抑止するための防災体制の構築に努めるもの

とする。 

ウ 市は市内の事業所等に対して、災害発生に備えて、社内備蓄を図るよう要請するもの

とする。 

（２）食料及び生活物資の確保 

市は、非常食の備蓄に努めるほか、被災地における迅速な対応を図るため、分散備蓄を

行うものとする。 

また、非常食の備蓄を補完するため、関係業界等と予め協定を締結するなど、災害時に

おける調達先を確保しておくものとする。 

（３）物資の集積、配送先の整備 

市は、避難場所の位置及び近隣市町等からの物資受け入れ輸送経路を考慮し、集配予定

地を定めるものとする。 

２．医薬品の確保  

災害のため医療が混乱し、被災者の住民が医療の途を失ったような場合、応急的に医療を 

実施し、被災者の保護を図る必要がある。このため、緊急用医療品等については迅速に供給 

できるよう、予め備蓄すると共に、その流通状況を把握しておくものとする。 

また、災害時における防疫措置の徹底を図るため、防疫用医薬品を緊急に確保できるよ 

う、予めその流通状況を把握しておく。 

災害用衛生材料セット 

災害用備蓄医療器具・薬品 

 

 

 
 



 

43 

《基本計画編 第２編 災害予防計画》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

第４章 形態別災害予防対策 
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第１節 災害危険区域の設定 

 

１．危険区域設定の目的  

洪水、高潮、津波、地すべり、山くずれ、火災、その他異常な現象により災害の発生する 

恐れのある地域について災害の発生を未然に防止し、又被害の拡大を防止するための必要な 

対策並びに事前措置を迅速かつ的確に実施するために、予め調査を実施しその実態を把握す 

るものである。 

 

２．危険区域の設定  

（１）土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域【土砂災害防止法関係】 

   急傾斜地の崩壊、土石流及び地すべりの土砂災害において、それぞれの区分ごとに警戒

区域並びに特別警戒区域が指定されている。 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 ------- 資料編 ３－１ 

（２）地すべり等危険区域【平成１５年建設省通達】 

市内における地すべりの危険箇所は、次のとおりである。 

地すべり危険箇所 ------------------------------ 資料編 ３－２ 

（３）急傾斜地危険区域【平成１５年建設省通達】 

市内における急傾斜地崩壊危険箇所は次のとおりである。 

急傾斜地崩壊危険箇所--------------------------- 資料編 ３－３ 

（４）土石流発生危険渓流【平成１５年建設省通達】 

市内の土石流の発生が予想される危険渓流は次のとおりである。 

土石流危険渓流区域 ---------------------------- 資料編 ３－４ 

（５）保安林【森林法関係】 

土砂の崩壊その他の災害防備のために指定された保安林は、次のとおりである。 

保安林指定箇所 -------------------------------- 資料編 ３－５ 

（６）山腹崩壊危険区域【森林法関係】 

市内における山腹崩壊の危険がある区域は次のとおりである。 

山腹崩壊危険地区 ------------------------------ 資料編 ３－６ 

（７）崩壊土砂流出危険区域【森林法関係】 

市内における土砂、転石の危険がある区域は次のとおりである。 

崩壊土砂流出危険区域--------------------------- 資料編 ３－７ 

（８）地すべり危険区域【森林法関係】 

市内における地すべりの危険がある区域は次のとおりである。 

地すべり危険区域 ------------------------------ 資料編 ３－８ 

（９）急傾斜地崩壊危険区域【急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律関係】 

市内における急傾斜地の崩壊を防止するために指定された区域は次のとおりである。 

急傾斜地崩壊危険区域指定地 --------------------- 資料編 ３－９ 
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（10）地すべり防止区域【地すべり等防止法関係】 

市内における地すべりを防止するために指定された区域は次のとおりである。 

地すべり防止区域指定地 ------------------------- 資料編 ３－10 

（11）道路のり面危険区域【道路法関係】 

市内の一般道路（市道）における危険箇所は次のとおりである。 

危険箇所と思われる区域は多数あり、パトロールを実施して危険回避に努める。 

道路のり面危険箇所 ---------------------------- 資料編 ３－11 

（12）砂防指定地【砂防法関係】 

市内における治水上砂防のために指定された区域は次のとおりである。 

砂防指定地 ------------------------------------ 資料編 ３－12 

（13）水防上重点をおくべき区域【水防法関係】 

市内における水防上重点を置くべき区域は次のとおりである。 

重要水防区域（河川）--------------------------- 資料編 ３－13 

重要水防区域（海岸）--------------------------- 資料編 ３－14 

重要水防箇所（水門等） ------------------------- 資料編 ３－15 

（14）漁港危険区域 

市内における高潮や津波などによる災害発生の危険がある漁港は次のとおりである。 

漁港危険区域 ---------------------------------- 資料編 ３－16 

（15）港湾危険区域 

市内における高潮や津波などによる災害発生の危険がある港湾は次のとおりである。 

港湾危険区域 ---------------------------------- 資料編 ３－17 
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第２節 火災予防計画 

基本方針  

本計画は、火災を未然に防止し、火災による災害の拡大を防ぐため、おおむね次に掲げる

事項について実施する。 

（１）火災予防運動 

毎年一斉に春・秋２回実施される、全国火災予防運動を実のあるものとし、一般住民に

対する火災予防思想の普及に努めるとともに火災の予防、火災の早期発見、早期通報を啓

発する。 

このため、広報誌・家庭回覧・チラシ・消防車パレード等により広報し、火災予防への

関心と周知を図る。 

（２）火災予防指導 

ア 住宅用火災警報器及び住宅用消火器の普及促進を図る。 

イ 防火対象物の火災予防指導を行う。 

ウ 独居老人宅を訪問し、予防指導を行う。 

エ 自衛消防組織の促進を図る。 

オ 婦人消防隊、婦人防火クラブ、幼年・少年消防防火クラブの結成を促進し、育成す

る。 

（３）消防力の強化 

消防力の充実強化を図るため、次のことを推進する。 

ア 消防水利の内、自然水利の確保できる所は常に整備し、場所については、消防関係者

に徹底させる。 

イ 消防団員の教育訓練のため、県消防学校の教育計画に基づいて、計画的に派遣する。

また状況に応じては、県消防学校により現地訓練も実施する。 

ウ 住民の消防に対する協力体制の強化促進を行い、地域の自主的な防火活動への援助を

行う。 

エ 火災時の消防車の進入をスムーズに行うため、違法駐車をしないよう常に広報する。 

オ 高段、密集地等の火災危険地域について、有事の場合の指導を行う。 

（４）林野火災の未然防止 

市は過去においても大規模な山林火災に見舞われており、現在も後を断たない。火災の

予防、警報、消火の施設等を整備し、林野火災消防体制の確立を図ると共に、特に次にあ

げる事項を的確に指導、啓発し、林野火災を未然に防止するように努めるものとする。 

ア 火入れについては、市長に届出の励行。 

イ 強風、異常乾燥時には焚き火、火入れをしないよう指導及び広報を行う。 

ウ 枯れ草等のある危険な場所では、焚き火をしないよう指導及び広報を行う。 

エ 看板、標識、横断幕の設置による啓発 

オ 春の全国火災予防運動は、林野火災の防止も重点的に実施することから、消防署によ

り全市くまなく広報し、予防、啓発を行う。 
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第３節 危険物等災害予防計画 

１．危険物の災害予防対策  

危険物の範囲 

危険物とは、消防法別表第１の品名欄に掲げる物品で同表に定める区分に応じ、同表の性 

質欄に掲げる性状を有するものである。 

（１）危険物施設保安対策 

ア 危険物施設の立入検査を実施し、所有者等に対しその維持、保安管理について指導を

行う。 

イ 危険物大量消費工場、製造所等の規制の適正化指導を行う。 

（２）危険物災害予防対策 

ア 危険物取扱者及び施設保安員の責任体制の確立を指導する。 

イ 危険物取扱者に対し保安教育の徹底を図る。 

（３）危険物輸送対策 

ア タンクローリー、ドラム運搬車両の立入検査を実施し、車両の保安管理、運搬基準の

励行等につき指導取締を行う。 

イ 車両火災、交通事故予防のため関係機関と連繋し、運行管理、労務管理指導を行う。 

（４）特殊火災対策 

消火薬剤の緊急輸送対策として消防機関、関係事業所等における消火薬剤の保有状況、

化学消防車、その他化学消防設備の実態を把握し、油槽所火災発生時の緊急輸送体制の確

立を図る。 

（５）震災時等対策 

震災時等において２次災害の発生防止に加え、早期の燃料等の供給の再開や避難支援等

の役割も期待されることから、発災時に適切かつ迅速に安全の確認や２次災害の防止、復

旧等の対応を行うため、震災等対策を事前に計画し、消防機関等との連絡調整を行う。 

 

２．火薬類の災害予防対策（火薬類取締法）  

（１）火薬類の範囲（法２条） 

ア 火 薬   黒色火薬、無煙火薬、その他 

イ 爆 薬   雷こう、硝安爆薬、ニトログリセリン、ダイナマイト、液体酸素爆薬、 

      その他 

ウ 火工品   工業・電気・銃用及び信号雷管、実包、信管、導火線、煙火、その他 

エ がん具煙火 

（２）災害予防対策 

火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費、その他の取扱いを規制することにより火薬類

による災害を防止する。 

ア 保安教育計画の策定（法 29条、施行規則 67条の２～７） 
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製造業者、販売業者及び知事が指定する消費事業者は、従業員対する保安教育計画を

定め、その計画を忠実に実行する。 

イ 保安責任者の職務（法 30条、32条、施行規則 68条～70条の６） 

製造業者は、製造保安責任者を火薬庫の所有者や火薬類の大口消費者は取扱保安責任

者をそれぞれ選任し、製造、貯蔵、消費に係る保安職務を適切に実施し、あるいは監督

する。 

ウ 保安検査の実施（法 35条） 

知事又は指定保安検査機関は、火薬類の爆発その他災害が発生する恐れがある製造施

設及び火薬庫について、製造、貯蔵の技術上の基準に適合しているかどうかについて定

期に検査を行う。 

エ 立入検査等の実施（法 43条） 

経済産業大臣及び知事はその職員に、県公安委員会は警察職員に、海上保安庁長官は

海上保安官にそれぞれ立入検査等を行わせ、火薬類の保管、管理、消費等の状況を検査

する。 

オ 定期自主検査の実施（法 35条の２、施行規則 67条８～11） 

製造業者又は、火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設又は火薬庫について、定

期に年２回以上自主検査を実施する。 

力 危害予防規程の設定（法 28条） 

製造業者は、保安のための組織及び方法に関する危害予防規程を定め、同規程を遵守

する。 

 

３．高圧ガスの災害予防対策（高圧ガス保安法）  

（１）高圧ガスの範囲（法２条、施行令２条） 

ア ゲージ圧力が常用の温度で１メガパスカル以上となる圧縮ガスで、現にその圧力が１

メガパスカル以上であるもの、又は温度 35℃において圧力が１メガパスカル以上となる

圧縮ガス 

イ 常用の温度で圧力が 0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであって、現に

その圧力が 0.2メガパスカル以上であるもの、又は温度 15℃において圧力が 0.2メガパ

スカル以上となる圧縮アセチレンガス 

ウ 常用の温度において圧力が 0.2メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその

圧力が 0.2メガパスカル以上であるもの、又は圧力が 0.2メガパスカルとなる場合の温

度が 35℃以下である液化ガス 

エ ア、イ、ウに掲げるものを除く外、温度 35℃において圧力０パスカルを超える液化ガ

スのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル及び液化酸化エチレン。 

（２）災害予防対策 

高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を

規制するとともに、保安に関する自主的活動の促進を図り高圧ガスによる災害の防止につ

とめる。 

ア 危害予防規程の作成、届出（法 26条） 
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第１種製造者（法５条第１項）は危害予防規程を作成し、県知事に届け出ると共に同

規程の遵守を図る。 

イ 保安教育計画の作成及び保安教育の実施（法 27条） 

（ア）第１種製造者は、従業者に対する保安教育計画を定め、その計画を忠実に実行す

る。 

（イ）高圧ガス保安協会は、高圧ガスの種類ごとに保安教育計画の基準書を定め、保安教

育実施の基準となる事項を作成する。 

（ウ）第２種製造者、販売業者、高圧ガス貯蔵所の所有者又は占有者、特定高圧ガス消費

者は、その従業者に保安教育を実施する。 

ウ 保安統括者等の選任（法 27条の２～28条、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適

正化に関する法 19条） 

高圧ガスの製造事業者や販売業者などは、災害を防止し、保安業務を適切に行うため

に、次の保安統括責任者を選任する。 

種 別 選 任 及 び 任 務 届出先 

保安統括者 
第 1種製造者等が事業所ごとに選任し、保安に関する業務を

統括管理する。 
知事 

保安技術管理者 
第 1種製造者等が事業所ごとに選任し、保安統括者を補佐、

保安に関する技術的な事項を管理する。 
〃 

保安係員 
第 1種製造者等が施設ごとに選任し、保安に関する技術的事

項を管理する。 
〃 

保安主任者 
第 1種製造者等が施設ごとに選任し、保安技術管理者を補

佐、保安係員を指揮する。 
〃 

保安企画推進員 
第 1種製造者等が事業所ごとに選任し、危害予防規程の立案

等を行う。 
〃 

販売主任者 
販売業者が販売所ごとに選任し、保安に関する業務を管理す

る。 
〃 

特定高圧ガス 

取扱主任者 

特定高圧ガス消費者が事業所ごとに選任し、保安に関する業

務を管理する。 
〃 

業務主任者 
一般消費者用向け LPガス販売業者が販売所ごとに選任し、

保安に関する業務を管理する。 

知事又 

は大臣 

エ 保安検査の実施（法 35条） 

知事又は、高圧ガス保安協会若しくは指定保安検査機関は，高圧ガスの爆発その他災

害が発生する恐れがある製造のための施設で高圧ガス設備、高圧ガスの配管、機器等に

ついて製造に関する技術上の基準に適合しているかどうかについて定期に検査を行うも

のとする。 

オ 定期自主検査の実施（法 35条の２） 

第１種製造者又は特定高圧ガス消費者には、法で定められた製造又は、消費のための

施設ついて、年１回以上定期的に自主検査を行い、その検査記録を作成し、保存する。 

力 立入検査の実施（法 62条） 

（ア）県職員の行う検査 
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公共の安全の維持又は災害発生の防止のために、高圧ガスの製造、保管、消費施設等

への立入検査を実施する。 

（イ）警察官の行う検査 

人の生命、身体又は財産に対する危害を予防するため、立入検査を実施する。 

キ 消費設備等の調査（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法 27条） 

ＬＰガス販売事業者及び認定保安機関は、一般消費者等の消費設備等が技術基準に適

合しているかどうかを調査し、不備があれば遅延なく、その旨を通知する。 

ク 基準適合命令(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 35条の５) 

知事は、一般消費者のＬＰガス消費設備が技術基準に適合していないときは、適合す

るよう修理、改造又は移転することを命ずることができる。 

ケ 移動時の措置 

高圧ガスの運搬、運送時の事故に共同して対処するため、第１種製造者等は、防災協

議会を組織し、現場支援のための防災事業所の指定を行う。 

 

４．電力設備の災害予防対策  

（１）電力設備の災害予防対策 

電力設備の災害予防措置としては、電気設備に関する技術基準及び防災業務計画等によ

り、地理的条件等を考慮して設計、建設及び保守の面にわたり対策を講じており、また台

風の襲来、洪水の恐れなど非常災害が予測される箇所については、必要に応じて次の適切

な予防措置をとり、災害の未然防止、又は拡大防止に努める。 

ア 風害対策 

建築基準法、電気設備に関する技術基準等による風害対策を十分考慮するとともに、

既設設備の弱体箇所は補強等により対処する。 

イ 水害対策 

（ア）送電設備 

ａ 架空電線路  土砂崩れ、洗堀などが起こる恐れのある箇所のルート変更、擁壁、 

石積み強化等を実施する。 

ｂ 地中電線路  ケーブルヘッドの位置の適正化等による防水対策を実施する。 

（イ）変電設備 

浸冠水の恐れのある箇所は、床面のかさ上げ及び窓の改造、出入口の角落とし、防

水扉の取付け、ケーブルダクト密閉化等を行うが、建物の構造上、上記防水対策の不

可能な箇所では屋内機器のかさ上げを実施する。また、屋外機器は基本的にかさ上げ

を行うが、かさ上げ困難なものは、防水耐水構造又は防水壁等を組み合わせる。 

ウ 塩害対策 

塩害の著しい地域は、次のような諸対策を実施する。 

（ア）火力発電設備 

活線がいし洗浄装置を設置すると共に、屋外諸機器のうち特に必要な箇所にはシリ

コン塗布等を施し対処する。 
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（イ）送電設備 

耐塩用がいし又はがいし増結で対処すると共に、必要に応じがいし清掃を実施す

る。 

（ウ）変電設備 

活線がいし洗浄設備により、台風期の前後にがいし洗浄を行うと共に、特に必要な

箇所は、耐塩用がいしの採用や機器の密閉化による碍子レス化等の対策を実施して塩

害防止に努める。 

（エ）配電設備 

耐塩用がいし、耐塩用ブッシング付変圧器及び耐塩用開閉器等を使用し対処する。 

エ 高潮対策 

火力発電所における高潮対策は、設備ごとに予防計画目標を設定し、必要箇所に角落

しあるいは防潮壁等適切な対策を行いこれに対処する。 

水害についても必要に応じ、これに準じて行う。 

オ 雪害対策 

雪害の著しい地域は 次のような諸対策を実施する。 

（ア）送電設備 

鉄塔にはオフセット（上中下腕金幅の隔差）を採用し、電線への着雪防止対策を行

うなどにより災害の防止に努める。 

（イ）配電設備 

配電線の太線化、縁回し線の支持がいし増加、支線の強化等を行うと共に、降雪期

前に樹木の伐採を行う。 

力 地盤沈下対策 

地盤沈下地帯及び将来沈下が予想される地域に構造物を設ける場合には、将来沈下量

を推定し設計する。将来の沈下量は既往の実績、土質試験の結果、地下水位、構造物の

重量などに基づいて算定する。 

キ 火災、爆発、油流出等の対策 

消防法、高圧ガス取締法等に基づき設備ごとに所要の対策を講ずる。 

ク 土砂崩れ対策 

土砂崩れ対策は、地形、地質などを考慮して、状況により、よう壁、石積み、排水溝

などの対策を実施する。また、災害期前後には、巡視点検の強化、社外モニターの活用

などにより被害の未然防止に努める。 

なお、土砂採取、土地造成などの人為的誘因による土砂崩れを防止するため、平素か

ら関係業者へのＰＲを徹底する。 

ケ 地震対策 

（ア）水力発電設備 

水力設備の耐震設計は、発電用水力設備に関する技術基準、河川管理設備等構造令

及びダム設計基準等により行う。 
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電気設備の耐震設計は、発電所設備の重要度、その地域の予想される地震動などを

勘案するほか、電気技術指針「変電所等における電気設備の耐震対策指針」により行

う。 

建物の耐震設計は、建築基準法により行う。 

（イ）火力発電設備 

機器の耐震設計は、発電所設備の重要度、その地域の予想される地震動などを勘案

するほか、発電用火力設備に関する技術基準法に基づいて行う。 

建物の耐震設計は、建築基準法により行う。 

（ウ）送電設備 

架空電線路……電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を上 

回るため、同基準に基づき設計を行う。 

地中電線路……終端接続箱、給油装置については、電気技術指針「変電所等における電 

気設備の耐震対策指針」に基づき設計を行う。 

洞道は、土木学会「トンネル標準示方書」等に基づき設計を行う。 

また、地盤条件に応じて、可とう性のある継手や管路を採用するなど耐 

震性を考慮した設計とする。 

（エ）変電設備 

機器の耐震設計は、変電所設備の重要度、その地域で予想される地震動のなどを勘

案するほか、電気技術指針「変電所等における電気設備の耐震対策指針」により行

う。 

建物の耐震設計は、建築基準法により行う。 

（オ）配電設備 

架空配電線路……電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を

上回るため、同基準に基づき設計を行う。 

地中配電線路……地盤条件に応じて、可とう性のある継手や管路を採用するなど耐震性

を配慮した設計とする。 

（力）通信設備 

機器の耐震設計は、機器の設置階を考慮した設計とする。 

 

５．放射性物質の災害予防対策（放射線障害防止法）  

放射性物質の使用、販売、廃棄、その他の取扱い、放射性発生装置の使用及び汚染された 

物の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し公共の安 

全を確保するものとする。(法１条) 

（１）放射線障害予防規程の設定 

ア 規程の届出(法 21条１項) 

使用者、販売業者、廃棄業者は、開業前に予防規程を作成し、文部科学大臣に届け出

ること。 

イ 規定の内容(施行規則 21条１項１～13号) 

（ア）取扱い従事者に関する職務及び組織                                     
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（イ）装置の使用                               

（ウ）汚染された物の詰替え、保管、運搬、廃棄 

（エ）放射線量率等の測定並びに測定結果の記録及び保存 

（オ）従事者等に対する放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練 

（力）障害者を発見するために必要な措置 

（キ）障害を受けた者等に対する保健上必要な措置 

（ク）使用、所管、その他の事項に関する記録及び保存 

（ケ）危険時の措置 

（コ）その他放射線障害の防止に関し必要な事項 

ウ 規程の変更（法 21条２項） 

文部科学大臣は、放射線障害の発生を防止するために、必要があると認めたときは、 

使用者、販売業者に対し、規程の変更を命ずることができる。 

（２）取扱の制限（法 31条） 

何人も 18才未満の者又は精神障害者に、放射性物質又はこれによって汚染された者の 

取扱、使用をさせてはならない。 

（３）立入検査等の実施(法 43条の２) 

文部科学大臣は放射線検査官に、県公安委員会は警察職員にそれぞれ立入検査等を行 

わせ、災害防止の万全を期する。 

 

６．危険物積載船舶等の災害予防対策  

危険物積載船舶等に対しては、海上保安部において次の予防措置を講ずる。         

（１）巡視船艇により巡視警戒を実施し、特に厳原港においては、危険物積載船等の警戒と指導を   

行う。                                                                          

（２）危険物積載船舶に対しては、関係法令に基づく規制の励行を促進し、取締りを行う。 

（３）石油類の流出事故に備え、各油槽所に対し、オイルフェンス、流出油処理剤等の備蓄を指導 

する。 
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第４節 都市災害予防計画 

１．都市の防災構造化の推進  

災害に強いまちづくりのため、市街地の面的整備や、防災に資する各種都市施設の総合

的・一体的整備に配慮しつつ、次の施策を推進するものとする。 

（１） 都市計画基礎調査により災害の発生状況等の把握に努めるとともに、災害に強いまちづく 

りの方針の都市計画への位置づけを推進するものとする。  

（２）避難路及び消防活動困難区域の解消に資する道路整備を推進するとともに、災害発生時

においても機能するよう十分な幅員を確保するものとする。 

（３）老朽木造住宅密集市街地等防災上危険な市街地の解消を図るため、土地区画整理事業、

市街地再開発事業等を推進する。 

（４）道路、公園等の都市基盤施設の整備とともに、医療、福祉、行政、避難、備蓄等の機能

を有する公共・公益施設を集中整備し、相互の連携により、地域の防災活動拠点として機

能する防災安全街区を土地区画整理事業等により整備するものとする。 

（５）防火地域等の活用を図るとともに、避難地、避難路、延焼遮断帯等都市防災上枢要な地

域における建築物の不燃化を図るものとする。 

（６）新市街地においては、土地区画整理事業等による都市施設の先行整備等により、安全な

市街地の形成を図るものとする。 

 

２．避難地・避難路の確保・整備  

（１）災害発生時に避難活動や救援活動等の分断要素となりうる幹線道路、橋梁等の公共施設

に十分に配慮しつつ避難圏域を設定し、都市基幹公園等の広域避難地、住区基幹公園等の

一次避難地を体系的かつ計画的に配置・整備するとともに、必要に応じて下水処理場等の

オープンスペースを避難地として活用するものとする。 

（２）地域防災計画に位置付けられた都市公園については、避難地、避難路、延焼遮断緑地帯

としての機能強化を図るため、トイレ、井戸、池等災害発生時に有効に機能する施設の整

備を推進するとともに、備蓄倉庫、耐震性貯水槽、ヘリポート等の災害応急対策施設、体

育館等の避難収容施設の整備を推進するものとする。なお、これらの施設整備に際して

は、配置、内容、管理方法等について防災担当部局等関係機関と十分な連携を図るものと

する。 

 

３．防災拠点の確保・整備  

防災拠点となる都市公園については、その機能をより一層効果的に発揮するよう、必要に 

応じて、防災上地域の中核施設となる小中学校、病院、福祉施設等の公共施設や避難路、物 

資の補給路等となる幹線道路等に隣接した地域に設置を図るものとする。 
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第５節 建築物災害予防計画 

１．特殊建築物の災害予防対策  

（１）特殊建築物の範囲 

ア 学校、体育館、病院、集会場、展示場、スーパーストア、市場、遊技場、旅館、共同

住宅、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫、と畜場、火葬場、汚物処理

場、その他これらに類する用途に供する建築物。 

イ 特殊建築物のうち、学校、病院、工場、事務所、スーパーストア、その他、多数の者

が出入りし、勤務し、又は居住する建築物については、必要な消防用設備等の整備、防

火管理者の設置及び消防計画の策定等を促進し、あわせて予防査察については、対馬市

消防署が行い、火災予防の徹底を図る。 

 

２．教育施設の災害予防対策  

（１）老朽危険校舎の改築の促進 

ア 老朽危険校舎の改築促進に努力するが、木造、鉄骨造の場合の火気使用箇所は、不燃

材の使用に特に留意する。 

イ 早急に改築困難なものは、必要に応じて応急補強工事の施工促進を図る。 

（２）学校防災対策 

ア 学校を新築するときは、校地の防災上の諸条件、特に浸水、地すべり、崖崩れなどの

自然的環境を考慮し、また災害発生時の避難通路の確保等災害防止の諸問題について十

分検討のうえ位置の決定を行う。 

イ 学校施設の建築（改築、改造を含む）に当たっては、防災施設の設置に万全を期する

とともに、救急避難設備の整備を図る。 

ウ 火災防止対策については、関係機関との連携を密にして、その予防並びに初期消火に

必要な消防用水利の確保と火災報知設備、消火器、バケツ等資器材の整備促進を図る。 

エ 浸水の危険のある学校については、関係機関と協議して堤防のかさ上げ補強等の工事

の促進を図ると共に、避難通路の整備を図る。 

 

３．文化財の災害予防対策  

（１）実施責任者 

対馬市教育委員会 

（２）文化財予防対策 

ア 予防施設、設備の整備 

（ア）文化財保管設備の設置 

耐震、耐火の文化財収蔵庫、保管庫等の設置促進を図る。 

（イ）消火設備の整備 

消火器、防火水槽、その他の消火設備の整備促進を図る。 
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（ウ）警報設備その他の防護設備の整備 

火災報知設備、避雷設備、消防進入路、防火塀、防火壁、防火戸等の整備の促進を

図る。 

イ 予防対策指導 

（ア）管理体制の整備 

防火管理者、火元責任者等の管理責任体制を明確にし、災害発生の場合の通報設

備、方法、組織等の確立と、近接住民の協力も含む自衛消防体制の育成強化に努め

る。特に、消防機関等との連絡を密にし、夜間における保護管理と防災の徹底を図

る。 

（イ）禁火区域の設定 

建造物、重要文化財を保管している建物の一定区域を火気禁止区域、又は史跡・名

勝などに指定されている物件を対象とした禁火区域の設定を図ると共に、注意標札の

設置を図るものとする。 

（ウ）搬出方法の指導 

文化財は、特殊な構造となっているものが多く、その取扱いについては慎重を要す

るため、所有者、近隣者、又は消防関係者に取扱い方法、搬出方法等の指導を実施す

る。 

（エ）文化財防火デー 

毎年１月２６日が文化財防火デーとして、全国的に実施されるので、住民の防火思

想の普及、消防関係者による防火訓練等を計画して予防対策の高揚を図るものとす

る。 

 

４．宅地の災害予防対策  

（１）対象とする宅地の範囲 

農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他、宅地造成等規制法施行令で

定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地 

（２）対策の目的 

大地震や豪雨等の自然災害により、宅地が大規模に被災した場合に適切な応急対策を講

じて、二次災害の軽減、防止並びに被災宅地の円滑な復旧に資することを目的とする。 

（３）宅地の予防対策 

ア 災害が発生した場合に危険が予想される地域、地区の調査を行い、基礎的台帳を作

成する。 

イ 被災後の宅地の調査・判定を行う判定士の養成・登録及び派遣のための訓練を行 

う。 
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第６節 道路災害予防計画 

１．道路の現況  

市の道路状況は、一般国道 １路線 85,761ｍ、主要地方道 ６路線 159,107ｍ、 

一般県道 ９路線 64,085ｍ、市道 1,550路線 836,517ｍである。 

 

２．異常気象時における道路通行規制  

積雪、凍結、台風、豪雨等の異常気象時に、市管理の道路において通行が危険であると認 

められる場合は、警察と協議して、通行止め及びチェーン規制等の通行規制を行う。 

 

３．道路パトロール実施  

道路の構造を保全し、円滑な交通を確保するため、道路管理の万全を期し、近時激化する 

交通事故に対処し、ひん発する交通事故等を未然に防止することを目的として、担当課にお 

いても道路パトロールを実施する。 

第１節で述べた道路のり面、斜面危険区域を重点とし、農道、林道においても危険箇所と 

思われる区域を常にパトロールするものとする。 
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第５章 生活福祉に係る災害予防計画 
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第１節 生活福祉に係る災害予防計画 

１．福祉部の防災体制の整備  

福祉部は、災害を契機に新たに要配慮者となる者に対する保健福祉のサービスの提供等、

非常災害に際しては膨大な業務量を処理することとなるため、以下の点に留意しつつ、可能

な限り災害時の業務処理をルール化すること等により、防災体制の整備を図る。 

（１）災害時の業務増を踏まえた充分なシミュレーションを行い、災害の発生により新規に発

生する業務が適切に行われるよう、職員の確保や業務分担の確認等を行う。 

（２）高齢者、障害者等要配慮者へ適切に対応するため福祉事務所等の相談機関や管下の保健

福祉サービス事業者との連絡・連携体制を整備する。 

（３）必要に応じ、災害時における保健福祉行政に係る協力体制のあり方を含んだ市町間災害

援助協定を締結すること等により、相互協力体制を確立すること。 

（４）対馬市地域防災計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行う

ための措置について定める。 

（５）女性の参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するものと

する。 

 

２．保健福祉事業者の災害に対する安全性の確保  

（１）市は、保健福祉サービスの災害に対する安全性を確保するため、保健福祉サービス事業

者が実施する以下の事項に関し、必要に応じ、指導・助言その他の支援を行う。 

ア 国庫補助制度の積極的な活用等により、社会福祉施設等における耐震性その他の安全

性を確保すること。 

イ 社会福祉施設等の職員及び利用者に対し、災害対策に関する啓発を行うとともに、職

員に対し、施設・設備や必要となる資機材等の点検、入所者の避難方法等の検討、災害

時の新たな入居者の受入への対応、関係機関との連絡等について教育を行うこと。 

ウ 社会福祉施設等の職員及び利用者に対し、避難訓練を実施すること。 

エ 発災時において、既にサービスの提供を受けている者に対し、継続してサービス提供

を実施していくため、入居者サービスに必要な物資の備蓄、施設の余剰スペースの把

握、サービス事業者間における災害援助協定の締結等に努めること。 

（２）市は、保健福祉サービス事業者に対して、社会福祉施設等における消火器具、警報機、

避難用具等の整備保全及び電気器具、石油その他の危険物の適切な管理について指導す

る。 

 

３．避難行動要支援者名簿及び個別避難計画と支援体制の整備 

（１）避難行動要支援者名簿の作成及び更新 

市は、対馬市地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、平常

時より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成するものと

する。また、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支援者の居住状

況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するもの

とする。 
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 （２）個別避難計画の作成 

市は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の 

下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と 

連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を 

作成するよう努めるものとする。また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状 

況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映し 

たものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合に 

おいても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努めるも 

のとする。また、個別避難計画の作成を促進するため、避難行動要支援者や避難支援等に

携わる関係者に対し、制度の周知・啓発等に努めるものとする。 

（３）事前の名簿情報の外部提供 

市は、避難支援等に携わる関係者として市町地域防災計画に定めた消防機関、県警察、 

民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者本人の

同意を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し、多様な主体の協力を得なが

ら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避

難訓練の実施等を一層図るものとする。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を

講じるものとする。 

 （４）事前の個別避難計画の外部提供 

    市は、避難支援等に携わる関係者として市町地域防災計画に定めた消防機関、県警察、

民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者本人の 

同意を得た上で、あらかじめ個別避難計画を提供するとともに、個別避難計画の実効性を 

確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達 

体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。 

その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。 

 （５）避難行動要支援者への配慮 

    市は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が 

円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報 

の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をす 

るものとする。 

 （６）個別避難計画と地区防災計画の整合 

    市は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合は、 

地区防災計画との整合性が図られるよう努めるのもとする。また、訓練等により、両計画 

の一体的な運用が図られるよう努めるものとする。 

（７）避難行動要支援者の避難場所から避難所への移送 

市は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に避難場所から避難所へ移送す

るため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法等についてあらかじめ定め

るよう努めるものとする。 
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（８）情報伝達体制の確立 

市は、災害発生時、緊急かつ着実な指示が伝達されるよう、各種情報伝達の特徴を踏ま

え、防災行政無線や広報車による情報伝達に加え、携帯端末等を活用し、緊急速報メール

を活用するなど、複数の手段を有機的に組み合わせる。 

また、通常の音声・言語による手段では適切に情報が入手できない避難行動要支援者の

ため、多様な情報伝達の手段を確保する。 

（９）避難行動支援に係る共助力の向上 

市は、地域の特性を踏まえつつ、防災や福祉、保健、医療等の各分野間の関係者や機

関、民間団体等が連携し、避難支援体制整備のための協議や研修、避難訓練等を通じて平

常時から顔の見える関係づくりを行い、地域全体での支援体制づくりを進める。 

 

４．社会福祉施設等における安全確保 

市及び社会福祉施設等の管理者は、社会福祉施設や幼稚園、保育所における要配慮者への

安全確保対策を推進する。県及び市町は、施設の管理者が実施する安全確保対策に関し、必

要に応じ、指導・助言その他の支援を行う。 

（１）市は、要配慮者への対応を記載した地域防災計画を策定する。 

（２）施設の管理者は、施設や設備等の常時点検に努める。 

（３）施設の管理者は、非常用食料（乳幼児の保護施設はミルク）等の備蓄を推進する。 

（４）施設の管理者は、介護用品（紙オムツ、尿取パット、タオル）等の備蓄を推進する。 

 

（５）施設の管理者は、あらかじめ誘導責任者、避難路、避難場所、入所者等の移送に必要な 

資機材の確保、避難時における医療の維持方法等について定め、職員及び入所者に周知を 

図る。 

 

５．観光客・旅行者等の安全確保 

市、防災関係機関及び観光施設等の管理者は、地理不案内な観光客・旅行者等の避難な 

ど確保対策を推進する。 

（１）避難経路の整備として、避難標識等を容易に判別できる表示とする。 

（２）旅館・ホテル等の観光施設の管理者は、避難誘導体制等宿泊客の安全確保に努める。 

（３）観光客、旅行者への情報提供、帰宅手段の事前検討を行う。 

 

６．外国人の安全確保 

市は、言語・文化・生活環境の異なる外国人の災害時における被害を最小限にとどめ、的 

確な行動がとれる防災環境づくりに努める。 

（１）外国人への防災知識の普及として，外国語の防災パンフレットの作成を推進する。 

（２）外国語通訳ボランティアの事前登録等、活動体制の整備を図る。 
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７．災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備  

（１）市は、ボランティア精神育成のため、学校教育や社会教育に積極的にボランティアへの

理解と実践のきっかけづくりとなる活動に取り組んでいく。 

（２）市は、「長崎県災害救援ボランティア活動マニュアル（平成２７年３月）」を活用し、災

害時におけるボランティア活動のため、次のような整備を推進する。 

ア 災害時のボランティアの窓口となるセクション（ボランティアセンター）の整備 

イ ＮＰＯ、企業、団体、社協、行政などとの災害支援体制の確立 

ウ 災害ボランティアコーディネーター養成 

（３）災害ボランティアの中核拠点となる支援組織として、長崎県社会福祉協議会（県民生活

部県民協働課が窓口）と、対馬市社会福祉協議会が協力して次のような支援を実施する。 

ア 災害ボランティアに関する受付やコーディネート 

イ 情報の収集・提供 

ウ 行政機関との連絡調整等 
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第６章 災害に強い町づくり計画 
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第１節 孤立防止対策  

１．基本方針  

本市は、南北約 82㎞､東西約 18㎞の細長い島からなりたち、海岸は､沈降と隆起によって

出来たリアス式海岸であり､その総延長は実に 915㎞となっている｡ 

島の 89%が山林でおおわれ､標高 200～300mの山々が海岸までせまっており、これを結ぶ道

路網は山間や谷に沿い、常に災害の危険にさらされている。また、上対馬と下対馬は、美津

島町において幹線道路の国道 382号の万関橋及び大船越大橋のみで結ばれている。 

こうした地形条件は、一度災害が発生すれば半島部並びに山間地等に孤立地域の発生を余

儀なくされることから、半島部並びに山間集落の過疎化、高齢化と相まってその対策が重要

である。  

 

２．主な取組み   

（１）災害時の孤立地域を予測し、住民と行政機関との間の情報伝達が断絶しない通信手段の

確立に努める。  

（２）孤立が予想される地域に通じる道路の防災対策を推進すると共に、林道、農道等のう回

路確保に配慮した整備を推進する。  

（３）上対馬と下対馬を結ぶ交通の複線化を検討すると共に、災害時における浅茅湾内の船舶

による交通手段についても検討を行う。 

（４）孤立時に優先して救護すべき要配慮者や観光客の状況、実態について、平素から把握し

ておく。  

（５）救援が届くまでの期間、孤立地域の中で互いに助け合えるよう、平素から地域住民の間

で準備する。  

（６）孤立が予想される地域での避難所の充実に努める。  

（７）孤立が予想される地域内での生活が維持できるよう、各自が食料品等の備蓄に努めると

共に、孤立が予想される地域に滞在する観光客等に対する備蓄にも配慮する。 

  

３．計画の内容   

（１）通信手段の確保  

ア 防災行政情報伝達システム  

防災行政情報伝達システムにより災害時の孤立地域や山間地域等への情報通信機能を

確保する。  

イ アマチュア無線との協力体制整備  

対馬アマチュア無線クラブ等と連携し、非常時の通信体制を検討し、孤立化地域の通

信途絶に際し活用が図れるよう推進する。  
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（２）災害に強い交通網の整備  

ア 道路の整備 

半島部並びに山間地等の孤立が懸念される地域への連絡路となる市道について、代替

ルートの有無等の地域条件を考慮し、優先順位を定め、順次防災工事等による安全対策

を推進する。  

イ 船舶の的確な利用の検討 

災害時の交通手段として、船舶の的確な利用を関係各機関と検討し、使用する際の具

体的な仕組みづくりに努める。 

（３）孤立が予想される地域の実態把握  

ア 要配慮者等の把握  

大規模な地震等により孤立が予想される地域については、老人世帯、寝たきりの病

人、身体の不自由な者等、優先して救護すべき住民の実態を把握し、非常時の迅速な救

護活動に備える。  

イ 観光客等の把握  

観光地においては、観光客が孤立した場合の最大人員、生活維持可能期間等について

の実態を把握しておくものとする。  

（４）自主防災組織の育成  

孤立が予想される地域での災害発生時は、防災関係機関等の到着に時間を要する事態が

予想され、特に住民による自主防災活動が重要となるため、「第１章第５節 自主防災活

動」に基づき、自主防災組織の組織化を積極的に推進する。  

（５）避難所の確保  

孤立が予想される地域には、１か所以上の避難所の指定を行う。また、避難所が地震等

により被害を受けないよう、立地条件等について検討を行い必要に応じて改善を図るもの

とする。  

（６）備蓄  

孤立が予想される地域では、道路の寸断等の事態に備え、生活関連物資の備蓄に常に配

慮するものとする。 
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第３編 災害応急対策計画 
 

災害応急対策計画は、災害に際しての機能を有効に発揮し、住民の安全と被災者の救護を図

ることを目的としている。 
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第１章 活動計画 
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第１節 組織計画 

1. 防災組織  

（１） 対馬市防災会議 

基本法及び対馬市防災会議条例に基づき、市長を会長とし、防災関係機関等の委員に

より構成する機関であり、本市における防災に関する基本方針及び対馬市地域防災計画

を作成し、かつ、その実施を推進するほか、防災に関する重要事項の審議などを任務と

する。 

（２）対馬市災害対策本部 

対馬市災害対策本部は、基本法及び対馬市災害対策本部条例に基づき、災害が発生

し、又は災害の発生が確実と認められる場合において市長が設置する機関で、市長を本

部長（以下「本部長」という）として、市長部局のほか対馬市教育委員会及び各行政委

員会事務局等の職員をもって組織し、災害応急対策活動の実施を任務とする。 

（３）対馬市災害警戒本部 

災害発生のおそれがある各種気象警報が発表されるなど、災害発生が予測されるとき

は、各関係機関及び民間の協力を得て災害情報の収集、応急対策など防災態勢の一層の

確立を図るため、対策本部設置前の段階の準備的活動組織として対馬市災害警戒本部を

設置する。 

 

２. 災害対策本部 

対馬市災害対策本部の組織、編成及び運営に関し必要な事項は、対馬市災害対策本部条例の

定めるところによるほか、その概要は次のとおりである。 

（１）組 織 

ア 災害対策本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長を、副本部長は副市長及び教

育長をもって充てる。 

イ 災害対策本部に対策部及び対策部長を置き、各対策部長は各部長をもって充てる。 

ウ 本部長の命を受けた市職員は、本部員として災害対策本部の事務に従事し、対策部長が

これを掌理する。 

エ 災害対策本部の組織編成及び事務分掌は資料編別表のとおりとする。 

災害対策本部組織図 --------------------------- 資料編 １－３ 

災害対策本部事務分掌 ------------------------- 資料編 １－４ 

（２）本部会議 

本部長が必要と認めるときは、災害応急対策に係る重要な事項を協議するため本部会議を

招集する。 

ア 本部会議の議長は本部長が行う。 

イ 本部会議の構成員は、本部長、副本部長、各対策部長及び消防長並びに関係機関の長そ

の他本部長が指名する者とする。 

 

  ３. 災害警戒本部 

対馬市災害警戒本部の概要は次のとおりである。 

（１）組 織 

ア 災害警戒本部の構成等は資料編別表のとおりとする。 
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イ 災害警戒本部は、大雨警報など警戒レベル３の気象警報が発表されたとき若しくは

その他異常な自然現象による災害が発生し、又は発生する恐れのある場合で、市長が

必要と認めた場合に設置する。 

ウ 災害警戒本部を設置したときは、直ちに県災害警戒本部対馬地方本部等の防災関係

機関へ連絡し、連携体制を確立する。 

エ 災害警戒本部は、防災気象情報等の収集、住民等への情報発信･伝達を行う。 

災害警戒本部組織図 --------------------------- 資料編 １－５ 

災害警戒本部事務分掌 ------------------------- 資料編 １－６ 

 

４．市の災害対策系統  

対馬市災害対策本部設置時の防災関係機関との協力系統は次のとおりとし、災害対策の 

総合的かつ計画的な推進を図るため、相互に緊密な連絡協調を図ると共に、積極的に応急 

対策活動等を実施するものとする。 

 

機 関 名 電 話 機 関 名 電 話 

対馬振興局 0920-52-1311 航空自衛隊第１９警戒隊 0920-86-2202 

対馬南警察署 0920-52-0110 長崎地方気象台 095-811-4862 

対馬北警察署 0920-84-2110 対馬海上保安部 0920-52-0118 

陸上自衛隊対馬警備隊 0920-52-0791 
九州電力送配電（株） 

対馬配電事業所 
0920-52-5751 

海上自衛隊対馬防備隊 0920-54-2209 ＮＴＴ西日本(株)厳原営業所 0920-52-1452 
 

また、第１編第４章に掲げる県の地方機関、指定地方行政機関、指定公共機関、公共的団

体及び防災上重要な施設の管理者とも必要に応じて充分協議し、相互協力体制をとるものと

する。 
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第２節 組織動員計画 

本計画は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、応急対策を実施するた

め、市災害対策本部の設置、組織編成、事務分掌及び災害対策要員の動員並びに関係機関との

連携等について定めるものとする。 

１．災害対策本部の設置及び解散  

（１）災害対策本部（以下「本部」という）は、次のような災害が発生し又は発生する恐れ

があるとき設置するものとする。 

ア 大規模な災害の発生が予想され、その対策を要すると認められるとき 

イ 災害が発生し、その規模及び範囲から判断し、本部を設置して対策の実施を必要と

するとき。 

（２）本部は、災害の危険が解消し、又はその災害の応急対策が完了したと本部長が認めた

とき解散する。 

（３）本部を設置又は解散したときは、対馬振興局（総務課）、関係機関、住民等に対し通知

するものとする。 

 

２．災害対策要員の動員  

災害の規模に応じ、配備の段階を第１配備、第２配備、第３配備に区分し、指定はそ 

の都度、本部長が行うものとする。配備区分は、概ね次の基準による。 

（１）第１配備 

比較的軽微な災害もしくは局地的な災害が発生し、又は発生する恐れがある場合で、 

本部長が必要と認めるとき。 

（２）第２配備 

相当の被害が発生し、又は発生する恐れがある場合で、本部長が必要と認めるとき。 

（３）第３配備 

特に甚大な被害が発生し、又は発生する恐れがあり、総力を挙げて災害対策の業務

を実施すべき場合で、本部長が必要と認めるとき。 
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第３節 自衛隊派遣要請計画 

市長は、災害に際し人命又は財産の保護のため、特に必要があると認めるときは、県地域防

災計画に定めるところにより、自衛隊の派遣を知事に要請するものとする。 

１．自衛隊の活動の内容  

（１）一般の任務及び業務内容 

ア 一般の任務 

自衛隊の災害派遣部隊は、「主として人命及び財産の救援」のため、関係公共機関と

協力して行動する。 

イ 主な業務の内容 

（ア）陸上自衛隊 

ａ 人命の救助 

ｂ 消防、水防 

ｃ 救援物資の輸送 

ｄ 道路の応急啓開 

ｅ 応急の医療防疫 

ｆ 給水入浴支援及び通信支援 

ｇ 被災地の偵察（航空を含む）及び応急措置（復旧） 

（イ）海上自衛隊 

ａ 海上における遭難船舶、航空機、遭難者等の捜索及び救助 

ｂ 人員、救援物資等の緊急輸送 

ｃ 状況偵察及び被害の調査 

ｄ 船舶火災及び油の排出に対する支援 

ｅ 航空機による急患輸送 

（ウ）航空自衛隊 

ａ 人命の救助 

ｂ 消防、水防 

ｃ 人員、救援物資の空輸及び島内の車両輸送 

ｄ 通信支援 

ｅ 航空機による被災地の偵察 

ｆ 海上における航空機、避難者等の捜索及び救助 

ｇ 航空機による急患搬送 

ウ 市長の要請上の留意事項 

（ア）自衛隊は、人命救助活動を第一義に行う。 

（イ）自衛隊は、緊急度の高い施設等の救援及び最小限の応急措置を行うのが任務であ

り、その後の一般的な復旧工事等は行わない。 

（ウ）自衛隊の活動は、公共的な施設等を対象とし、個人的な整理復旧作業は行わな

い。 
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（エ）災害地における自衛隊の活動内容及び広報等に関する各種協議は、県代表並びに

市当局責任者と自衛隊指揮官との３者間で協議する。 

（２）災害の規模に応ずる部隊運用の大綱 

自衛隊は要請に応じ発生した災害に適応する勢力（編成装備）をもって出動する。 

この際、陸海空自衛隊相互に連絡し、任務に適する部隊を派遣する。 

災害の規模に応ずる部隊運用の要領の大綱は次とおりとする。 

ア 小規模な災害に対しては、各地に駐屯する最寄りの部隊をもって対処する。 

イ 大規模な災害に対しては、まず、最寄りの部隊をもって対処し、所要に応じ他部隊

の増援を受け対処する。 

（３）陸・海・空の相互関係 

ア 陸・海・空自衛隊の指揮関係は、協力関係である。 

イ 市内の陸・海・空自衛隊各駐屯部隊の総括的な調整の窓口は、対馬警備隊長が担任

する。 

 

２．県内自衛隊配置及び管轄区域  

県内における自衛隊配置及び管轄区域は、次のとおりである。 

県内自衛隊の配置及び管轄区域 ------------------ 資料編 ５－７ 

 

３．自衛隊の派遣要請  

知事は、自衛隊の派遣を必要とするときは、支援を要請する事項を明らかにして派遣を 

要請するものとする。 

（１）災害派遣要請の手続き 

ア 知事は、自衛隊の派遣要請の必要性を災害の規模や収集した被害情報から判断し必

要があれば直ちに要請するものとする。また、事態の推移に応じ、要請しないと決定

した場合は、直ちにその旨を連絡するものとする。 

イ 知事は、次の事項を明らかにした文書をもって、長崎県全域（対馬市を除く。）への

派遣要請は、陸上自衛隊第１６普通科連隊長に、また、対馬市への派遣要請は、陸上

自衛隊対馬警備隊長へ要請する。緊急の場合は、電話または口頭で行い、事後文書に

より要請することができる。 

（ア）災害の状況及び派遣を必要とする理由 

（イ）派遣を要請する期間 

（ウ）派遣区域、活動内容、その他必要事項 

  ウ 自衛隊は、知事から要請を受けたときは、要請の内容及び自ら収集した情報に基づ

いて部隊等の派遣の必要の有無を判断し部隊等を派遣する等適切な措置を行う。 

（２）要請系統は次のとおりとする。 

自衛隊派遣要請の系統 ------------------------- 資料編 ５－８ 
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（３）派遣要請事項 

  ア 車両、航空機等状況に適した手段による被害状況の把握 

  イ 避難者の誘導、輸送等避難のため必要があるときの援助 

  ウ 行方不明者、負傷者等が発生した場合の捜索援助 

  エ 堤防、護岸等の決壊に対する水防活動 

  オ 火災に対し、消防機関に協力しての消火活動 

  カ 道路または水路の措置 

  キ 緊急患者、医師その他救助活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送 

  ク 被災者に対する炊飯及び給水支援 

  ケ 救援物資の無償貸与または譲与 

  コ 危険物の保安及び除去 

  サ その他知事が必要と認める事項 

   （４）市の災害派遣要請の依頼手続き 

    ア 市長が知事に対し、自衛隊の災害派遣を依頼するときは、災害派遣要請書に（１）  

     の①から③の事項を明示し、知事あてに提出する。 

       ただし、緊急の場合は、電話または口頭で行い、事後文書により要請することがで 

きる。 

    イ 市長は、通信の途絶等により、知事に対して災害派遣要請の依頼ができない場合 

は、その旨及び災害の状況を陸上自衛隊対馬警備隊長に通知することができる。 

 通知を受けた自衛隊は、その事態に照らし特に緊急を要し、知事の要請を待ついと 

まがないと認められるときは、知事の要請を待たないで部隊等を派遣することができ 

る。 

    ウ 市長は、上記通知をしたときは、依頼手段の回復後速やかに知事に対して通知する 

     ものとする。 

（５）自衛隊の自主派遣 

    ア 要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として、以下の項目について、 

自衛隊は自主派遣を行うことができる。 

（ア）大規模な災害が発生した場合、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供する 

ため、自衛隊が情報収集を行う必要があると認められるとき。 

（イ）大規模な災害発生のため、通信の途絶等により県との連絡が不能である場合に、 

市長、警察署長等から災害に関する通報を受け、直ちに救援の措置をとる必要があ 

ると認められる場合。 

  （ウ）大規模な災害発生のため、通信の途絶等により県との連絡が不能である場合に、 

部隊等による収集その他の方法により入手した情報から、直ちに救援の措置をとる 

必要があると認められる場合。 

  （エ）海難事故、航空機の異常を探知する等、災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活 

動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に関するものである場合。 

    （オ）その他、特に緊急を要し知事からの要請を待ついとまがないと認められるとき。 

  イ この場合においても、部隊長はできる限り早急に知事に連絡し、密接な連絡調整の 

もとに適切かつ効率的な救援活動を実施するように努めるものとする。 

    ウ 自主派遣の後に、知事から要請があった場合には、その時点から当該要請に基づく 

救援活動を実施するものとする。 

 

４．自衛隊との連絡調整  

（１）平常の連絡調整  

平素においては、各種会議及び防災訓練時等機会をとらえて相互に連絡調整  

    を行うものとする。  
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（２） 災害発生後 

       ア 災害発生又はそのおそれがある場合は対馬警備隊から、市役所に通信連絡幕僚を派

遣し、情報収集並びに連絡調整にあたる。また、必要に応じ、海上自衛隊対馬防備隊

及び航空自衛隊第１９警戒隊から連絡幕僚を派遣する。 

イ 大規模災害又は特異な災害（離島災害等）発生時には、県災害対策本部内に大村部 

隊、海上自衛隊佐世保地方総監部及び自衛隊地方協力本部より連絡幕僚を派遣し、離

島部隊との連絡調整にあたらせる。 

ウ 自衛隊の災害派遣について他の災害復旧機関（業者を含む）との競合及び関係市町

相互の作業優先順位の対立をさけるため、県側において調整を行う。 

    エ 知事及び市長は、自衛隊の能力及び災害状況等を勘案し、自衛隊の効率的運営を図 

るよう派遣部隊指揮官等と緊密な調整を行う。 

 

５．市の受け入れ態勢及び準備  

（１）資材、器材等の準備 

市が準備する主な資材、器材等は、次のとおりとするが、その他急を要するものにつ

いても市が準備する。 

自衛隊派遣に伴い市が準備する資材・機材一覧 ---- 資料編 ５－９ 

（２）連絡調整員の指定 

市は、自衛隊の災害派遣の間、連絡調整のため業務処理の練達者又は適任の責任者を

連絡調整員として指定するものとする。 

（３）宿営地等の手配 

市は、災害派遣部隊の指揮施設及び宿泊施設又は野営施設の準備をするものとする。 

（４）災害派遣のため緊急に派遣された連絡偵察員の宿泊給食は市において担任するものと

する。 

 

６．災害派遣の撤収要請  

（１）市長は、派遣部隊指揮官と協議し、他の機関をもって対処できる状況となり、派遣部

隊の救援を要しない状態となったときは、派遣部隊の撤収について、知事に要請するも

のとする。 

（２）撤収要請事項 

ア 撤収日時 

イ 撤収要請の事由 

ウ その他 
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７．地上と航空機との交信方法  

（１）目  的 

災害派遣時交通及び通信が途絶した状況下において孤立地区と航空機の空地連絡を迅

速かつ的確に実施して状況を把握し、救援等の対策上必要な地上及び航空機からの信号

の方法を定める。 

（２）地上からの航空機に対する信号 

地上からの航空機に対する信号表 ---------------- 資料編 ５－４ 

（３）地上からの信号に対する航空機の回答 

地上からの信号に対する航空機の回答 ------------ 資料編 ５－５ 

（４）航空機から地上に対する信号 

航空機から地上に対する信号-------------------- 資料編 ５－６ 

（５）地上にヘリコプターの着陸を希望する際はその希望地点に直径１０ｍの○Ｈ を図示し風

向の吹流し又はＴ字型（風向→ ├ ）で明確に示すものとする。 

 

８．経費負担区分  

おおむね次の事項については、通常派遣を受けた市の負担とする。 

なお、細部については、そのつど災害派遣命令者と知事との間で協議して定める。 

（１）派遣部隊の救援活動に必要な資材及び器材（自衛隊装備器材を除く）等の購入借上げ

又は修理費 

（２）災害派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の借上料 

（３）派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費、汲取料、電話及び入浴料等 

（４）無作為による損害の補償 

 

９．ヘリコプターの離着陸地  

（１）派遣要請を受けた自衛隊航空機等の離着陸地は資料編５－３のア離着陸場一覧のとお

りとする。 

（２）甚大な被害が発生し、また、万一上記（１）の離着陸地が使用不能の場合は、資料編

５－３のイ離着陸適地一覧の使用について、陸上自衛隊対馬警備隊及び各対策部と協議

の上使用するものとする。 

ヘリコプター離着陸地一覧---------------------- 資料編 ５－３ 
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第４節 労務供給計画 

本計画は、災害応急対策の実施等のため必要がある場合において技術者、技能者及び賃金職

員等を確保し、災害対策の万全を期すために定める。 

１．技術者等の確保対策  

応急対策の実施について、市本部所属職員を動員してもなおかつ不足する技術者・技能 

者は、他の防災機関の応援又は民間に協力を求める。 

この場合、災害の程度、規模等により、その地域内で技術者・技能者の確保が困難な場 

合は、県又は最寄りの公共職業安定所に対し、斡旋を求めるものとする。 

 

２．賃金職員等の確保対策  

市本部において、災害応急対策、災害復旧等の実施について、必要な賃金職員等が市内 

のみでは確保できない場合は、最寄りの公共職業安定所又は県に対して賃金職員等の確保 

を要請する。 

賃金職員等の輸送は、船、バス、トラック等による貸切輸送を原則とし、賃金は、通常 

の日雇民間賃金に準ずる。 

 

３．災害救助法による賃金職員等の雇上げ  

救助法が適用され、被災者の応急救助を実施するために関係機関の職員等のみでは対処 

できない場合は、必要に応じ賃金職員等を雇上げ、応急救助の迅速化を期するものとす 

る。 

（１）賃金職員等の雇用ができる範囲は次のとおりである。 

ア 被災者の避難 

イ 医療及び助産のための移送 

ウ 被災者の救出 

エ 飲料水の供給 

オ 救助物資の整理、輸送及び配分 

力 死体の捜索 

キ 死体の処理（埋葬を除く） 

ただし、特殊な場合は、厚生労働大臣に協議し、その同意を得て、次の場合も賃金

職員等を雇上げることができる。 

（ア） 死体の埋葬 

（イ） 炊き出し 

（ウ） 避難所、応急仮設住宅及び住宅の応急修理等の資材の輸送 

（２）賃 金 

市内における通常の賃金の範囲内とする。 
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（３）期 間 

それぞれの救助の実施が認められている期間内とする。 

ただし必要がある場合は、厚生労働大臣に協議し、その同意を得て期間を延長するも

のとする。 

 

第５節 隣保互助民間団体活用計画 

災害時における民間団体（青年団、婦人会、日赤奉仕団）の活用計画は本節の定めるところ

による。 

１．実施期間  

（１）民間団体の活用は、市長が、市内の民間団体の協力を求めて実施するものとし、市で

処理不可能な場合は、被災をまぬがれた近隣市町に連絡し、当該市町村の応援協力を求

めて、応急措置にあたるものとする。 

（２）大規模な災害、又は広範囲にわたる災害のとき、或いは市において処理できない場合

において、市長は県知事に要請するものとする。 

 

２．活動範囲及び内容  

隣保互助民間団体は、おおむね次のような作業に従事する。なお、活動内容の選定にあたっ 

ては、これら団体の意見を尊重して決定するものとする。 

（１）炊出しその他災害救助の実施 

（２）清掃及び防疫の実施 

（３）災害対策用物資、資材の輸送及び配分 

（４）応急復旧作業現場における危険を伴わない軽易な作業 

（５）上記作業に類した作業の実施 

（６）軽易な事務の補助 
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第２章 通信及び情報収集伝達計画 
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第１節 通信施設利用計画 

本計画は、災害が発生する恐れがある場合、又は、災害が発生した場合における気象予警

報・注意報等の伝達もしくは被害状況等の情報収集、その他応急措置等について通信施設の利

用について定めるものとする。 

１．市災害対策本部  

本部長（市長）は、災害通報を受けたときは、有線電話又は防災行政情報伝達システム

等を通じて、防災関係機関及び地区住民に情報を伝達する。 

 

２．ＮＴＴ西日本株式会社  

暴風雨、大雨、大雪等の警報については、ＮＴＴ西日本よりＦＡＸ、電話等により受報 

する。（非常時における警報伝達系統等） 

 

３．通信途絶時における措置及び応急対策  

災害発生時の停電、通信の途絶えに備え平素から市役所（市本部）には、予備電源、携 

帯用テレビ・ラジオ、衛星携帯電話等通信装備を常備するよう努める。 

また、一般家庭に対しても、携帯用テレビ・ラジオ等の備付を奨励し、放送や携帯電話 

（メール、ウェブを含む）等を通じて各種災害情報の入手に努め、臨機応変に応急対策が 

とれるよう指導を徹底する。 

 

４．非常無線通信の運用  

無線局は平常免許状に記載された目的又は相手方、若しくは通信事項の範囲を越えて運 

用することは許されない。ただし、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非 

常の事態が発生し又は発生する恐れがあり、有線通信を利用することが出来ないか又は利 

用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序 

の維持のためにする通信は行うことが出来る。（電波法第 52 条） 

長崎地区非常通信連絡会（会長：危機管理課長）は、このような場合構成機関の無線施 

設による非常無線通信活動を中核に、利用し得るすべての通信施設の一体的運用に努め、 

災害時における重要通信を確保する。 

（１）非常無線の内容等 

ア 人命の救助に関するもの 

イ 天災の予報（主要河川の水位を含む）及び天災その他災害の状況に関するもの 

ウ 電波法第 74 条実施の指令及びその他の指令 

エ 緊急を要する気象、地震、火山等の観測資料 

オ 非常事態に際しての事態収拾、復旧、交通制限、その他秩序の維持又は非常事態に

伴う緊急措置に関するもの 

力 暴動に関する情報、連絡及びその緊急措置に関するもの 

キ 遭難者の救護に関するもの 
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ク 道路、電力設備、電信電話回線の破壊又は、障害の状況及びその修理復旧のための

資材の手配及び運搬、要員の確保、その他緊急措置に関するもの 

ケ 災害対策機関相互間に発受する災害救援、その他緊急措置を要する労務、施設、設

備、物資及び資金の調達配分、輸送等に関するもの 

コ 災害救助法第 24 条の規定に基づき、都道府県から医療、土木、建築工又は、輸送関

係者に対して発する従事命令に関すること 

なお、上記通信に伴う料金は原則として無料扱いとする。 

（２）非常無線通信の利用 

無線局の免許人みずからが発受するほか、次の者からの依頼に応じて取扱うものとす

る。なお、頼信する際には「非常」の表示をして差出すものとする。 

ア 官庁（公共企業を含む）及び地方自治体 

イ 中央防災会議及び同事務局並びに非常対策本部、地方防災会議及び災害対策本部 

ウ 日本赤十字社 

エ 全国都市消防長会 

オ 電力会社 

力 報道機関 

なお、無線局の免許人において、上記各号以外の者から人命救助に関するもの及び

急迫の危険又は緊急措置に関するものを依頼された場合はこれに応ずるものとする。 

（３）非常無線通信を行う機関 

ア 公衆通信 

日常使用している電話局等扱のもの 

イ 警察通信 

警察本部、警察署、交番、駐在所相互間の有線及び無線 

ウ 電力通信 

九州電力送配電本店、支社、配電事業所、発変電所相互間の有線、無線及び移動無

線 

エ 漁業無線 

漁業無線局相互間及び漁業基地局、漁船局の無線 

オ 海上保安庁無線 

所属無線局相互間、及び所属船艇との無線 

カ アマチュア無線 

アマチュア局相互間の無線 

キ 水防・道路用無線 

国土交通省各機関相互の無線通信系統及び移動無線 

ク その他 

検察庁及びＮＨＫ、ＮＢＣ、ＫＴＮ、ＮＣＣ、ＮＩＢ、ＦＭ長崎等放送機関の有

線・無線、船舶無線、タクシー無線の利用についても研究する。 
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（４）非常通報の頼信手続 

ア 受取人の宛名、電話番号 

イ 本文 

  わかりやすく片仮名で記載する。１通の電文はおおむね 200 字以内とする。ただ

し、必要により何通でも発信することができる。 

ウ 発信者名 

  本文の末尾に段落で区分して片仮名で書く。 

エ 非常の表示 

  「非常」と漢字で書く。 

オ 発信人の住所、氏名、電話番号 

楷書の漢字で書く。 

（５）非常通報の頼信 

ア 最も近い無線局又は附近の移動局（無線カー、パトカー、タクシー、漁船等）を利

用する。 

イ 頼信の方法は直接無線局へ依頼するか電話による依頼か、いずれでも差しつかえな

い。 

なお、平素から無線局の所在地等を十分把握すると共に、予め協力要請を行うなど

災害時に的確に活動出来るよう事前対策を講じておく。 
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第２節 災害情報収集及び被害報告取扱計画 

本計画は、基本法及び他の法令等の規定に基づく災害情報の収集並びに被害報告（以下「被

害報告等」という）の取扱について定めるものとする。 

１．実施責任者  

（１）市本部長 

本部長は、市内の被害報告等を収集し、長崎県災害対策対馬地方本部（対馬振興局）

その他の関係機関に通報又は報告を行うものとする。 

（２）防災関係機関等 

市内における指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、防災上重要な施

設の管理者（以下「防災関係機関等」という）は、当該所管に係る被害報告等の収集を

行うとともに、本省、県地方本部、市、その他関係機関に通報又は報告を行うものとす

る。 

２．発災直後の情報収集  

市は、天候状況を勘案しながら、必要に応じ、航空機、無人航空機、高所監視カメラ等

による目視、撮影等による情報収集を行うとともに、収集した画像情報について、防災Ｉ

ｏＴシステム等を活用し、関係機関間での迅速な共有に努めるものとする。 

   市は、被害の情報を収集し、必要に応じ消防庁に当該情報を連絡するとともに、新総合

防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）を活用して関係省庁に当該情報を連絡する。消防

庁及び関係省庁は、官邸〔内閣官房〕及び内閣府に当該情報を連絡し、政府本部の設置後

は当該情報を政府本部に連絡する。 

３．被害等の調査  

（１）被害の調査に当たっては、調査班を編成して迅速に行うものとするが、市単独での調

査が困難又は不可能な場合においては、対馬振興局等地方機関及び防災関係機関等に応

援を得て行うものとする。 

（２）被害等の調査にあたっては調査脱漏、重複等のないように留意するものとする。 

（３）罹災世帯、人員等についての調査は、現地調査のほか、住民登録等と照合し、的確を

期するものとする。 

４．被害の認定基準  

（１）人的被害 

ア 「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体は確認

できないが、死亡したことが確実なもの。 

イ 「災害関連死者」とは、死者のうち、当該災害による負傷の悪化又は避難生活等に

おける身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和

48 年法律第 82 号)に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの(実際には災

害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは

除く。)  

ウ 「行方不明者」とは、当該災害で所在不明となり、かつ、死亡の疑のあるもの。 
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エ 「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要の

ある者のうち１ヶ月以上の治療を要する見込みのもの。 

オ 「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要の

ある者のうち１ヶ月未満で治療できる見込みのもの。 

（２）住家被害 

ア 「住家」とは、現実にその建物を居住のため使用している者がいる建物をいい、社

会通念上の住家であるかどうかは問わない。 

イ 「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住

家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修によ

り元通りに再使用することが困難なもので、具体的には住家の損壊、焼失もしくは流

失した部分の床面積が、その住家の延床面積の 70％以上に達した程度もの、または住

家の主要な構造要素の被害的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損

害割合が 50％以上に達した程度のもの。 

ウ 「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわ

ち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度もので、具体的

には損壊部分が、その住家の延床面積の 20％以上 70％未満のもの、または住家の主要

な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の住家の損害

割合が 20％以上 50％未満のもの。 

  このうち、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもので、

具体的には、損壊部分がその住家の延べ床面積の 50％以上 70％未満、またはその住家

の損害割合が 40％以上 50％未満のものを「大規模半壊」という。 

エ 「準半壊」とは、住家が半壊に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損

壊部分がその住家の延床面積の 10％以上 20％未満のもの、または住家の主要な構成要

素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 10％以上

20％未満のもの。 

オ 「一部破損」とは、準半壊にいたらない程度の住家の破損で、具体的には、損壊部

分がその住家の延床面積の 10％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被

害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 10％未満のもの。 

カ 「床上浸水」とは、全壊、半壊、準半壊に該当しない場合であって、浸水がその住

家の床上に浸水した程度のもの、又は土砂、竹木等の堆積等により一時的に居住する

ことができない状態となったもの。 

キ 「床下浸水」とは、床上浸水にいたらない程度に浸水したもの。 

（３）非住家被害 

ア 「非住家」とは、住家以外の建物で、この報告中他の被害個所項目に属さないもの

とする。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

イ 「公共建物」とは、例えば庁舎、公民館、公立保育所等の公用または公共の用に供

する建物とする。 

ウ 「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

エ 非住家被害は、全壊、大規模半壊、半壊、準半壊の被害を受けたもののみを記入す

るものとする。 
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（４）その他 

ア 「田の流失・埋没」とは、田の耕土が流失し、または砂利等のたい積のため、耕作

が不能になったものとする。 

イ 「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

ウ 「畑の流失、埋没」および「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱うもの

とする。 

エ 「文教施設」とは、小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・聾

学校・養護学校・および幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

オ 「道路」とは、道路法第２条第１項に規定する道路のうち、橋りょうを除いたもの

とする。 

力 「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とす

る。 

キ 「河川」とは、河川法が適用され、もしくは準用される河川もしくはその他の河

川、またはこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設も

しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とする。 

ク 「港湾」とは、港湾法第２条第５項に規定する水域施設、外かく施設、けい留施

設、または港湾の利用および管理上重要な臨港交通施設とする。 

ケ 「砂防」とは、砂防法第１条に規定する砂防施設、同法第３条の規定によって同法

が準用される砂防のための施設または同法第３条の２の規定によって同法が準用され

る天然の河岸とする。 

コ 「清掃施設」とは、ごみ処理およびし尿処理施設とする。 

サ 「がけくずれ」とは、自然がけ及び宅地造成に伴う人造がけの崩落、崩壊等により

人及び建物に被害を及ぼし、又は道路、交通等に支障を及ぼしたものをいう。 

ただし、被害を与えなくても、その崩落、崩壊が 50 立方ｍを超えると思われるもの

は報告するものとする。 

シ 「船舶被害」とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行

不能になったもの、および流失し、所在が不明になったもの、ならびに修理しなけれ

ば航行できない程度の被害を受けたものとする。 

ス 「水道」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時

点における戸数とする。 

セ 「電話」とは、災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

ソ 「電気」とは、災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数

とする。 

タ 「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のう

ち、最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

チ 「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

ツ 「罹災世帯」とは、災害により全壊、大規模半壊、半壊、準半壊及び床上浸水の被

害を受け、通常の生活を維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。 
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例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでい

るものについては、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であって

も、生活が別であれば分けて扱っても差し支えない。 

テ 「罹災者」とは、罹災世帯の構成員とする。 

（５） 被害金額 

ア 「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。 

イ 「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関す

る法律（昭和 25 年法律第 169 号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、農

地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設および共同利用施設とする。 

ウ 「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第

97 号）による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防施

設、林地荒廃防止施設、道路、港湾および漁港とする。 

エ 「その他の公共施設」とは、公立文教施設、農林水産業施設および公共土木施設以外

の公共施設をいい、例えば庁舎、公民館、児童館、都市整備等の公用または公共の用

に供する施設とする。 

オ 「農産被害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、

農産物等の被害とする。 

カ 「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被

害とする。 

キ 「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被

害とする。 

ク 「水産被害」とは、農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、魚貝、漁

船等の被害とする。 

ケ 「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具

等とする。 

コ 「その他」とは、ア～ケを除く住家等の被害とする。 

 

５．被害報告の基準、種別、報告要領  

（１）被害報告等の基準 

報告すべき災害は、おおむね次のとおりとする。 

ア 災害救助法の適用基準に合致するもの 

イ 市が災害対策本部を設置したもの 

ウ 災害による被害に対して、国の特別の財政援助を要するもの 

エ 災害による被害が当初は軽微であっても、今後ア～ウの要件に該当する災害に発展

する恐れがあるもの 

オ その他災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて報告する必要があると認

められるもの 
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（２）被害報告等の種別 

報告の種別等は次の表のとおりとする。 

種   別 様  式 摘         要 

災害概況即報 

県防災計画で 

定める 

別紙様式 1 

災害（人的被害または住家被害が発生した場合）の具体的

な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合、災害の

当初の段階で被害状況が十分把握できていない場合 

（例えば、地震時の第一報で、死傷者の有無、火災、津 波

の発生の有無等を報告する場合）には、本様式を用いるこ

と。 

被害状況報告 

県防災計画で 

定める 

別紙様式２ 

別紙様式３ 

原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入す

る。ただし、被害額については、省略することができる。  

事業別被害報告  
他の法令または通達等に基づき、市長が知事に対して行うも

のである。  

（３）被害報告等の要領 

ア 被害報告については、災害の規模及び性質によって短時間に正確な事項別の被害状

況を把握することが困難な場合があり、かつ全体の被害状況が判明してからの報告で

は、県における災害状況の把握が遅れ、支障をきたすので、まず災害が発生した場合

は、直ちに災害の態様を通報すると共に、あわせて災害対策本部の設置状況など、災

害に対してとられた措置を報告するものとする。 

イ 被害程度の事項別の報告は、確定報告を除き、原則として県地方本部にファックス

及び電話をもって行うが、緊急を要するもの、又は特に指示のあった場合を除き１日

１回以上行うものとする。 

ウ 被害報告は、災害の経過に応じて、把握した事項から逐次行うが、特に死傷者、住

宅被害を優先させるものとする。 
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被害報告処理系統図（市町→県） 

 

 

 

 

６．災害情報の収集通報  

（１）災害発生の恐れがある異常現象の通報 

ア 発見者の通報 

異常現象を発見した者は、直ちに次のとおり通報するものとする。 

（ア）河川の漏水等水防に関するもの 

対馬市管理課又は総務課、対馬市消防署（団） 

（イ）火災発生に関するもの 

対馬市消防署 

（ウ）その他異常現象 

対馬市総務課又は警察署、海上保安部 

イ ア及びその他により異常現象を承知した市長（対馬市総務課長）は、直ちに防災計

画に定める情報連絡系統図により通報するものとする。 
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７．安否不明者の氏名等公表について 

  災害発生時に、安否不明者等の氏名等の公表が捜索活動・人命救助に資することから、

原則として氏名等を公表する。但し、住民基本台帳の閲覧制限等がある場合には、非公表

とする。 
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第３章 災害広報計画 
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第１節 総   則 

本計画は、災害時の混乱した事態に人心の安定、秩序の回復を図るため、災害の形態、災害

応急対策の実施状況等を住民に周知するよう、その広報及び報道の内容を定めるものとする。 

１．災害広報  

市は、有線放送、公用車、消防車等の広報媒体を通じて住民に広報するものとする。 

（１）被害状況の概要 

（２）災害応急対策の実施状況 

（３）道路情報 

（４）各防災関係機関の体制及び活動状況 

（５）住民に対する協力要請及び注意事項 

（６）気象情報その他必要な事項 

 

２．被災地域への広報  

被災地区住民に対しては、あらゆる広報を講じて遅滞なく詳細な情報を提供するものと 

する。 

（１）被災の状況及び地区住民のとるべき措置 

（２）避難のための立退きの勧告及び急を要すると認めるときは、避難のための立退きの指

示 

（３）救護活動及び災害応急対策の状況 
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第４章 公安警備計画 
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第１節 総   則 

１．災害警備実施方針  

警察は、関係機関との緊密な連絡の下に災害警備対策を推進し、災害が発生し又は発生 

するおそれがある場合には、早期に警備体制を確立して情報の収集に努め、住民等の生命 

及び身体の保護を第一とした災害警備活動に努めるものとする。 

 

２．災害に備えての準備  

警察は、災害の規模に応じた災害警備現地本部等の体制や指揮命令系統の確立及び機動 

力の確保並びに管内実態に即した被害情報の収集・伝達、避難誘導、救出救助、交通規制 

等の措置を的確にとることができるよう、以下の事項を踏まえ、警備計画を策定するもの 

とする。 

また、災害警備計画は随時見直しを行い、管轄区域内の現状に対応できるものとする。 

（１）警備体制の整備 

ア 職員の招集・参集体制の整備 

警察は、職員の招集・参集基準の明確化、連絡手段の確保、招集・参集途上での情

報収集等職員の招集・参集体制の整備について定めるとともに、随時見直しを図るも

のとする。 

イ 災害警備用装備資機材の整備充実 

警察は、災害の発生に備え迅速的確な対処ができるよう、災害警備用装備資機材等

の整備充実を図るものとする。 

（２）情報収集・連絡体制の整備 

ア 情報収集の手段及び方法 

（ア）警察は、大規模災害発生時に、交番、駐在所、パトカー等の勤務員が直ちに情

報収集に当たるなど、情報収集体制の確立を図るものとする。 

（イ）災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において対馬市等の防災担当課

と円滑な連絡を行うことができるよう、平素から緊密な協力関係を構築するもの

とする。 

（ウ）災害発生時に電力会社、電話会社等の関係機関・団体の保有する情報の提供を

得るため、電気、電気通信、ガス及び水道事業者、警備業者等との協力体制の確

立に配意するものとする。 

イ 被災状況の把握及び評価 

警察は、大規模災害発生時に、交番、駐在所等から逐次報告される死傷者、倒壊家

屋等の集約のほか、報告される人的・物的被害に関する情報に基づき、直ちに概括的

な被害状況を把握するものとする。 

（３）運転者のとるべき措置の周知徹底 

警察は、災害発生時に運転者がとるべき措置について、以下の事項を周知徹底するも

のとする。 

ア 走行中の車両の運転者は、次の要領により行動すること。 
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(ア) できる限り安全な方法により車両を道路の左側端に停止させること。 

(イ) 停止後は、カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その情報及び 

周囲の状況に応じて行動すること。 

(ウ) 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。 

やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側端に寄せて駐車し、エン 

ジンを切り、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこ 

と。駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるよう 

な場所には駐車しないこと。 

イ 避難のために車両を使用しないこと。 

ウ 災害対策基本法に基づく交通規制が行われたときは、通行禁止区域等(交通規制が行

われている区域又は道路の区間をいう。以下同じ)における一般車両の通行は禁止又は

制限されることから、同区域等内に在る運転者は次の措置をとること。 

(ア) 速やかに車両を次の場所に移動させること。 

ａ 道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道路 

の区間以外の場所 

ｂ 区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所 

(イ) 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左側端に沿って駐車す 

るなど、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。 

(ウ) 通行禁止区域等内において、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って 

車両を移動又は駐車すること。その際、警察官の指示に従わなかったり、運転者が 

現場にいないときは、警察官が自らその措置をとることがあり、この場合、やむを 

得ない限度において、車両等を破損することがあること。 

（４）避難誘導の措置 

ア 避難場所等の周知徹底 

警察は、対馬市等関係機関、団体と協力し、又は、平素の警察活動を通じて、地域

住民等に対して災害危険箇所、災害発生時の避難場所、避難経路及び避難時の留意事

項等について周知徹底を図るものとする。 

イ 管理者に対する要請 

警察は、多人数の集合する場所の管理者に対して、非常の際の誘導要領、避難経路

の明示、照明・予備電源の確保等の事前対策促進を要請する。 

（５）住民等の防災活動の推進 

ア 防災訓練の実施 

警察は、対馬市防災会議の主催する総合防災訓練等を通じて、防災関係機関及び住

民等との一体的な災害警備活動の推進に努めるものとする。また、訓練の実施に当た

っては、住民等の災害発生時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟

等、災害発生時に住民がとるべき措置について配意するものとする。 

イ 各種講習会等を通じた防災知識の普及 
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警察は、平素から各種講習会、研修会の場等を通じて地域住民等に対し、災害発生

時の危険性を周知させるとともに、家庭での安全対策、災害発生時にとるべき行動、

避難場所での行動等防災知識の普及に努めるほか、家庭内の連絡体制の確保を促すも

のとする。 

ウ 要配慮者に対する配慮 

警察は、防災知識の普及等に当たっては、高齢者、障害者、外国人等要配慮者に十

分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるものとす

る。 

（６）関係機関との相互連携 

警察は、対馬市やその他の関係機関と相互に連携協力して災害対策に当たるものとす

る。 

（７）災害危険箇所等の調査 

警察は、平素から管轄区域内の地盤、地質、地形、地物等の状況から災害の発生が予

想される危険箇所について実態を調査・把握し、災害発生時に的確な初動措置をとるこ

とができるよう、体制を整備するものとする。 

 

３．災害発生時における措置  

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において警察がとるべき措置は、以下のと

おりとする。 

（１）警備体制 

ア 職員の招集・参集 

  警察は、災害発生後速やかに、あらかじめ定められたところにより、職員を招集・

参集させ、災害警備体制の確立を図るものとする。 

イ 応援体制 

被害の規模に応じ、警察本部に対して速やかに広域緊急援助隊等の応援要請を行う

ものとする。 

ウ 災害警備現地本部等の設置 

警察は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、警察署に所要の規模

の災害警備現地本部、災害警備現地連絡室等を設置するものとする。 

（２）情報収集・伝達 

ア 被害状況の把握及び連絡 

警察は、災害による人的・物的被害状況を迅速的確に把握し、災害対策本部に速や

かに連絡するものとする。また、二次災害についても同様に把握し、連絡するものと

する。 

イ 情報収集 

警察は、交番、駐在所、パトカー等の勤務員を、被災状況・交通状況等の情報収集

に当たらせることとする。 
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（３）救出救助活動等 

警察は、管轄区域内の被災状況等を踏まえ、署員等による救出救助部隊を速やかに編

成するものとする。 

また、消防等防災関係機関の現場責任者等と随時、捜索区割り等現場活動に関する調

整を行い、現場活動が円滑に行われるよう配意するものとする。 

（４）避難誘導等 

ア 風水害 

(ア) 警報等の伝達 

警察は、被害を及ぼす可能性のある洪水等の状況を把握した場合は、関係機関と 

の連携を図りながら、交番、駐在所、パトカー等の勤務員を活用して住民等に対す 

る迅速かつ的確な伝達に努めるものとする。 

(イ) 避難誘導 

警察は、風水害発生のおそれがある場合には、関係機関団体と連携を図りなが 

ら、浸水区域や土砂災害危険箇所の警戒活動を行い、その結果、危険と認められる 

場合には、住民等に対し、以下の点に留意して避難広報・誘導をするものとする。 

ａ 住民等への避難勧告の伝達に当たっては、交番、駐在所、パトカー等の勤務員 

を活用して、迅速かつ的確な伝達に努める 

ｂ 避難広報・誘導に当たっては、避難場所及び避難経路や浸水区域、土砂災害危 

険箇所等の存在、災害の概要その他避難に資する情報の伝達に努める。 

ｃ ヘリコプター、船舶等による避難についても検討し、必要に応じて実施するも 

のとする。 

ｄ 情報の伝達及び避難誘導の実施に当たっては、要配慮者に十分配意するよう努 

める。 

イ 地震災害 

警察は、地域住民の避難誘導等に当たり、以下の事項に留意するものとする。 

(ア) 被災地域、災害危険箇所等の現場状況を把握した上、安全な避難経路を選定 

し、避難誘導に当たる。 

(イ) 避難誘導に当たっては、高齢者及び障害者については、可能な限り車両等を活 

用して避難誘導を行うなど、要配慮者に配意する。 

(ウ) 津波災害 

警察は、津波警報・注意報が発表された場合又は津波による被害の発生が予想さ 

れる場合は、沿岸住民及び船舶等への広報を実施するとともに、必要に応じて、速 

やかに避難の指示を行い、安全かつ効率的な避難誘導を行うものとする。 
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（５）死体調査 

警察は、対馬市と協力し、必要に応じて警察本部に応援要請するなどして、死体調査

要員・場所等を確保するとともに、医師等との連携に配意し、迅速的確な死体調査、身

元の確認、遺族等への遺体の引渡し等に努めるものとする。 

（６）二次災害の防止 

ア 風水害 

警察は、浸水被害が発生した地域又は土砂災害の発生の危険性が高いと判断された

箇所について、適切な警戒避難措置を講じるとともに、現場警察官による交通規制を

実施するなどして、二次災害の防止に努めるものとする。 

イ 地震災害 

警察は、二次災害の危険箇所を把握するため、調査班を編成し、住宅地域を中心に

区域を定めて調査を実施するものとする。また、把握した二次災害危険箇所等につい

ては、対馬市災害対策本部等に伝達し、避難指示等の発令を促すものとする。 

（７）社会秩序の維持 

ア 被災地におけるパトロール活動 

(ア)無人店舗、家屋等の防犯対策 

警察は、被災後の住宅街、商店街等における各種犯罪を防止するため、無人店舗、

家屋等のパトロールを推進し、防犯対策を徹底する。 

(イ)相談、トラブル防止対策 

警察は、避難所における流言飛語や各種トラブルによる被災者の治安に対する不安

感を払拭するため、パトロール等の各種活動を通じて相談しやすい環境を整備し、被

災者・避難者の安全・安心を確保する。 

(ウ)被災地における要配慮者への支援 

警察は、被災地等の要配慮者が犯罪被害に遭う不安を解消し、安全・安心を実感で

きるようにするため、パトロール活動を推進する。 

イ 重点を指向した各種犯罪の取締り 

警察は、被災地において発生しがちな悪質商法等の生活経済事犯、義援金名目の詐

欺事犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力団による民事介入暴力等の取締りを重点的に行い、住

民等の不安の軽減、被災地の社会秩序の維持に努める。 

ウ 地域住民と連携した防犯活動 

(ア) ボランティアと連携した防犯活動 

被災地等における犯罪の防止を徹底するためには、各種ボランティア関係機関・ 

団体と連携した上で、きめ細かい警戒活動を実践する必要があることから、被災地に 

おいて自主的な防犯活動を行う団体に対するパトロール用品の提供、合同での警戒活 

動の実施等による活動支援を行う。 

(イ)適切な情報提供 

警察は、地域住民等による、より効果的な自主防犯活動が行われるように、犯罪等

の発生状況や被害の防止方法等の情報提供を行う。 
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（８）緊急交通路の確保 

ア 交通状況の把握 

警察は、現場の警察官、関係機関等からの情報により、通行可能な道路や交通状況

等を迅速に把握するものとする。 

イ 交通規制の実施 

警察は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策が的

確かつ円滑に行われるようにするために緊急の必要があると認める時は、速やかに区

域又は道路の区間を指定して緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し又

は制限するなど、緊急交通路の確保に当たるものとする。 

緊急交通路の確保に当たっては、人命の安全、被害の拡大防止、災害応急対策の的

確かつ円滑な実施に配意して行うものとする。 

さらに、災害発生後の被災地の状況に応じて、応急復旧のための人員及び資機材輸

送の必要性に配慮するなど、被害の状況、緊急度、重要度等を考慮した交通規制の見

直しを行うものとする。 

ウ 輸送対象の想定 

緊急通行車両により輸送する対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応じ

ておおむね以下のとおりとする。 

(ア) 第１段階 

ａ 救助・医療活動の従事者及び医薬品等の物資 

ｂ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

ｃ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施

設保安要員等初動の災害応急対策に必要な人員・物資等 

ｄ 医療施設に搬送する負傷者等 

ｅ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び

物資 

(イ) 第２段階 

ａ 上記（ア）の続行 

ｂ 食料、水等生命の維持に必要な物資 

ｃ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

ｄ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

(ウ) 第３段階 

ａ 上記（イ）の続行 

ｂ 災害復旧に必要な人員及び物資 

ｃ 生活必需品 

エ 交通規制の周知徹底 

警察は、交通規制を実施したときは、直ちに通行禁止等に係る区域又は道路の区間

その他の必要な事項について、住民及び運転者等に周知徹底を図るものとする。 

オ その他緊急交通路確保のための措置 
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(ア) 交通管制施設の活用 

警察は、効果的な交通規制を実施するため、信号機等の交通管制施設の機能の回復 

に努めるとともに、これらを活用するものとする。 

(イ) 放置車両の撤去等 

警察は、緊急交通路を確保するため必要な場合には、放置車両の撤去等、緊急交通 

路の障害物の除去について、道路管理者、消防機関及び自衛隊等と協力し、状況に応 

じて必要な措置をとるとともに、警察車両による緊急通行車両の先導等を行うものと 

する。 

また、自らが行う緊急通行車両の通行の妨害となっている車両等の移動等の措置に 

関し必要がある場合、警察本部が平成 17 年 6 月 6 日、日本自動車連盟長崎支部と締 

結した覚書に基づき、当該措置について、同支部に対して協力要請するものとする。 

(ウ) 運転者等に対する措置命令 

警察は、緊急車両の円滑な通行を確保するため、必要に応じて運転者等に対し車両 

移動等の措置命令を行うものとする。 

力 関係機関等との連携 

警察は、交通規制に当たって、道路管理者、防災担当部局等と相互に緊密な連携を

保つものとする。また、交通規制を円滑に行うため、必要に応じて警察本部が平成 10

年 12 月 7 日、県警備業協会と締結した「大規模災害時における交通誘導及び地域交通

安全の確保等の業務に関する協定」に基づき、交通誘導の実施等を要請するものとす

る。 

（９）被災者等への情報伝達活動 

ア 被災者等のニーズに応じた情報伝達活動の実施 

警察は、被災者等のニーズを十分把握し、災害関連情報、避難の措置に関する情

報、交通規制等警察措置に関する情報等を交番、駐在所、パトカー等の勤務員を活用

するなどして、適切な伝達に努めるものとする。なお、その際、高齢者、障害者、外

国人等の要配慮者に配慮した伝達を行うものとする。 

イ 相談活動の実施 

警察は、災害発生時には、被災者の安否確認等の相談に応じるため、各種相談窓口

等の設置に努めるものとする。 

さらに、避難所等に避難している被災者の不安を和らげるため、移動交番車の派遣

や避難所への警察官の立ち寄り等による相談活動を推進するなど避難所等における親

身な活動を推進するものとする。 

ウ 多様な手段による情報伝達 

警察は、地域に密着した活動等を通じ、住民の避難先、救援物資の配付場所等の地

域住民等の生活に必要な情報の収集に努めるとともに、それらの情報や悪質商法への

注意喚起等の地域安全情報を警察本部、警察署、交番、駐在所等の掲示板、生活安全

ニュース、ミニ広報紙、交番速報、SNS 等を活用し、あるいは自主防災組織等を通じ

るなどして幅広く伝達するものとする。 
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（１０）関係機関と相互連携 

警察は、指定地方行政機関、指定公共機関等との間において緊密な連携の確保に努 

めるものとする。 
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１．災害発生直後の施設の緊急点検  

（１） 都市公園等都市施設の点検を実施すると共に、避難地又は避難路となる公園において

は、消防、救援、避難活動等が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（２）下水処理施設については、大規模な災害が発生した場合、予め作成した計画に従い、

直ちに施設の被害状況の調査を行うものとする。 

 

２．二次災害の防止対策  

下水処理施設については、降雨による浸水等の二次災害を防止するため、主要な雨水管 

渠等の被災状況を調査し、土砂による閉塞等が生じた箇所については、直ちに土砂の排除 

を行うなど必要な措置を講ずるものとする。 

 

３．震災における消防活動への支援  

都市公園内の水泳プール、池及び井戸水、河川水及び海水の利用を図るものとする。 

 

４．ライフライン施設の応急復旧  

（１）下水処理施設については、大規模な災害が発生した際に円滑に対応できるよう、予め

作成された計画に基づき、施設の被害状況の把握及び緊急時の対応を行うものとし、ま

た、施設の応急復旧に関しては、必要に応じ広域的な応援を求めることとする。なお、

下水処理施設が使用不可能となった場合は 関係部局と協力し、仮設トイレを設置する

と共に、そのし尿処理については、必要に応じ、周辺市等の下水道処理場で処分するも

のとする。 

（２）必要に応じ、都市公園内の水泳プール、池及び井戸水、河川水及び海水の利用を図る

ものとする。 

 

５．応急仮設住宅の建築支援等  

都市公園内の広場等について、必要に応じ、被災後の一定期間、応急仮設住宅用地とし

ての提供を図るものとする。 
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第１節 総   則 

この計画は、水防法第７条に基づき、洪水、津波又は高潮による水災を警戒、防御し、これ

による被害を軽減する目的をもって、市内の各河川、海岸及び溜池に対する水防上必要な管

理、予報、警戒、通信、連絡、輸送及び水防のための水防関係団体の活動、並びに必要な資機

材の準備と運用について実施の大綱を示したものである。 

第２節 水防の責任、津波における留意事項、安全配慮 

１．水防の責任等  

（１）市の責任 

水防管理団体たる市は、水防計画に基づき、各々その管轄区域内の水防を十分に果た

さなければならない（水防法第３条）。 

（２）県の責任 

長崎県内における水防体制の確立及び組織強化を図るとともに、各水防管理団体が行

う水防が十分行われるように確保する責任を有する（水防法第３条の６）。 

（３）気象台の責任 

気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認めたときは、その状況を

水防本部長に通知するとともに、必要に応じて放送機関、新聞社、その他の報道機関の

協力を求めて、これを一般に周知させなければならない（水防法第 10 条）。 

（４）放送局、ＮＴＴ西日本、その他の通信報道機関の責任 

水防上、緊急を要する通信報道が最も迅速に行われるよう協力しなければならない。 

（５）ダム管理者の責任 

河川法第 52 条の規定に基づく河川管理者の指示に従うとともに、災害の発生防止又は

災害の軽減に積極的に努めなければならない。 

（６）溜池管理者の責任 

溜池管理者は、当該溜池のある地域の水害が予想されるときは、当該水防管理者の指

導下に入るものとする。 

  （７）居住者等の義務 

居住者等は、水害が予想される場合は、進んで水防に協力し、水防管理者又は水防関

係団体の長から出動を命じられた場合は、水防に従事しなければならない。（水防法第２４

条） 
 

２．津波における留意事項  

津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて「遠地津波」と「近地津波」に分類

して考えられる。遠地津波の場合は原因となる地震発生からある程度時間が経過した後、

津波が襲来する。近地津波の場合は、原因となる地震発生から短時間のうちに津波が襲来

する。 

従って、水防活動及び消防団員自身の避難に利用可能な時間は異なる。遠地津波で襲来

まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、避難誘導等が可能なことがある。し
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かし、近地津波で、かつ安全な場所への避難までの所要時間がかかる場合は、消防団員自

身の避難以外の行動が取れないことが多い。 

従って、あくまでも消防団員自身の避難時間を確保したうえで、避難誘導や水防活動を

実施しなければならない。 

 

３．安全配慮  

洪水、津波又は高潮のいずれにおいても、消防団員自身の安全確保に配慮して水防活動

を実施するものとする。 

避難誘導や水防作業の際も、消防団員自身の安全は確保しなければならない。 
 

（水防活動時の安全確保のために配慮すべき事項） 

 ① 水防活動時にはライフジャケットを着用する。 

② 水防活動時の安否確認を可能にするため、通常のものが不通の場合でも利用可能な通信機 

器を携行する。 

③ 水防活動は、ラジオを携行する等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施する。 

④ 指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため団員を 

随時交代させる。 

⑤ 水防活動は原則として複数人で行う。 

⑥ 水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 

⑦ 指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、消防団員の安全を確保するため、 必要に応 

じ、速やかに退避を含む具体的な指示や注意を行う。 

⑧ 指揮者は消防団員等の安全確保のため、予め活動可能な時間等を水防団員等へ周知し、共 

有しなければならない。 

⑨ 指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、退避場所、退避を指示する合図等を事 

前に徹底する。 

⑩ 津波浸水想定の区域内にある消防団は、気象庁が発表する津波警報等の情報を入手し、活 

動可能時間が確保できることを確認するまでは、原則として退避を優先 する。 

 

第３節 水防組織 

１．対馬市水防本部  

水防本部は、次の機構により事務を処理する。 

水防本部体制表 ------------------------------- 資料編 １－９ 

２．設置基準  

（１）長崎地方気象台から、洪水、津波又は高潮による水災に関する次の注意報・警報が発

せられる等、災害の発生が予測されるときは、水防本部を設置する。 

大雨特別警報（浸水害） 大雨警報（浸水害） 洪水警報            

津波特別警報（大津波警報）津波警報 津波注意報  

高潮特別警報 高潮警報 

（２）上記の警報が解除される等、災害の発生の恐れがなくなったときは、水防本部を解散

する。 
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（３）水災に関して、対馬市災害対策本部が設置された場合は、水防本部の組織は、市本部

の組織に包括されるものとする。 

 

３．組織及び事務分掌  

水防本部の組織及び分掌事務は次のとおりとする。 

水防本部体制表 ------------------------------- 資料編 １－９ 

 

第４節 水防倉庫及び水防資機材の備蓄 

１．水防管理団体の資機材等備蓄基準  

水防倉庫は、消防格納庫が兼ねており、次を基準として、資機材を準備しておくものと

する。 

水防資機材 ----------------------------------- 資料編 ５－10 

２．資機材の確保と補充  

市は、資材確保のため、水防区域近在の資材業者を登録し、常に手持ち資材の把握に努

め、緊急時の補給に備えること。また、機材が使用または損傷により不足を生じた場合

は、直ちに補充しておかなければならない。 

３．水防倉庫の配置  

水防倉庫の配置は、管内の消防拠点施設 97 箇所、格納庫 40 箇所とする。 

第５節 知事が水位情報を通知及び周知する河川（水防法関係） 

１．対象となる河川（水位周知河川）  

河川名 水位情報周知区間 
基準量水標 

及び水位基準 

水位情報 

発表者 

関係水防 

管理団体 

厳原本川 
左右岸：対馬市厳原町宮谷馬場崎

橋～海 1,780ｍ 

２．「対象量水標及び指

定水位」のとおり 

対馬振興局長 対馬市 

佐護川 左右岸：対馬市上県町佐護東里

1183～海 5,200m 

２．「対象量水標及び指

定水位」のとおり 

対馬振興局長 対馬市 

 

２．対象量水標及び指定水位 

河川名 量水標名 地先名 
水防団（消防団） 

待機水位 

氾濫注意 

水位 

避難判断 

水位 

氾濫危険 

水位 

厳原本川 
厳原本川

観測所 
対馬市厳原町宮谷 0.5m 0.9m 0.9m 1.3m 

佐護川 
佐護川観

測所 

対馬市上県町佐護

北里 
3.1m 3.6m 3.6m 4.0m 

※水位周知河川とは、洪水により国民経済上重大な損害又は相当な損害を生ずる恐れがある河

川において、住民の皆様が安全な場所への避難及びその準備を行う目安となる水位（氾濫危険水
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位）に達した時、その旨を関係機関に通知するとともに、一般に周知しなければならない指定した

河川のことである。 

※避難判断水位とは、氾濫注意水位を超え、洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位であり、避

難時の目安になるものである。 

※氾濫危険水位とは、避難判断水位を超え、洪水発生の危険性が切迫した水位であり、避難指示の

発令の目安になるものである。 

３．水防情報等の伝達方法 

水位情報について、県から氾濫危険水位及び避難判断水位に達したとき、次の伝達フローにより 

情報伝達を受ける。 

ただし、報道関係に対する情報伝達は、氾濫危険水位に達したときに限り行われる。 
    

県水防本部 

（長崎県河川課） 

 

長崎地方気象台 
     

     

     

         

    
水防管理者 

（対馬市） 

 

水防機関 
     

発報担当者 

（対馬振興局

長） 

   

   

       

  直轄警察署 

（対馬南警察署、対馬北警察

署） 

   

       

       

       

         

    

報道機関 

   

       

       

       
 

４．洪水浸水想定区域の指定及び要配慮者利用施設の避難確保計画の作成義務等 

  水位情報周知河川について、県は、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域と

して指定し、指定した区域及び浸水した場合に想定される水深を公表する。 

  また、指定された浸水想定区域内に位置する防災上配慮を要する者が利用する施設（要配慮者利用

施設）で、その利用者が洪水時等に円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要がある施設の管理者は、

利用者の避難を確実なものとするため、避難確保計画を作成し、同計画に基づく避難訓練の実施が

義務付けられている。計画の作成と訓練の実施について、市は関係機関と連携して必要な支援、指

導を行う。 

危険区域内の要配慮者利用施設 ------------------ 資料編 ３－18 

 

５．洪水ハザードマップの整備・周知 

  市は、氾濫等の水位情報及び避難に関する情報を市民等にわかりやすく提供することにより人的

被害の防止を図るため、水位周知河川に係る洪水予想及び伝達要領、避難場所について記載した洪

水ハザードマップを整備し、住民等へ周知する。 
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第６節 水防活動 

市水防本部の水防配備体制  

水防配備体制は、迅速確実に行うよう、水防本部長（市長）は、次の要領により職員及び

消防団員を配備する。 

水防本部体制表 ------------------------------- 資料編 １－９ 

 

第７節 水防管理団体の水防体制 

１．水防管理団体の水防配備体制  

市は、水防本部の配備体制に準じて、予めその体制を整備しておくものとし、次により

活動を行うものとする。 

（１）水防活動の段階 

ア 市は、県本部からの水災に関する警報を県防災行政無線、ＮＴＴ電話その他の手段

により受ける。 

イ 市は、通報を受けた場合又は、洪水等危険を察知した場合は、第１段階として、計

画した人員を召集し、管内の重要水防区域の監視及び警戒配置につかせる。 

ウ 通報水位に達したとき、又はその他必要と認めるときは、第２段階として、計画し

た人員を配置につけると共に、機具、資材を整備し、出動準備を整える。 

エ 市は、次の場合第３段階として、計画した人員を出動させ、警備配置につかせる。 

（ア）河川の水位が警戒水位に達したとき 

（イ）潮位が異常に上昇し、なお上昇の恐れがあるとき 

（ウ）台風が対馬近海を通過するとき 

（注）①命令及び情報の伝達は、特に迅速、正確、慎重を期し、みだりに人心を動揺させ

たり、いたずらに水防員を緊張させないように留意し、最悪時に最大の水防能力

を発揮できるよう心掛けること。 

②津波到達時間、安全性が高いと考えられる場所までの避難完了に要する時間等

を考慮して自身の危険性が高いと判断した場合は、自身の避難を優先する。  

 

２．決壊等の通報並びに決壊後の措置  

水防法に基づき、堤防その他が決壊したときは、水防本部長、又は消防団長は、直ちに

その旨、警察署、住民、県地方本部及び氾濫する方向の消防分団等に通報し、できる限

り、氾濫による被害が拡大しないように努めなければならない。 
 

第８節 避難のための立退き 

水防本部長又は、その命を受けた水防本部員は、洪水又は高潮の氾濫により著しい危険が切

迫していると認められるときは、避難、立退きを指示する。 

指示した場合においては、警察署長にその旨を通知しなければならない。 
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第９節 自衛隊の派遣要請 

水防管理者は、水防上自衛隊の派遣を必要と認めたときは、知事を通じ、自衛隊の派遣を要

請するものとする。 

派遣要請の要領については、「第１章 活動計画 第３節 自衛隊派遣要請計画」によるも

のとする。 

第１０節 水防顛末報告 

水防活動が終結したときは、市長は、県地方本部長に遅滞なく報告するものとする。 

第１１節 水防訓練 

１．実施訓練  

水防活動は、暴風雨の最中、しかも夜間に実施することが多いので、観測、通報、動員、

輸送、水防工法及び避難、誘導について充分訓練を実施するものとする。 

 

２．実施時期  

市は、消防団と協力して、出水期前までに実施するものとする。 

  



 

109 

《基本計画編 第３編 災害応急対策計画》 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

第７章 土砂災害防止計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

《基本計画編 第３編 災害応急対策計画》 

第１節 総   則 

この計画は、市防災計画の一環として、土砂災害を警戒・防御しこれによる被害を軽減する

目的をもって、市内の土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、山腹崩壊危険箇所、崩壊土砂

流出危険箇所、地滑り発生危険箇所、土砂災害警戒区域等に対する、防災上必要な管理、予

報、警戒、避難、通信、連絡に関する関係団体及び住民の活動についての指針を示すものであ

る。 

第２節 災害警戒本部の設置計画 

大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）が発表されるなど、土砂災害の発生が予想される

ときは、警戒本部を設置し、情報の収集及び伝達に努める。 

 

第３節 土砂災害危険箇所 

市内の災害危険箇所は、「第２編、災害予防、第４章、第１節」で災害危険区域として設定

しているが、総括すると下記のとおりである。 

○急傾斜地崩壊危険箇所（法律指定）        85 箇所 

○急傾斜地崩壊危険箇所（法律指定外）      775 箇所 

○地すべり防止区域（法律指定）         2 箇所 

○地すべり防止区域（法律指定外）         3 箇所 

○土石流危険渓流区域            1,005 箇所 

○山地に起因する災害危険箇所          211 箇所 

 

第４節 土砂災害における警戒避難体制の整備 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律に基づき県知事の指定を

受けた土砂災害警戒区域等の区域については、指定された区域ごとに、土砂災害に関する情報

の収集及び伝達、避難、救助その他当該区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避

難体制の整備を図る。 

また、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に

関する事項その他指定された区域における円滑な警戒避難が行われるために必要な事項につい

て住民等への周知に努める。 

さらに、平成２９年６月の同法改正により、土砂災害警戒区域等の区域内に立地する要配慮

者利用施設の所有者又は管理者に避難確保計画の作成が義務づけられたことから、対象施設に

対し、同計画の作成と訓練の実施について、市は関係機関と連携して必要な支援、指導等を行

う。 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 ------ 資料編 ３－１ 

危険区域内の要配慮者利用施設 ------------------ 資料編 ３－18 
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第５節 土砂災害警戒情報 

１．発表機関  

土砂災害警戒情報は、土砂災害防止法及び気象業務法により、長崎県と長崎地方気象台 

が共同で発表する。 

 

２．目  的  

土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がい

つ発生してもおかしくない状況となったときに、市長の避難指示の発令判断や住民の自主

避難の判断を支援することを目的とする。 

 

３．発表対象地域  

土砂災害警戒情報は、上対馬、下対馬を発表対象とする。 

 

４．土砂災害警戒情報の作成 

土砂災害警戒情報の内容は、タイトル、情報番号、発表時間、発表者名、警戒対象地域

名、警戒文、警戒対象地域を示す地図からなり、情報番号は、一連降雨を対象とした最初

の発表を第1 号とし、発表対象地域全域の警戒を解除する情報まで連続番号を用いるもの

とする。（付図１参照） 

 

５．土砂災害警戒情報の発表基準  

土砂災害警戒情報の発表基準は、警戒基準と警戒解除基準からなり、それぞれ以下のと

おりとする。 

（１）警戒基準 

大雨警報発表中において、気象庁が作成する降雨予測に基づいて危険降雨量に達した

ときとする。 

なお、地震や火山噴火等で現状の基準を見直す必要があると考えられた場合は、長崎

県と長崎地方気象台は、基準の取り扱いについて協議するものとする。 

（２）警戒解除基準 

解除基準は、危険降雨量を下回り、かつ短時間で再び危険降雨量を超過しないと予想

されるときとする。ただし、大規模な土砂災害が発生した場合等には、長崎県と長崎地

方気象台が協議のうえ危険降雨量を下回っても解除しない場合もあり得るが、降雨の状

況、土壌の水の含み具合、および土砂災害の発生状況等に基づいて総合的な判断を適切

に行い、当該地域を対象とした土砂災害警戒情報を解除することとする。 

 

 

 



 

112 

《基本計画編 第３編 災害応急対策計画》 

６．土砂災害警戒情報の伝達  

    土砂災害警戒情報の伝達にあたっては、伝達先に迅速かつ確実に伝達されるよう、長崎

県（防災企画課及び砂防課）と長崎地方気象台は予め担当者を明確にした連絡体制を整備

するなど、伝達先、伝達系統について十分に事前確認するとともに、着信確認を行う等、

確実に土砂災害警戒情報を通知する。 

また、報道機関等からの伝達についての協力を得る等、より多重的で確実な情報伝達手

段の確保に努めるものとする。 
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第８章 消防活動計画 
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第１節 総   則 

市は、管轄区域内における火災予防、火災の鎮圧等の活動を効率的に遂行するため、その責

任において消防活動計画を策定する。 

１．消防機関の編成  

対馬市消防本部消防署の組織は、次のとおりである。 

消防本部・消防署組織図 ----------------------- 資料編 １－７ 

 

市の消防団の組織及び受け持ち範囲は、次のとおりである。 

消防団の名称及び受持区域---------------------- 資料編 １－８ 

 

２．出動区分  

消防団の出動は、次により行うものとする。 

（１）第一次出動 

区域内に火災が発生した場合の出動 

（２）第二次出動 

管轄区域外で火災が発生した場合の出動 

 

３．応援部隊の任務  

火災現場に到着した応援部隊の長は、直ちに現地の最高指揮官に到着申告を行って、そ

の指揮下に入り、担当すべき部署について指示を受けなければならない。 

 

４．林野火災への対応  

市は、乾燥や強風等の気象状況に応じて的確に火災に関する警戒情報等を発表するととも

に、住民等に対する注意喚起、監視パトロール等の強化など適切な対応を行うものとする。 

林野火災は、ひとたび発生すると気象条件や地形、飛び火の発生等により急激 な延焼拡

大等に至る場合があること、気象状況の変化により延焼方向の急変や飛び火等が発生するお

それがあること、その消火活動においては、全体像の把握や、狭隘・急峻な林野内への進

入・放水活動に困難な場合があること、活動が長期化し多くの人員を必要とすること等に留

意して備えを行う必要がある。このため、県、市、消防機関は、指揮体制の早期確立、速や

かな応援 要請、地上・空中消火の連携を基本とした災害対応等の実施のための備えを行う

ものとする。 

消防機関は、急激な延焼拡大や火災の長期化にも的確に対応できるよう、林野 火災の発

生を他の消防機関や消防防災航空隊、自衛隊に情報共有するとともに、早期に応援を要請す

るものとする。 
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第９章 危険物災害応急対策計画 
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第１節 総   則 

この計画は、最近多発している危険物（石油類、高圧ガス、火薬類等）災害の発生と被害の

拡大を防止するため必要な応急措置の大綱を定めることを目的とする。 

１．情報通信  

危険物等災害が発生し、又は発生する恐れがある場合の情報の収集及び通信等は、次に

より実施する。 

（１）情報通信連絡系統 

情報の収集、伝達については、「第２章 通信及び情報収集伝達計画」に準じるものと

するが、特に危険物災害に特化した部分については、次の情報通信連絡系統とする。 

ア 危険物の流出等の事故が発生したときは、事業者は、直ちに警察及び消防機関等へ

通報する。 

イ 火薬庫が近隣の火災等により危険な状態になり、又は火薬類が異常を呈したとき及

び災害が発生したとき、事業者は、直ちに、市、警察及び消防機関等に届け出る。 

ウ 高圧ガス製造施設等が危険な状態になったとき、事業者は、直ちに市、警察及び消

防機関等に届け出る。 

エ 毒物・劇物の飛散等により不特定多数の者に保健衛生上の危害が生ずる恐れがある

とき、事業者は、直ちにその旨を保健所、警察及び消防機関に届け出る。 

オ 放射線障害の恐れがあるとき又は放射線障害が発生したとき、事業者は、法令で定

める応急措置を講ずると共に、直ちに文部科学省、県、警察及び市等へ通報する。 

（２）実施事項 

ア 各関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

イ 各関係機関は、災害情報の収集に努めると共に、把握した情報については迅速に他

の関係機関に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等を行う。 

 

２．災害広報  

正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、被災者の家族等、地域

住民等に対して行う災害広報は、「第３章 災害広報計画」に準じるほか、次により実施す

る。 

（１）実施機関 

事業者、市、警察署、消防本部 

（２）実施事項 

ア 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせなどに対応する体制を整えるほか、

被災者の家族等に対して次の情報を正確に、きめ細かく、適切に提供する。 

（ア）災害の状況 

（イ）家族等の安否情報 
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（ウ）危険物の種類、性状など人体・環境に与える影響 

（エ）医療機関等の情報 

（オ）関係機関の応急対策に関する情報 

（カ）その他必要な事項 

イ 地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じて、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次

の事項について広報を実施する。 

（ア）災害の状況 

（イ）被災者の安否情報 

（ウ）危険物の種類、性状など人体・環境に与える影響 

（エ）医療機関等の情報 

（オ）関係機関の応急対策に関する情報 

（カ）避難の必要性など、地域に与える影響 

（キ）その他必要な事項 

 

３．応急活動体制  

（１）市の災害対策組織 

市長は、危険物等災害が発生し、又は発生する恐れがある場合、その状況に応じて応

急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。  

（２）防災関係機関の災害対策組織 

関係機関の長は、危険物等災害が発生し、又は発生する恐れがある場合、その状況に

応じて応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対

策を実施する。 

（３）現地合同本部等の設置 

関係機関は、円滑、迅速な応急対策を実施するため、必要に応じて協議の上、現地合

同本部等を設置する。 

 

４．災害拡大防止  

危険物等による災害の拡大防止を図るため、爆発性、引火性、有毒性等の危険物等の性

状を充分に把握し、次により実施する。 

（１）事業者 

災害の拡大防止を図るため、法令に定める応急措置を講ずるなど、迅速かつ的確な応

急点検及び除去・回収の応急処置等を講ずる。 

特に放射性物質災害時については、 

ア 保管庫等が被災した場合、使用を即時一時停止し、必要に応じ盗難等の予防のため

見張り人を立てると共に、直ちに安全確認を実施する。 

イ 運搬中に被災した場合、必要な措置を講じ、県及び警察等の指示に従う。 
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（２）市、県、警察署、消防本部、道路管理者 

危険物等災害時の流出、拡散の防止、環境モニタリング等を実施すると共に、事業者

に対する応急措置命令、危険物関係施設の緊急使用停止命令など、適切な応急対策を講

ずる。 

なお、県は、放射性物質災害時において、必要に応じて文部科学省及び厚生労働省の

専門家の派遣を要請する。 

 

５．避難措置  

市及び関係機関は、人命の安全を確保するため、「第 10 章 救助計画」の定めるところ

により、爆発性、引火性、有毒性といった危険物等の特殊性を考慮し、必要な避難措置を

実施する。 

 

６．救助・救急活動  

危険物等災害時における救助・救急活動については、「第 10 章 救助計画」の定めると

ころにより実施する。 

 

７．医療救護活動  

危険物等災害時における医療救護活動については、「第 10 章 救助計画」の定めるとこ

ろにより実施する。 

 

８．消火活動  

危険物等災害時における消火活動は、次により実施する。 

（１）事業者 

消防機関の現場到着までの間に、自主防災組織等によりその延焼拡大を最小限度に抑

えるなど、消火活動に努める。 

（２）消防本部 

ア 事業者との緊密な連携を図り、化学消防車、化学消火薬剤、中和剤、ガス検知器等

を活用し、危険物等の性状に合った適切な消火活動を実施する。 

イ 消防機関の職員は、消火活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設

定する。 

 

９．行方不明者の捜索及び死体の収容等  

市及び警察署は、「第 10 章 救助計画」の定めるところにより、行方不明者の捜索、死

体の収容、埋葬等を実施する。 
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１０．交通規制  

危険物等災害時における交通規制について警察署は、危険物等災害発生地に通じる道

路及び周辺道路等において、災害の拡大防止及び交通の確保のため、必要な交通規制を

行う。 

 

１１．自衛隊派遣要請  

市長は、災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、「第１章 

活動計画」の定めるところにより、知事に対して自衛隊の災害派遣を要請する。 
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第１０章 救助計画 
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第１節 災害救助法の適用に関する計画 

１．救助の本質  

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号、以下「救助法」という。）による救助は、個人

の基本的生活権の保護と、全体的社会秩序の保全を図ることを目的として行われるもので

あり、災害に際して、食糧品その他生活必需品の欠乏、住居の喪失、傷病等に悩む、罹災

者に対して応急的、一時的に救助を行うものである。（法第１条） 

 

２．実施機関  

救助法による救助は、その任務、目的の重要性から、国の行うべき事務とされている

が、同時にその迅速性から、全面的に知事に委任されている。（法２条：法 32 条２）さら

に、同じ理由により知事の職権のうち次に掲げるものは、予め市長に委任されている。 

（１）収容施設の供与（応急仮設住宅の設置を除く） 

（２）炊き出し、その他による食品の給与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与（購入を除く） 

（４）災害にかかった者の救出 

（５）学用品の給与（購入を除く） 

 

３．救助の種類  

救助法による救助の種類は次のとおりである。（法 23 条、施行令８条） 

（１）収容施設（応急仮設住宅を含む）の供与 

（２）炊き出し、その他による食品の給与及び飲料水の供与 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（４）医療及び助産 

（５）災害にかかった者の救出 

（６）災害にかかった住宅の応急修理 

（７）生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

（８）学用品の給与 

（９）埋葬 

（10）死体の捜索及び処理 

（11）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及

ぼしているものの除去 

 

４．法適用基準  

救助法による応急救助は、災害による被害が一定規模以上に達したときに行われるので

あり、市の区域内の人ロと災害によって住家が滅失した世帯の数が法適用の基準とされて

いる。 
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（１）適用基準１（施行令１条１項１号） 

市域内の被害世帯が 60 世帯以上のとき。 

（２）適用基準２（施行令１条１項２号） 

被害世帯が１の基準に達しないが、県下の被害世帯数が 1,500 世帯以上であって、市

域内の被害世帯数が 30 世帯以上のとき。 

（３）適用基準３（施行令１条１項３号） 

被害世帯が１又は２の基準に達しないが、県下の被害世帯数が 7,000 世帯以上の場合

であって、当市の被害状況が特に救助を必要とする状態にあるとき、又は災害が隔絶し

た地域に発生し、被災者の救護が著しく困難であり、かつ多数の世帯の住家が滅失した

とき。 

（４）適用基準４（施行令１条１項４号） 

被害世帯が１、２及び３の基準に達しないが、多数の者が生命又は身体に危害を受

け、又は受ける恐れが生じたとき。 

（注）被害世帯数の換算は次のとおりである。 

ア 住家の全壊（焼）又は流失した世帯は、１世帯を滅失世帯１世帯とする。 

イ 住家が半壊し、又は半焼する等著しく損傷した世帯は、２世帯をもって滅失世帯１

世帯とみなす。 

ウ 住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となっ

た世帯は、３世帯をもって滅失世帯１世帯とみなす。 

 

５．法適用の手続  

市長は、災害による被害の程度が法適用基準に達したとき、又は達する見込みがある場

合は、被害状況を、すみやかに知事に報告するものとする。 

 

第２節 避難計画 

この計画は、災害時における危険区域の居住者、滞在者、その他の者に対する避難のための

立退き又は指示及び避難場所の開設並びに避難路の指定等について定める。 

１．避難の指示  

避難の指示は、次のとおり行う。 

避難の指示一覧表 ----------------------------- 資料編 ４－１ 

 

２．避難指示の基準  

（１）豪雨、台風、地震、津波等災害に関する警報が発せられ避難を要すると判断されると

き 

（２）知事から豪雨、台風、高潮、地震及び警察から津波等災害に関する通報があり避難を

要するとき 
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（３）河川が警戒水位を突破し、溢水又は漏水の恐れがあるとき 

（４）上流水域で河川災害が発生したため、その下流地域で災害発生の恐れがあるとき 

（５）火災が風下に拡大する恐れがあるとき 

（６）その他の自然的、人為的な災害により生命又は身体に被害を受ける恐れがあるとき 

 

３．立退きの伝達方法  

（１）避難警報の発令 

避難警報の発令 ------------------------------- 資料編 ４－２ 

（２）警報の伝達方法 

避難警報は、サイレン、有線テレビ放送、音声告知放送等を通じ、又は消防車、広報

車等を動員して関係住民に周知徹底させる。この場合、情報弱者である視覚障害者・聴

覚障害者・知的障害者対策として、予め近隣の通報協力者を定めておく。 

 

 ４．避難路の指定 

   市は、災害発生時に避難者が安全且つ迅速に避難所へ避難出来るよう避難路を指定し、 

関係住民に周知する。 

緊急輸送道路ネットワーク及び指定避難道路 ------ 資料編 ５－11 

 

５．避難所の設置  

（１）設置場所の設定 

市長は、管内の地域別に、予想される災害に応じた避難措置に必要な事項について、

関係機関と協議のうえ、本防災計画に定めておくとともに関係住民に対し周知徹底を図

るものとする。 

ア 避難所は別表のとおりとし、応急的に整備を行い使用する。災害の場所及び程度に

より適当な施設を得難いときは、野外に仮小屋を設置するか天幕により収容を行う。 

イ 災害の状況により、予定した避難場所が使用できないとき、又は災害が激甚で市内

に避難所を設置することが困難なときは、市長は、知事又は近隣市長と協議し避難所

の設定又は被害者の収容について所要の処置を講じる。 

指定緊急避難場所一覧表 ----------------------- 資料編 ４－４ 

指定避難所一覧表 ----------------------------- 資料編 ４－５ 

（２）福祉避難所の指定 

要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者）で一般的な避難所

では生活に支障をきたす住民に対し、円滑な利用を確保するための措置が講じられてい

る避難所。 

ア 市長は、障害者等、一般の避難所での共同生活が難しい要配慮者のための福祉避難

所の予定施設を予め指定する。 

イ 福祉避難所予定施設は、バリアフリー化など避難した要配慮者の生活に支障が少な

いよう整備された施設とすることが望ましい。 
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ウ 市は、福祉関係者と協議し、福祉避難所開設時にケアに当たる要員の配置等を事前

に定めるよう努める。 

エ 市は、一般の避難所に避難した該当する要配慮者を速やかに把握し、福祉避難所に

移送するものとする。 

福祉避難所一覧表 ----------------------------- 資料編 ４－６ 

（３）避難所の確保 

市長は、次に該当すると認めたときは、避難所の確保に努める。 

ア 避難所に適した施設が無い地域 

イ 避難施設がその場所、又は災害の程度により適さない地域 

ウ 避難施設がその規模から、地域内の住民を収容できない地域 

（４）避難所に収容する者の範囲 

ア 住家が被害を受け、居住の場所を失った者 

イ 現に災害を受け、速やかに避難しなければならない者 

ウ 災害によって現に被害を受ける恐れがある者 

（５）避難の事前準備と留意事項 

ア 事前準備 

（ア）火気の取扱いに平素注意し、避難に際しては必ず電気ガス等危険物の始末を完全

に行うこと。 

（イ）台風期には、風水害に備えて家屋の補強（屋根瓦等の飛散防止・雨戸・門等の完

備）を行い浸水が予想される場合には家財を高所に移動させること。 

（ウ）浸水による油脂類の流失防止、カーバイド・生石灰等発火源の安全管理に努め、

電気ガス等の保安措置を講じること。 

（エ）病院・社会福祉施設等多数の入院患者、高齢者を収容している施設にあっては平

素綿密な避難計画を樹立し、これに基づく避難訓練等を実施し、警察・消防機関と連

絡を密にすること。 

イ 避難時の留意事項 

（ア）服装は軽装とし、素足を避け、必ず帽子、頭巾、ヘルメット等をかぶり露出部分

を少なくする。 

（イ）崖下、壊れそうな塀ぎわ、川べり等はできるだけ避ける。 

（ウ）切れた電線や垂れ下がった電線には絶対触れない。 

（エ）要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者）のいる家庭で

は早めに避難する。 

 

６．避難の周知徹底  

（１）住民等に対する周知 

ア 事前措置 

市長は、避難立退きの万全を図るため避難場所、避難経路等を予め住民に周知徹底

させる。 
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イ 指示等 

市長は避難の指示をしたとき、又は通知を受けたときは、関係機関の協力を得て実

情に即した方法でその周知徹底を図る。 

（２）関係機関相互の通知及び連絡 

市長は、避難のための立退きを勧告し、又は指示をした場合は、関係機関に連絡又は

通知する。 

 

７．避難誘導及び移送等  

（１）避難誘導 

避難立退きの誘導にあたっては、要配慮者等を先に行い一般壮年男子はその次とし、

避難誘導者は、円滑な立退きについて適切な指導をする。 

また、観光客等地理不案内な来訪者に対しては、観光施設、宿泊施設等の管理者は配

慮して避難誘導を行う。 

（２）移送 

ア 小規模の場合 

避難立退きに当たっては、避難者が各個に行うことを原則とする。ただし、避難者

が自力により立退き不可能な場合においては、車両、船舶等により移送及び輸送を行

う。 

イ 大規模な場合 

被災地が広域で大規模な立退き移送を要し、市において処置できないときは、知事

に要請する。 

 

８．学校等の避難対策  

（１）避難誘導 

引率者は、校長の指示を適確に把握して、校舎配置又は学年を考慮し、予め定められ

た避難順序に従って正しく誘導する。 

（２）移 送 

集落別に班を編成し、担当教職員が引率責任者として安全かつ能率的に移送する。 

 

９．病院・社会福祉施設の避難対策  

（１）避難誘導 

病院・社会福祉施設等の管理者は、予め患者及び入所者を担送患者と独歩患者とに区

別し独歩患者には適当な人数ごとに自治組織の編成に努め、重症者、老幼婦女子を優先

して誘導する。 

（２）移 送 

病院・社会福祉施設等の管理者は、入院患者及び入所者を避難させる必要があると認

めるときは、医師、看護婦や当該施設職員を引率者として、直ちに患者・入所者の移送

を行う。 
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（３）避難場所等の確保 

病院・社会福祉施設等の管理者は、災害時における患者及び入所者の避難場所を予め

定めておくと共に、移送に要する担架、車両、手押し車等を確保し保管場所を定めてお

く。 

 

１０．船舶等の避難対策  

船舶等の避難対策は対馬海上保安部において実施する。 

（１）船舶その他港湾施設等において避難を必要とする場合は、早急に船舶所有者、組合等

に対し避難勧告を行い、予め選定した場所へ誘導、整理を行い、荒天準備の指導および

避難状況の把握をなす。 

（２）爆発性、可燃性等の危険物や木材、はしけ等、障害となる恐れのある物件について

は、所有者等に対し移動、除去、固縛等を勧告する。 

（３）港則法適用港である、厳原港・比田勝港・豆酘港・佐須奈港においては、特に必要が

あると認めるときは、停泊船舶に対し移動・港外退避を命ずる。 

 

１１．救助法による避難所の設置  

（１）実施責任者 

災害救助法が適用された場合 

ア 法第 30 条第１項の規定により市長が行う。 

イ 上記以外の場合、知事が行い市長はこれを補助する。 

（２）避難所の設置 

学校、公民館等既存建物を利用するのを原則とするが、適当な建物を得られないとき

は仮小屋を設置し、又は天幕の設営によるものとする。 

（３）避難所に収容する者の範囲 

ア 住家が被害を受け、居住の場所を失った者 

イ 現に災害を受け速やかに避難しなければならない者 

ウ 災害によって現に被害を受ける恐れがある者 

エ 帰宅できない旅行者等 

（４）避難所開設期間 

災害発生の日から７日以内とするが、必要が有る場合は、厚生労働大臣に協議し、そ

の同意を得て期間を延長する。 

 

第３節 救出計画 

本計画は災害のため、生命、身体が危険な状態にある者、あるいは生死不明の状態にある者

を捜索し、又は救助して、その者の保護を図るために定めるものであり、実施にあたっては、

原則として、消防機関、警察機関、海上保安部その他の関係機関の協力を得ることとする。 
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１．救出対象者  

罹災者の救出は、災害の原因、種別あるいは住家の被害とは関係なく、次の状態にある

者に対し、必要に応じて実施するものとする。 

（１）災害によって、生命、身体が危険な状態にある者で、おおむね次のような場合とす

る。 

ア 火災の際に火中に取り残されたような場合 

イ 地震、崖（山）崩れ等のため倒壊家屋の下敷となったような場合 

ウ 水害の際に流失家屋と共に流されるとか、孤立した地域等に取り残されたような場

合 

工 山津波により生き埋めになったような場合 

オ 登山者が多数遭難したような場合 

力 災害により海上又は、沿岸において遭難した人命、船舶、航空機あるいは陸上災害

により海上に流失したような場合 

（２）災害のため行方不明の状態にあり、かつ諸般の情勢から生存していると推定される

者、又は生存が明らかでない者とする。 

 

２．救出の活動  

（１）市の救出活動 

ア 消防団を主体とした救出班の編成による救出作業 

イ 協力者の動員 

ウ 車両、船舶、機械、ロープ等器材の借上げ使用 

（２）警察機関の活動 

ア 署員、応援部隊を主体に、救出部隊を編成し、救出にあたる。 

イ 車両、船舶等県警察が保有する装備資機材を活用して捜索、救出にあたる。 

（３）対馬海上保安部の活動 

ア 巡視船艇又は海上保安官により保有の救難資機材を使用して海上又は沿岸における

遭難者等の救助にあたる。 

イ 巡視船艇又は海上保安官により、海上における行方不明者等の捜索を実施し救助に

あたる。 

 

３．災害救助法に基づく救出  

（１）実施責任者 

災害救助法が適用された場合 

ア 法第 30 条第１項の規定により、市長が警察、消防、その他の機関の協力を得て救出

にあたる。 

イ 上記以外の場合、知事が行い、市長がこれを補助する。 
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（２）救出対象者 

ア 災害のため、現に生命、身体が危険な状態にある者 

イ 災害のため行方不明の状態にあり、かつ諸般の情勢から生存していると推定される

者、又は生存が明らかでないものとする。 

（３）救出のための費用 

ア 国庫負担対象経費 

（ア）船舶、機械器具等借上費又は購入費 

（イ）修繕費 

（ウ）燃料費 

（エ）その他 

イ 国庫負担限度額 

救出に要した経費の実費 

（４）救出の期間 

災害発生の日から３日以内とするが、必要がある場合は、厚生労働大臣に協議し、そ

の同意を得て期間を延長する。 

 

第４節 死体捜索及び収容埋葬計画 

本計画は、災害のため現に行方不明の状態にあり、各般の事情からしてすでに死亡している

と推定される者を捜索し、又は死亡者の死体処理を行い民心の安定を図るために定めるもので

ある。 

１．死体の捜索  

（１）実施責任者 

ア 市長は、消防団等関係機関の協力を得て捜索を行う。 

イ 災害救助法が適用された場合は原則として知事が関係機関の協力を得て行い、知事

から委任された場合又は知事による救助のいとまがない場合は、市長が知事の補助機

関として行う。 

（２）捜索の方法 

ア 災害により、現に行方不明の状態にあり、かつ各般の事情により死亡していると判

断される者については、直ちに死体捜査に切り替える。 

イ 行方が明らかでないが、生存している可能性のある者については「第３節 救出計

画」により救出を行う。 

ウ 死体の捜索は、消防団、漁協等関係機関の協力を得て、捜索に必要な船舶その他機

械器具等を借上げて行う。 
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２．死体の処理  

（１）実施責任者 

ア 市長は、死体の洗浄、縫合、消毒等の処理を、救護班その他関係機関の協力を得

て、行う。 

イ 救助法が適用された場合は、知事又は日赤長崎県支部は、救助法第 32 条の規定によ

る知事の委託に基づき、救護班を派遣して、死体の処理を行うものとする。 

（２）処理内容 

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

死体の識別等のための処置 

イ 死体の一時保存 

身元識別のため相当の時間を要し、また、多数の死体を短時日の間に埋葬すること

が困難な場合は、死体を特定の場所（寺院等の施設）に集めて埋葬が行われるまでの

間、一時保存する。 

（３）死体の調査 

ア 警察官と海上保安官による調査（死体取扱規則）を行う。 

イ 死因その他につき、医師と警察嘱託歯科医師の立会を求めて必要な調査を行う。 

（４）漂流死体の処理 

ア 死体の身元が判明している場合 

死体の身元が判明している場合は、原則として警察官又は海上保安官の調査を受け

た後直ちにその遺族、親戚、縁者又は災害発生地の市長に引き渡す。 

ただし、被害地域に救助法が発令されている場合、これを引き取るいとまがないと

きは、知事に漂着の日時、場所等を報告し、その指示を受けて措置するものとする。 

イ 死体の身元が判明していない場合 

（ア）死体の身元が判明していない場合であって救助法を適用された被災地から漂着し

たものと推定される場合は、前記、アと同様に取扱うものとする。 

なお、死体の取扱いに関しては、遺品等があればこれを保管すると共に遺体を撮

影し記録として残しておくものとする。 

（イ） 死体が被災地から漂流してきたものであると推定できない場合は、「行旅病人及

び行旅死亡人取扱法」により処理するものとする。 

 

３．死体の埋葬  

（１）実施責任者 

ア 市長が実施する。 

イ 救助法が適用された場合は原則として知事が行い、知事から委任された場合又は知

事による埋葬のいとまがない場合は、市長が知事の補肋機関として行う。 

（２）埋葬を行う場合 

災害時の混乱の際に死亡した者であって、災害のため埋葬を行うことが困難な場合 

 



 

130 

《基本計画編 第３編 災害応急対策計画》 

（３）埋葬の方法 

ア 原則として火葬とするが、慣習又は状況により土葬する。 

イ 棺又は骨つぼ等埋葬に必要な物資の支給及び火葬、土葬又は納骨等の役務は市長が

提供する。 

 

第５節 食糧供給計画 

本計画は、被災者及び災害応急対策要員等に供給する食料の調達・供給について定めたもの

である。 

１．実施責任者  

被災地域の被災者等に対する食糧品等の供給は、市長がこれを実施する。 

 

２．主食の応急供給  

（１）応急供給を行うべき事態が生じた場合は、市長は知事に対し農林水産省総合食料局の

定める「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」に基づき災害救助用米穀の供給数量

及び取扱者を申請し、その承認後供給を受け、罹災者等に対する供給又は給食を実施す

る。 

（２）災害救助法により、被災者等に対し、炊出しその他による給食を実施した後は、速や

かにその概要を知事に報告し必要な指示を受けるものとする。 

（３）市長が知事の補助機関として炊き出しその他の食品を給食する場合は、その責任者を

指定すると共に、各炊出し等の現場に実施責任者を定め、おおむね次の帳簿を備え必要

な事項について記録するものとする。 

ア 炊出し受給者名簿 

イ 食料品現品給与簿 

ウ その他関係証拠書類 

 

３．応急食糧緊急引渡  

交通、通信の途絶等重大な災害の発生により、通常の応急供給手続きによっては、供給

又は給食を実施することが不可能な場合には、農林水産省総合食料局の定める「米穀の買

い入れ・販売等に関する基本要領」により実施するものとする。 

 

４．災害救助法による食糧供給  

（１）実施責任者 

ア 災害救助法が適用された場合は、同法３０条１項の規定により、市長が行う。 

イ 上記以外の場合、知事が行い、市長がこれを補助する。 
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（２）食品の給与対象者 

ア 避難所に収容された者 

イ 住家が全壊、大規模半壊、半壊、準半壊又は床上浸水等の被害を受け炊事の出来な

い者 

ウ 被害を受け、一時縁故先等に避難する者 

（３）食品の給与の方法 

米飯の炊き出しを原則とするが、状況によっては、乾パン等の支給によることができ

るものとする。 

（４）食品の給与の期間 

災害発生の日から７日以内とするが必要がある場合は、厚生労働大臣に協議しその同

意を得て期間を延長するものとする。 

 

第６節 衣料品及び生活必需品供給計画 

本計画は災害によって住家に被害を受け、日常生活に欠くことのできない衣料品及び生活必

需品を喪失、又はき損し、災害時の混乱のため、これらの物資等を、直ちに入手することが困

難な罹災者に対して、これらの物資等を給与することによって、災害時における民心の安定を

図るために定めるものである。 

１．実施責任者  

（１）災害救助法を適用するに至らない災害の場合は、市長が行う。 

（２）災害救助法が適用された場合 

ア 法３０条１項の規定により、市長が行う。(罹災者に対する配分)  

イ 上記以外の場合、知事が行い、市長がこれを補助する。(物資の購入及び輸送) 

（３）市限りで処理できないときは、隣接市町、県、その他の関係機関の応援を求めて実施

するものとする。 

 

２．給与の方法  

（１）救助物資は、備蓄物資の放出によるものとするが不足ある場合は、一括購入する。 

（２）市長は、知事が示した配分計画に基づき、各罹災者の被害の程度、世帯構成員数に応

じて救助物資を配分するものとする。 

 

３．給与する品目  

品  目    内  容 

寝  具    毛布、タオルケット、布団等 

衣  料    作業衣、学童服、スカート、下着類 

炊事用具     鍋、釜、バケツ、湯沸等 
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４．給与対象者  

次に該当するもの。 

（１）災害により住家が全壊、大規模半壊、半壊、準半壊又は床上浸水の被害を受けた者 

（２）被服、寝具その他生活上必要な最小限度の家財を喪失、直ちに日常生活を営むことが

困難な者 

 

第７節 応急給水計画 

被災地における飲料水の供給については、市長が実施しなければならない。 

１．災害救助法による飲料水の供給  

（１）実施責任者  

    災害救助法が摘要された場合 

   ア 法第 13 条第 1 項の規定により市長が行う。 

   イ 上記以外の場合、知事が行い、市長がこれを補助する。 

（２）飲料水供給の方法 

   ア ろ水器等による浄水の供給 

   イ 飲用水中に投入する浄水材剤の交付等 

（３）対象者 

    災害のため現に飲用水を得ることができない者 

（４）飲料水供給のための費用   

   ア 国庫負担対象経費 

   （ア）水の購入費 

   （イ）給水及び浄水に必要な機械器具の借上費 

   （ウ）修繕費 

   （エ）燃料費 

   （オ）薬品及び資材費 

   イ 国庫負担限度額 

     飲料水供給のための実績 

（５）給水期間 

    災害発生の日から 7 日以内とするが、必要がある場合は県知事に協議し、その同意を 

   得て機関を延長する。 

 

２．自衛隊等への応援要請  

大災害により被災者が 2,000 人以上又は数地区に及ぶ場合は、自衛隊、日赤のろ水給水班

の出動を要請する。 

 

 

 

 

 



 

133 

《基本計画編 第３編 災害応急対策計画》 

３．応急給水計画について 

水道事業者は、断水が発生した場合、速やかに、断水状況を把握した上で応急給水計画を

策定するとともに、応急給水に必要な人員、給水車及び資機材を確保して、応急給水の実施

に努めるものとする。 

 

４．代替水源の確保について 

市は、地域住民や企業が所有する井戸や湧水を災害用井戸・湧水として活用するための登

録制度や、防災拠点施設・指定避難所等における公共井戸の整備等により、代替水源の確保

に努めるものとする。 

 

５．所要人員及び配置 

  応急給水及び復旧作業にあたる人員は、市本部事務分担により、対策班の水道課職員と

するが、状況に応じては、協力班を配置する。 

 

 

 

第８節 応急仮設住宅及び住宅の応急修理計画 

本計画は、災害のため住家が滅失し、救助法が適用された場合に、被災者に対し住宅を貸与

し、又は被害を受けた住家に対し、居住のため必要な最小限度の部分を応急的に補修して被災

者の居住安定を図るために定めるものである。 

１．応急仮設住宅の設置  

（１）実施責任者 

救助法が適用された場合は、原則として知事が行い知事から委任された場合は、市長

が知事の補助機関として設置する。 

（２）入居対象者 

ア 住家が全壊、全焼、流失し居住する住家がない者 

イ 自らの力では住家を得ることができない者 

（３）設置戸数 

必要最小限とする。 

（４）規模 

１戸あたり 29.7 ㎡とする。 

（５）着工 

災害発生の日から 20 日以内に着工しなければならない。ただし、20 日以内に着工で

きない場合は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て延長するものとする。 

（６）供与期間 

建設完了の日から建築基準法第 85 条第３項による期間内とする。 
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２．住宅の応急修理  

（１）実施責任者 

救助法が適用された場合は、原則として知事が行い、知事から委任された場合は、市

長が知事の補助機関として応急修理にあたる。 

（２）応急修理の対象者 

ア 災害により住家が大規模半壊、半壊、準半壊したもので、当面の日常生活を営むこ

とができない者 

イ 自らの資力では応急修理ができない者 

（３）修理戸数 

必要最小限とする。 

（４）修理の範囲 

居室、炊事場、便所等日常生活に欠くことのできない部分に限る。 

（５）修理の期間 

災害発生の日から１ケ月以内に完成しなければならない。ただし、１ケ月以内に完成

することができない場合は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て期間を延長するも

のとする。 

 

第９節 障害物の除去計画 

災害時に際して、土石、立木及び災害を受けた工作物等、障害物を除去し、災害の拡大防止

と交通路の確保等、災害応急措置を迅速的確に実施するため、次の要領により計画を立てる。 

１．崩土、又は岩石落下の対応  

豪雨又は河川等の溢水、地すべり等に基因して崩土、又は岩石落下による道路の閉塞等

の災害に関して次のような計画を立てる。 

（１）崩土により土砂、立木又は落石等により道路を閉塞する場合、予想される箇所につい

て予め集積又は捨土個所を選定しておくこと。 

（２）障害物除去に必要な車輌、重機械器具等を常に点検整備し、随時使用出来るようにし

ておくこと。 

（３）災害の程度により他より車輌、器材等を求める必要がある場合を考慮して、長崎県建

設業協会対馬支部及び長崎県トラック協会対馬支部と充分連繋をとること。 

（４）応急復旧に要する所要人員の明細は、車輌器材及び災害の程度を考慮し、対処し得る

よう計画しておくこと。 

（５）以上の他必要な事項については、臨機の処置をとり、随時出動し得る体制を確保して

おくこと。 

２．航路その他、海上交通の障害の対応  

航路その他、海上交通の障害となる物件については、対馬海上保安部において、状況調

査及び除去の指導ならびに航行警報、報道機関等による周知の方法を講ずる。 
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３．災害救助法による障害物の除去  

（１）実施責任者 

災害救助法が適用された場合は、原則として知事が行い、知事から委任された場合

は、市長が知事の補助機関として行うものとする。 

（２）障害物除去の対象 

次の各号に該当するものであること。 

ア 住家が半壊又は床上浸水したもの。 

イ 土石、竹木等の流入によって当面の日常生活が営み得ない状態にあること。 

ウ 自己の資力では、障害物の除去ができない者 

（３）除去の範囲 

日常生活に欠くことのできない場所に流入した障害物に限る。 

（４）除去の方法 

機械器具、技術者、人夫等を動員し、障害物の除去にあたるものとする。 

（５）除去の対象数 

大規模半壊、半壊、準半壊又は床上浸水世帯の 15％以内とする。  

 

第１０節 義援金品募集配分計画 

本計画は、災害による罹災者に対する義援金品の募集、保管及び配分方法について予め定め

るものである。 

被災者あて寄託された義援金品については、被害状況に応じた配分計画をたて、確実・迅速

に配分するものとする。 

１．義援金品の受付  

義援金品の受付は、対策班において行うものとする。 

 

２．義援品保管場所  

市は、義援品の保管場所（倉庫等）について、予め計画を立て、義援金（物資）受付簿

に整理し、厳重な保管をなすものとする。 

 

３．配   分  

（１）各実務機関で受領した義援金品は、これを一括し、義援金品配分委員会（災害の状況

によりその都度各関係機関をもって構成する）において、配分方法を決定し、関係地方

公共団体を通じ被災者に配付する。 

（２）特定市町村及び指定使途寄付金については、寄付者の主旨を体し速やかに配付する。 

（３）義援品は実務機関において、（相互情報交換し調整を要する場合もある。）速やかに被

災者に配付する。 
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第１１節 保健衛生計画 

災害により医療及び財産の途を失った者に対する医療救護、助産又は突発的な事故等のため

集団的に疾病者が発生した場合における救急医療対策はこの計画の定めるところによる。 

１．医療救護の実施責任体制  

（１）災害のため医療救護の途を失った者に対する医療救護は、市内の医療機関及び防災機

関の協力を求めて市長が行う。 

（２）医療救護の実施は、市長の指示により関係機関の協力を得て、健康づくり対策部が担

当するものとする。 

 

２．災害救助法の規定による医療又は助産  

（１）医 療 

ア 医療の対象者 

医療の対象者は、医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のため医療の

途を失った者に対して応急的に実施する。 

イ 医療の範囲 

（ア）診療 

（イ）薬品及び治療材料の支給 

（ウ）処置、手術、治療、施術 

（エ）病院、診療所への収容 

（オ）看護及び避難者への口腔ケア 

ウ 医療の期間 

特別の事情がないかぎり災害の発生した日から 14 日以内とする。 

エ 医療のため負担する費用の額 

（ア）医療救護班による場合には使用した薬剤、治療材料及び医療器具破損等の実費 

（イ）病院又は診療所に収容した場合は、国民健康保険等診療報酬の額以内 

（ウ）施術者による場合は、当該地域における協定料金の額以内 

（２）助 産 

ア 助産の対象者 

災害の発生の日以前又は以後 7 日以内に分娩したものであって助産の途を失った者 

イ 助産の期間 

助産を実施する期間は、特別な事情がない限り、分娩の日から 7 日以内とする。 

ウ 助産のための費用の負担の範囲 

（ア）医療救護班による場合 使用した材料の実費 

（イ）病院、診療所等による場合 地域における料金の 8 割以内の額 
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３  県及び医療機関に対する協力要請（災害救助法の適用がない場合）  

市は、応急的な医療機関及び助産を実施する場合は、市内の医療機関の協力を求めて行

うものとする。大規模な災害の発生により、市単独で医療及び助産の実施が困難となった

場合、県に災害派遣医療チーム等の応援を求めると共に、必要に応じて、日赤救護班の協

力を求めるものとする。 

 

第１２節 防疫清掃計画 

浸水等のあとで発生する感染症の予防を図り、被災地における塵芥の収集及びし尿の汲取処

理などの防疫清掃計画は次によるものとする。 

１．防   疫  

（１）実施責任者 

市長は、知事の指示に従って防疫上必要な措置を行うものとする。防疫の担当は健康

づくり対策部とする。 

（２）防疫班の編成 

防疫実施のための防疫班は、必要に応じその都度編成する。なお、要員が不足する場

合には、総務対策本部に応援要員を要請する。 

（３）防疫の実施 

ア 清潔方法 

市長の指示に基づき、被災地域及びその周辺地域について臨時の清潔方法を実施す

る。方法は、被災家屋及びその周辺、道路、溝渠、公園等の公共の場所を感染症予防

のための衛生処理を実施する。 

イ 感染症の病原体に汚染された場所の消毒方法 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「法」と略記）第

27 条の規定により知事の指示に基づき実施する。実施にあたっては、規則第 14 条に

定めるところに従って行う。 

（４）避難所の防疫措置 

避難所は、応急仮設的で、かつ多数の避難者を収容するため、不衛生になりがちであ

るので、対馬保健所の指導を得て、防疫活動を実施する。この場合、施設の管理者を通

じてできるだけ、衛生に関する自治組織を編成して、その協力を得て、防疫の完璧を期

するようにする。 

（５）防疫薬剤等の調達・管理 

防疫薬剤や噴霧器及び如雨露等の調達は、保健対策部が行い、防疫班が常時使用でき

るよう各保健センター等で適切に管理し、提供する。 

 

２．清   掃  

（１）実施責任者 



 

138 

《基本計画編 第３編 災害応急対策計画》 

被災地における汚物の収集、処分等の清掃は市長が行うものとする。清掃担当は市民

生活対策部環境政策課とする。 

（２）清掃班の編成 

清掃実施のための清掃班は、必要に応じその都度編成する。なお、要員が不足する場

合は、協力班及び他班より配置する。 

（３）清掃方法 

ごみ及びし尿処理は、廃棄物処理法、同法施行規則に定める基準に基づいて実施す

る。 

ア し尿処分 

バキューム車による収集を原則とするが、車両の入れない地区については、桶によ

る収集を行い、車両に積み込んでし尿処理場に搬入する。 

イ ごみ処分 

市の委託する業者の運搬車により収集し、対馬クリーンセンターに搬入する。 
 

第１３節 廃棄物処理に係る防災体制と廃棄物の処理 

１．廃棄物処理に係る防災体制の整備  

（１）一般廃棄物処理施設の耐震化等 

ア 市は、一般廃棄物処理施設の耐震化、不燃堅牢化等を図るよう努める。 

イ 市は、一般廃棄物処理施設の非常用自家発電設備及び燃料タンク等の整備や、断水

時に機器冷却水等に利用するための地下水や河川水の確保に努める。 

ウ 県は、市が行う一般廃棄物処理施設の耐震化に関し、必要な指導・助言その他の支

援を行う。 

（２）災害時応急体制の整備 

市は、廃棄物処理に係る災害時応急体制を整備するため、以下の措置を行うよう努め

る。 

ア 廃棄物関係団体等と調整し、災害時の相互協力体制を整備すること。 

イ 仮設便所やその管理に必要な消毒剤、脱臭剤等の備蓄を行うと共に、その調達を迅

速かつ円滑に行う体制を整備すること。 

ウ 一般廃棄物処理施設の補修等に必要な資機材の備蓄を行うと共に、収集車両や機器

等を常時整備し、緊急出動できる体制を整備すること。 

エ 生活ごみや災害によって生じた廃棄物（がれき）の一時保管場所である仮置場の配

置計画、し尿、生活ごみ及びがれきの広域的な処理・処分計画を作成すること等によ

り災害時における応急体制を確保すること。 

（３） 県は市間における広域支援体制の整備に関し、必要な指導・助言その他の支援を行

う。 
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２．廃棄物の処理  

（１）被災地の状況把握 

県は、発生直後から、市を通じて、施設の被害状況、仮設便所の必要数、生活ごみの

発生量見込み、建物被害とがれきの発生量見込み等についで情報収集を行う。 

（２）災害による廃棄物の処理 

ア 市は、地域防災計画に基づき、災害により生じた廃棄物の処理を適正に行う。 

イ 市は、廃棄物の収集・処理に必要な人員・収集運搬車両が不足する場合には、県に

対して支援を要請する。 

ウ 県は、県内の市町村及び関係団体に対して、広域的な支援を要請し、支援活動の調

整を行う。 

エ 県は、環境省環境再生・資源循環局に被害状況等の報告を行い、被災状況から判断

して必要と認める場合には、全国的な支援の要請等を行い、派遣可能な人員・機材の

リストの提供を受け、近隣県に支援要請を行う。 

（３）仮設便所等のし尿処理 

ア 市は、被災者の生活に支障が生じることのないよう、し尿のくみ取りを速やかに行

うと共に、仮設便所の設置をできる限り早期に完了する。なお、仮設便所の設置にあ

たっては、障害者への配慮を行う。 

イ 市は、水道や下水処理施設の復旧に伴い水洗便所が使用可能になった場合には、仮

設便所の撤去を速やかに進め、避難所の衛生向上を図る。 

（４）生活ごみの処理 

市は、災害発生後の道路交通の状況などを勘案しつつ、遅くとも災害発生数日後には

収集を開始し、一時的に大量に発生した生活ごみを早期に処理するよう努める。 

（５）がれきの処理 

ア 市は、危険なもの、通行上の支障のあるもの等を優先的に収集・運搬する。      

また、選別・保管・焼却のできる仮置場の十分な確保を図ると共に、大量のがれきの

最終処分までの処理ルートの確保を図る。 

イ 応急活動後は、処理・処分の進捗状況を踏まえ、がれきの破砕・分別を徹底し木材

やコンクリートのリサイクルを図る。また、アスベスト等の有害な廃棄物は廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）等の規定に従い、適正な処

理を進める。 
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災害による廃棄物処理に係わる連携体制 
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第１１章 輸送及び交通対策計画 
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第１節 輸送計画 

本計画は、災害応急対策の実施に必要な人員、資機材生活必需物資等の輸送を迅速かつ確実

に行うための必要な事項を定める。 

１．実施機関  

災害応急対策要員又は罹災者、災害応急対策用物資及び機械等の輸送は、災害応急対策

を実施する県、市又はその他の防災関係機関が行うものとする。 

この場合、罹災者の避難、傷病者の収容等に関する緊急輸送は、第１次的には市が、市

地域防災計画に定めるところにより実施するものとし、他の防災関係機関は、市が行う緊

急輸送に積極的に協力するものとする。 

 

２．輸送方法  

災害時における輸送は、災害の状況、輸送路の状況、輸送物資の内容等を充分調査し、

最も迅速確実に輸送できる方法をもって行うものとする。 

（１）車両による輸送（道路によるもの） 

（２）船舶による輸送（海上によるもの） 

（３）航空機による輸送（空路によるもの） 

（４）人力による輸送 

 

３．輸送の対象  

災害応急対策の実施に必要な人員、資機材、生活必需物資等の輸送の対象のうち主なも

のは、次のとおりとする。 

（１）罹災者の避難輸送 

市長、警察官等避難指示者の指示に基づき長距離避難のための輸送 

（２）医療及び助産のための移送 

重傷患者で、医療班で処置できないもの等の移送及び医療班の仮設する診療所への患

者移送あるいは医療班関係者の移送等 

（３）罹災者救出のための輸送等 

救出のため必要な人員、資材等の輸送及び救出した被災者の移送 

（４）飲料水供給のための輸送 

飲料水の直接輸送及び飲料水確保のため必要な人員、ろ水器その他機械器具、資材等

の輸送 

（５）救済用物資の輪送 

罹災者に対する被服、寝具、その他生活必需品、炊き出し用食糧、学用品及び救助に

必要な医療衛生材料、医薬品等の整理配分のための輸送 

（６）死体捜索のための輸送 

死体捜索のため必要な人員、資材等の輸送 



 

143 

《基本計画編 第３編 災害応急対策計画》 

（７）死体処理のための輸送 

死体処理のための医療班員あるいは衛生材料等の輸送及び死体を移動させるため必要

な人員死体等の移送 

（８）その他災害応急対策の実施に必要な人員、資機材、生活必需物資等の緊急輸送 

 

４．応援協力要請の手続  

災害対策実施機関は、他の災害対策実施機関又は関係各業者に対し、応援協力を要請す

る場合は、輸送区間、輸送期間、輸送対象、輸送台（隻）数等必要な輸送条件を明示して

行うものとする。 

 

５．費用の基準及び支払い  

輸送業者による輸送、あるいは車両等の借上げは、本市の地域における慣行料金（国土

交通省の認可を受けている料金以内）によるものとする。なお自家用車等の借上げについ

ては、借上げ謝金（運転手付等）として輸送業者に支払う料金の範囲内（おおむね８割程

度以内）で、各実施機関が所有者と協議して定めるものとする。 

ただし、官公署及び公共的機関所有の車両使用については、燃料費負担（運転手雇上げ

のときは賃金）程度の費用とする。 

 

６．救助法が適用された場合の緊急輸送  

救助法が適用された場合の緊急輸送は、県が実施する。ただし、事態が急迫したため、

県の輸送措置を待ついとまがないとき、又は特別事情があるときは、県防災計画に定める

基準により市長が、知事の補助機関としてこれを実施する。 
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第２節 交通応急対策計画 

本計画は、災害時における交通の混乱を防止し、災害応急対策に従事する者、又は災害応急

対策に必要な資機材等の緊急輸送を行うため、交通支障箇所の通報連絡、交通規制等について

定める。 

１．実施機関  

交通規制は次の区分により実施する。 

実施機関 範                囲 

道路管理者 

（道路法第 46 条） 

1 道路の破損決壊その他の事由により、交通が危険であると認められる場合 

2 道路に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合  

公安委員会 

 

（基本法第 76 条第 1 項、第 76 条の 3 第 1 項） 

1 災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要がある

と認める場合 

（道路交通法第 4 条 1 項、第 5 条 1 項、第 6 条 4 項） 

1 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があ

ると認めるとき（公安委員会又は警察署長） 

2 道路の損壊、火災の発生その他の事情により、道路において交通の危険が

生ずる恐れがある場合（警察官の行う一時的なもの）  

港湾管理者 
（港湾法第 12 条第 1 項、第 4 号の 2） 

1 水域施設（航路、泊地及び船だまり）の使用に関し、必要な規制  

海上保安部 

 

（港則法第 37 条） 

1 船舶交通の安全のため必要があると認めるとき 

2 異常な気象又は海象、海難の発生、その他の事情により特定港内において

船舶交通の混乱が生ずる恐れがあるとき、又は混雑を緩和するため必要が

あると認められるとき  

（海上保安庁法第 18 条） 

1 海上保安官は、天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事

態がある場合であって、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に

重大な損壊が及ぶおそれがありかつ急を要するとき  

 

２．支障箇所の通報連絡  

道路管理者は、その管理に属する道路、橋りょう等の支障箇所について必要に応じた関係機

関に通報又は連絡する。 
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３．交通規制の実施要領  

（１）道路管理者 

道路管理者は、災害時において危険箇所指定区間及び道路、橋りょう等、交通施設の危険

な状況を予想し、又は発見したとき、若しくは通報等により知ったときは、異常気象時にお

ける道路通行規制要領により、すみやかに必要な交通規制を行う。 

（２）公安委員会 

ア 交通安全のための規制 

県公安委員会は、災害時において交通の危険が生ずる恐れがある場合に、これが危

険を防止するため必要と認めたときは、すみやかに必要な交通規制を行う。 

イ 緊急通行車両の通行の確保のための交通規制 

県公安委員会は、本県又は隣接県の地域に係る災害が発生した場合において、災害

応急対策に従事する者、又は災害応急対策に必要な物資等の緊急輸送、その他応急措

置を実施するため必要があると認めるときは、道路の区間を指定して、当該緊急輸送

を行う車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限を行う。 

この場合、県公安委員会は、その禁止又は制限の対象、区間及び期間を記載した標

示を必要な場所に設置する。 

（３）港湾管理者 

海上において、災害応急対策の遂行あるいは、航路障害のため、船舶交通を規制する

必要があるときは、港湾管理者は、港長、海上保安部長と緊密な連携を保ち、所轄業務

を通じ相互に協力して交通の禁止、制限区域の設定、危険地域の周知及び港内岸壁付近

の交通整理を行う。 

（４）対馬海上保安部 

ア 必要に応じ、船舶の交通を制限又は禁止し、港内若しくは境界付近から退去するこ

とを命令する。 

イ 航路障害物の発生した時は、航行警報の放送等必要な措置をとると共に、所有者又

は占有者に対し除去を指示する。 

ウ 航路標識に異常を認めたときは、航行警報の放送、早期復旧等必要な措置をとる。 

エ 水深の異常を認めた時は、港湾管理者と連携し応急検測を行い、航行警報の放送等

必要な措置をとる。 

 

４．緊急通行車両の確認、標章及び確認証明書の交付  

（１）緊急通行車両 

ア 道路交通法第 39 条 1 項規定の緊急自動車 

イ その他災害応急対策に使用される車両で、次の(ア)(イ)のいずれにも該当するも

の。 

(ア)  大規模災害発生時において、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基

づき災対法第 50 条第 1 項に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画

がある車両で、次の a～i に掲げる事項について行うもの。 
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ａ 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

ｂ 消防、水防その他の応急措置に関する事項 

ｃ 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 

ｄ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 

e 施設及び設備の応急の復旧に関する事項 

ｆ 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項 

ｇ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 

ｈ 緊急輸送の確保に関する事項 

ｉ その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項 

(イ) 対馬市長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関（以下「指定行

政機関等」という。）が保有し、若しくは指定行政機関等との契約等により常時指

定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体

等から調達する車両であること 

（２）緊急通行車両の確認、標章及び確認証明書の交付事務等 

ア 道路交通法第 39 条第 1 項の緊急自動車については、確認等の事務を必要としない。 

イ その他災害応急対策に使用される車両については、車両の使用者又は管理責任者は

緊急通行車両であることの確認を受けるために、知事又は公安委員会に対し、車検証

の提示並びに災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを

確かめるに足りる書類（防災業務計画、運送協定書の写し等）を添付の上、基本法施

行規則別記様式第３の緊急通行車両確認申出書により申請し、確認標章（基本法施行

規則別記様式第４）及び緊急通行車両確認証明書（基本法施行規則別記様式第５）の

交付を受けるものとする。 

なお、公安委員会の行う確認事務は、県警察本部交通部交通規制課、各警察署（交

通課）で行う。 

ウ 交付を受けた確認標章は、使用する緊急通行車両の前面の見えやすい箇所に掲示す

るとともに、確認証明書は当該車両に備え付け、警察官等から提示を求められたとき

は、これを提示する。 

エ 標章及び証明書の交付を受けた後に記載事項の変更が生じた場合は、受領した標章

及び証明書とともに、緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書（基本法施

行規則別記様式第６）及び変更した事項を確かめるに足りる書類を提出する。 

オ 標章及び証明書の交付を受けた後に標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損し

た場合は、残存する標章又は証明書とともに、緊急通行車両確認標章・証明書再交付

申請書（基本法施行規則別記様式第７）を提出する。 

  カ 次の場合は標章及び証明書を返納する。 

  （ア） 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき 

  （イ） 標章及び証明書の有効期限が到来したとき 

  （ウ） 標章及び証明書の再交付を場合において、亡失した標章及び証明書を発見し、又は 

回復したとき 
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５．災対法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両に係る取扱い  

（１）交通規制の対象から除外する車両の事前届出 

公安委員会は、規制除外車両のうち、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を

認めることが適切である車両については、規制除外車両であることの確認に係る事前届

出を実施する。 

（２）事前届出の対象とする車両 

公安委員会は、次のいずれかに該当する車両であって緊急通行車両とならないものに

ついて、規制除外車両の事前届出がなされた場合には、これを受理するものとする。 

ア 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両 

イ 医薬品・医療機器・医療用資機材等を輸送する車両 

ウ 患者等搬送用車両(特別な構造又は送致があるものに限る) 

エ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 

（３）規制除外車両の事前届出 

ア 上記（２）に規定される規制除外車両の事前届出は、緊急通行車両の事前届出手続

きに準用する。 

イ 届出については、疎明資料を添付の上、申請するが、手続きは緊急通行車両の事前

届出を準用する。 

ウ 県公安委員会は、規制除外車両に該当するか審査を行い、該当すると認められるも

のについては、規制除外車両届出済証を発行する。 

（４）事前届出車両の確認事務 

ア 上記（３）の手続きで除外届出済証の交付を受けた車両については、警察本部、警

察署、又は交通検問所に当該届出済証を提出して、規制除外車両である旨の確認を受

けることができる。 

イ この場合は、確認審査を省略して、規制除外車両確認申出書に必要事項を記載させ

るとともに、緊急通行車両の確認標章を交付する。 

ウ 交付を受けた確認標章は、当該車両の前面の見やすい場所に掲示する。なお、証明

書は必ず携行し、警察官等から提示を求められた時は、これを提示する。 

 

６．相互連絡  

道路管理者と警察機関は、相互に緊密な連絡をとると共に、交通を規制しようとすると

きは、予め規制の対象、区間、期間及び理由を相互に通知する。 

ただし、緊急を要する場合で通知するいとまがないときは事後すみやかにこれらの事項

を通知する。 

 

７．発見者等通報（基本法第 54 条）  

災害時に、道路、橋りょう、航路標識等の交通施設の危険な状況又は、交通が極めて混

乱している状況を発見した者は、すみやかに市長又は警察官若しくは海上保安官に通報す

るものとする。 
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通報を受けたときは、警察官若しくは海上保安官にあっては市長へ、市長にあっては、

その路線等の管理者又はその地域を管轄する警察機関若しくは海上保安機関へそれぞれ通

報する。 

なお、交通規制を行った場合は、関係機関に通知すると共に規制場所以外にも、必要な

地点に標識などを掲げ、又は報道機関を通じて一般に周知徹底する。 

 

８．迂回路等  

実施機関が交通規制を行ったときは、適当な迂回路を設定するとともこ、そのむね必要

な地点に標示し、一般交通にできる限り支障のないよう努める。 
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第１２章 文教応急対策計画 
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第１節 総   則 

本計画は、災害発生時における学校教育活動の中断を未然に防ぎ、教育の恒常性を維持する

ための対策を定める。 

１．文教施設の応急復旧対策  

災害が発生した場合、学校長は、その被災額の多少にかかわらず、災害の状況及びこれ

に対する応急措置の概要を教育長に報告しなければならない。 

教育長は、災害の状況を市本部を経て、県本部に報告しなければならない。 

この報告の方法は、書類報告の事前に、電信、電話等により最も速やかに到着する方法

による。 

 

２．応急教育実施の予定場所及び教職員の確保  

（１）市教育委員会は、予め災害の程度に応じ、おおむね次のような方法により、学校教育 

活動が災害のため中断することのないよう、応急教育実施の予定場所の選定等につい

て、関係諸団体と協議すると共に教職員、住民に対し周知徹底を図る。 

ア 学校の校舎が一部災害を受けた程度の場合 

（ア）特別教室、屋内運動場等を利用する。 

（イ）２部授業を実施する。 

イ 学校の校舎の全部が災害を受けた場合 

（ア）公民館その他の公共施設等を利用する。 

（イ）隣接学校の校舎を利用する 

（ウ）応急仮設校舎を建設する。 

ウ 特定の地区全体について相当大きな災害を受けた場合 

（ア）避難先の最寄りの学校、公民館その他の公共施設等を利用する。 

（イ）応急仮校舎を建設する。 

（２）市本部のみで措置できない小、中学校等の応急対策については、県本部にその対策を

要請する。 

（３）被害の程度に応じ、教育の場が公民館その他の公共施設等に変更され、又は逆に学校

が避難施設として、学校施設の目的外に使用される場合が少なくなく、さらに教科書、

学用品等の損失も当然生じると予測されるので、次の点に留意して応急教育を実施しな

ければならない。 

ア 教科書、学用品等を損失した児童・生徒のみの負担にならないよう、応急措置をと

ると共に関係方面に協力を求める。 

イ 授業が不可能になる事態が予想される場合は、教育の低下をきたさないよう、学習

の方法等を県本部と協議する。 

ウ 授業不能が長期にわたるときは、連絡の方法、組織の整備工夫をする。 
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３．教材、学用品の調達及び給与の方法  

救助法に定める基準外の学用品等の調達、給与あるいは購入の斡旋方法については、市

教育委員会において計画を樹立しておく。 
 

４．給食等の措置  

（１）児童、生徒の対策 

災害状況報告に基づいて学校給食関係補助金の特別申請を行い、国からの補助金交付

を受ける。 

（２）物資対策 

被害を受けた給食用物資に対して、市教育委員会は、その状況を県本部に速やかに報

告しなければならない。 

 

５．公民館及びその他の社会教育施設の対策  

災害発生時においては、公民館等社会教育施設は、災害応急対策として、特に避難所、

災害対策現地本部等に利用することが多いので、被災状況を速やかに掌握すると共に、そ

の応急修理に努める。 
 

６．文化財対策  

各文化財所有者・管理者に対して連絡を行い、被災状況を速やかに掌握すると共に、 

その応急対策に努める。被災した文化財については、個々の被災状況を把握した上で、 

人々の生命や財産を脅かすおそれのあるものから順に優先順位を決定し、被災以前の状 

態への復旧対策を行う。 
 

７．そ  の  他  

本計画に定めるほか、各学校等においても必要な防災計画を定めるよう指導に努める。 
 

８．救助法による学用品の給与  

（１）実施責任者 

災害救助法が適用された場合は原則として知事が行う。（法 30 条１項の規定により、

市長が行うこととした場合は、市長が行う。） 

（２）給与対象者 

ア 住家が全焼（壊）半焼（壊）流失及び床上浸水の被害を受けた小中学校の児童生徒 

イ 学用品がなく、就学に支障を生じている児童生徒 

（３）学用品の品目 

ア 教科書及び教材 

イ 文房具  

ウ 通学用品 
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（４）給与の期間 

災害発生の日から教科書については、１カ月以内、文房具及び通学用品については 15

日以内とする。ただし、必要がある場合は、厚生労働大臣の承認を得て期間を延長する 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

153 

《基本計画編 第３編 災害応急対策計画》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３章 水道施設災害応急対策計画 
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第１節 総   則 

本計画は、災害の発生により水道施設が被災し、飲料水の供給が停止した場合の応急復旧対

策を迅速に行うために定める。 

１．実施機関  

施設の管理者 

 

２．応急対策要員の確保  

水道事業者（管理者・市長）は、災害応急対策活動に必要な人員を速やかに確保するた

め、平素から非常配備における人員編成計画を作成し、動員体制について確立しておく。

なお、災害の状況により、実施機関のみの人員で不足する場合は、指定工事店等に協力を

求めて確保する。 

 

３．応急対策用資材器材の確保  

配水のための自吸式ポンプ並びに渦巻ポンプを設置すると共に、応急復旧を実施するた

めに必要な最小限の資機材を確保しておく。 

なお、災害の状況により、実施機関のみの資材で不足する場合は、指定工事店等から緊

急に調達する。 

 

４．応急措置  

（１）上水道施設 

ア 施設が破壊されたときは、破壊箇所から有害物等が混入しないように処理すると共

に、とくに浸水地区等で悪水が流入する恐れがある場合は、水道の使用を一時中止す

るように一般に周知する。 

イ 災害発生に際しては、取水、導水、浄水施設の防護に全力をあげ、給水不能の範囲

をできるだけ少なくする。 

ウ  取水、導水、浄水施設が破壊され、給水不能又は給水不良となった区域に対しては、

他系統の全能力をあげて給水するとともに施設の速やかな復旧を図る。 

エ 各配水池がすべて使用不能となったときは、島外から給水をうけるための措置を講

じる等、飲料用の最低量の確保につとめると共に、施設の応急的な復旧に全力をあげ

るほか、水道にかえ、大口の井戸水を滅菌して使用する。 

オ 配水管の幹線が破壊されたときは、相当広範囲にわたり、給水不能となるので、給

水車を出動させる等の方法により給水を確保する。 

カ 配水管の幹線が各所で破壊され、出水が著しく、給水を一時停止することが適当と

考えられる場合は、配水池からの送水を停止し、破壊箇所の応急処理を行う。 
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（２）旧簡易水道施設 

ア 水  源 

水源施設に汚水が浸入した場合、汚水を排除し、洗管消毒のうえ、機械器具類を整

備し、洗浸、消毒ののち給水する。 

イ 送配水施設 

管破損の有無を調査し、損壊の箇所については、直ちに修復するものとし、水管橋

等が流出した場合は、仮橋やぐら等により応急的に架設する。 

（３）専用水道施設 

ア 幹線水路が決壊した場合は、調整池の貯水を利用するとともに、幹線水路の応急通

水措置を実施する。 

イ 送水管の被害により断水した場合は、応急備蓄資器材を運搬するとともに、関係業

者に連絡し、応急復旧にあたる。 

ウ 水管橋流失等による場合は、直ちに浄水場において送水を中止するとともに、関係

工場に連絡する。 
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第１４章 公衆電気通信施設災害応急対策計画 
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１．実施機関  

公衆電気通信設備の応急復旧は、ＮＴＴ西日本長崎支店が実施する。 

 

２．応急対策に必要な人員、資器材の確保  

（１）要員の確保 

「西日本電信電話㈱災害等対策規程」に基づき人員編成計画を作成し、動員体制を確

立して復旧に万全を図る。 

（２）資機材の確保 

「西日本電信電話㈱災害等対策規程」に基づき、災害対策用機器及び資材等を配備す

ると共に、災害時にこれらの輸送を円滑に行うよう万全を図る。 

 

３．応急措置  

（１）市外回線に故障が生じた場合は、すみやかに回線の切替え、臨時中継等による疎通を

図ると共に不通区間の応急復旧を図る。 

（２）電信、電話回線に故障が生じた場合は、災害対策に関して重要な回線から、市外、市

内回線および電信回線の復旧順位にしたがい順次復旧を図る。 

 

４．住民への周知事項  

市長は、その区域間の住民に対し、公衆電気通信設備について異常を発見した者は、最

寄りのＮＴＴ西日本長崎支店（災害対策室）に通報するよう周知徹底を図る。 

ＮＴＴ西日本長崎支店 災害対策室 

電話：０９５－８９３－８０５９ 
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第１５章 海上災害応急対策計画 
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第１節 総   則 

海上災害の応急対策については、対馬海上保安部が防災関係機関と緊密な連携を図り、遭難

者等の救助活動等を円滑に実施するものとする。 

第七管区海上保安本部（対馬海上保安部）の実施する災害応急対策は次のとおりである。 

１．非常体制の確立  

災害が発生し、もしくは発生するおそれのある場合は、非常配備を発令し、必要ある場

合は、対策本部を設置する。 

（１）非常配備 

ア 職員を非常呼集し、非常配備に就ける。 

イ 各種情報の収集、交換、分析につとめ、気象、海象、被害、治安機関の活動等を把

握する。 

ウ 災害対策本部その他防災関係機関との連絡を緊密にして相互協力を図る。 

エ 巡視船艇の緊急出動態勢を整える。 

オ 一般船舶の動静を把握し、必要な場合は避難勧告又は命令、出入港の制限等の措置

をとる。 

（２）対策本部 

緊急非常の事態に際して、必要がある場合は対策本部を設置し、事態処理体制の強化

を図る。 

 

２．情報の収集、伝達  

災害に関する情報の収集及び伝達を次により実施する。 

（１）災害対策本部及び防災関係機関との連携を緊密に保持して、災害に関する情報の収

集、交換を行う。 

（２）巡視船艇、又は海上保安官を災害地に派遣して情報を収集し所要の向きに伝達する。 

（３）民間からの災害情報は、対馬市及びその他関係機関に連絡する。 

 

３．警報等の伝達周知  

船舶及び臨海諸施設等に対する警報等は、次により伝達する。 

（１）気象業務法による警報（地方海上警報、気象警報、高潮警報、波浪警報、津波警報）

巡視船艇による巡回通報等 

（２）航路障害物の発生、航路標識の異常等 

ア 航行警報の発出 

イ 水路通報により周知 
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４．避難勧告・避難指示  

船舶その他港湾施設等において避難を必要と認める場合は、関係機関及び港湾管理者と

連絡し、避難勧告又は命令若しくは、所要の指示を行い、適当な港又は避泊地に避難せし

める。 

 

５．広報の実施  

災害時においては、次により広報を行う。 

（１）海事関係者に対しては、主として港湾の災害状況、航路障害物の状況及び海上保安庁

の措置を警報の伝達方法に準じ周知徹底を図る。 

（２）一般に対しては、民心の安定に重点をおき、災害、治安、応急措置の状況、防犯の指

導、漂流物の取扱方法等について報道機関等を通じて行う。 

 

６．船舶、人命の救助  

海上又は沿岸において遭難した人命、船舶、航空機等の救助、あるいは行方不明となっ

た人命、船舶、航空機等の救助及び陸上災害により海上に流出した行方不明者等の捜索を

実施する。 

 

７．海上交通の安全確保  

海上交通の安全を確保するため、次の措置をとる。 

（１）漂流物、沈没物、その他航路障害物があることを知った場合は、直ちに必要な応急措

置をとると共に、その場所が港内又は、港の境界付近の時はその物件の所有者又は占有

者に対し、除去を命じ、その他海域にあっては、除去の勧告を行う。 

（２）水路が損壊し、又は水深に異常を生じたと思われる場合は、港湾管理者と連携し応急

的な水路の検測及び警戒を行う。 

（３）水路の損壊、沈没物等のため、船舶の航行に危険があると思われる場合は、港内にお

ける船舶交通の制限又は禁止を行う。 

（４）航路標識が破損又は流出した場合はすみやかに復旧に努めるほか必要に応じ応急標識

を設置する。 

 

８．緊急輸送の実施  

災害救助関係要員、物資、資材等の海上緊急輸送を巡視船艇等により実施する。 
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９．危険物の保安確保  

危険物に対する保安については、関係機関と緊密な連絡をとり、必要に応じて次の措置

をとる。 

（１）海面に油、放射性物質等の危険物が流出した場合はその付近の警戒を厳重にすると共

に、油の拡散防止、火災の発生防止、避難勧告に努め、港内における船舶交通の制限又

は禁止を行いその他の海域においては、船舶進行の停止、航行経路の変更等の指導を行

う。 

（２）港内における危険物積載船舶に移動を命じ、又は航行の制限若しくは禁止を行う。 

（３）特定港においては、船舶の危険物荷役の制限又は禁止を行う。 

 

10．治安の確保  

治安を維持するため、巡視船艇を災害地に派遣し付近の警戒を強化すると共に、各種事

犯の発生状況の実態把握に努め、関係法令違反の取締りを強化する。 

 

11．通信の確保  

通信を確保するため、通信施設の保全に努めると共に関係機関と緊密な連絡をとり、次

の措置をとるものとする。 

（１）県知事、市長から災害に関する重要な通報の発信を依頼された場合は、すみやかに伝

送する。 

（２）防災活動を実施する場合において必要がある時は、職員を派遣し、又は携帯無線機を

供用して、関係先との相互の通信確保に努める。 

 

12．法に基づく応急諸業務の実施  

災害対策基本法に基づく、発見者からの通報と処理（第５４条）物件等に対する事前措

置（第５９条）居住者等の立退の指示（第６１条）警戒区域の設定及び立入制限、禁止、

退去（法６３条）物件等の応急使用、収用、除去（第６４条）応急措置業務への従事命令

（第６５条）地元機関に対する応急措置実施の要請又は指示（第７７条）応急物資の保管

収用（第７８条）に関する業務を実施する。 
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第１６章 農林水産物災害応急対策計画 
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第１節 総   則 

市は、災害から農林水産物被害を防止し、又は被害の軽減を図るため、農業団体等と連携し

て、速やかに必要な措置を講ずるものとする。 

１．農作物関係  

（１）水稲改植用苗の確保 

水害等により、水稲の改植を必要とする場合が生じたときは、市長は、県に改植用苗

の補給を要請するなど、水稲の再生産を確保するための措置を講ずるものとする。 

（２）病害虫防除対策 

市は、県の指示により、病害虫防除班に防除を実施させるものとする。 

（３）防除器具の確保 

市は、管内の防除器具を整備し、把握し、必要に応じて緊急防除の実施に際し、集中

的に防除器具の使用ができるよう努めるものとする。 

 

２．畜産関係  

災害時における家畜及び畜産関係の被害の拡大を防止するための応急対策として、次の

措置を講ずるものとする。 

（１）家畜の防疫及び診療 

災害時において発生する家畜の伝染性疾病に対処するため、被災地区の家畜及び畜舎

等に対して、市は県及び関係団体等の協力を得て、必要な防疫を実施するものとする。 

ア 死亡した家畜に対する措置 

災害により死亡した家畜については、家畜の所有者又は管理者は、法令に基づく所

定の火葬場若しくは死亡獣畜取扱場において、死体を焼却又は埋却するものとする。 

イ 被害家畜及び被災畜舎等に対する措置 

家畜の伝染性疾病の発生が予想される場合は、県に対し家畜防疫班及び消毒班の派

遣を要請するものとする。 

ウ 家畜に対する診療 

市長は、災害時のため家畜が診療を正常に受けられないときは、県に対し家畜診療

班の派遣を要請するものとする。 

（２）家畜の避難 

飼育者は、浸水等により災害の発生が予想されるとき、又は発生したときは、家畜を

安全な場所に避難させるものとする。 

また、市は、必要があるときは避難場所の選定、避難の方法等について予め計画して

おくものとする。 

（３）飼料の確保 

災害等により飼料の確保が困難となったときは、市長は、県に対し飼料の供給を要請

するものとする。 
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３．林産関係  

災害による林産物の被害の拡大を防止するための応急対策として、次の措置を講ずるも

のとする。 

（１）異常降雨に際しては、伐採木の流出を防ぐため、関係者はそれぞれ伐採木の早期搬出

及び工場等に集積した木材のけい留を行うなどの措置を講ずるものとする。 

（２）台風等による立木の倒壊があった場合は、早急にこれを林地外に搬出し、整理して病

害虫発生の予防措置をとるよう関係者に徹底するものとする。 

 

４．水産関係  

漁業協同組合は、関係機関と連絡を密にし、災害情報の的確な収集・把握に努めると共

に、漁具及び漁船等漁業施設の被害拡大の防止を図るものとする。 
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第１７章 公共土木施設災害応急対策計画 
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第１節 総   則 

道路、海岸、港湾、漁港、河川、放送施設等の公共土木施設は、災害により被害を受けた場

合、大きな混乱を招くほか、各種の応急対策上大きな障害となるので、市は、これらの施設管

理者及び関係機関と密接な連携をとり応急措置を講ずると共に、早期の復旧に努めるものとす

る。 

１．道路施設  

（１）応急措置 

道路管理者は、被災した道路の橋梁、トンネル、法面、路面等について被害状況を迅

速に調査、把握し、緊急時の道路交通の確保を図るため、車両の通行制限又は禁止の措

置若しくは迂回路の選定等の対策を講じ、住民の安全の確保に努めるものとする。   

（２）応急復旧 

被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道路ネットワー

ク等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものについては、応急工事を施工す

る。 

（３）道路交通に支障となる物件 

緊急に交通を確保しなければならない道路に通行の支障となる物件がある場合は、対

馬南警察署、対馬北警察署の立会を求め、直ちに撤去するものとする。 

 

２．海岸、港湾、漁港、河川等  

（１）応急措置 

市及び対馬海上保安部は、台風情報等の気象情報の伝達を受けた場合、市地域防災計

画等に定めるところにより速やかに関係機関、船舶等に伝達し、避難措置等の広報を行

うものとする。また、施設管理者は、水防計画に基づき、河川堤防等の河川管理施設、

海岸保全施設、砂防施設、港湾・漁港等の水域施設、外郭施設、係留施設等の巡視を行

い、危険箇所の点検等を行うものとする。 

（２）応急復旧 

施設の管理者、対馬海上保安部等は、被害状況の調査を実施し、次の応急対策を実施

すると共に、必要に応じて航行規制等の処置をとるものとする。 

ア 港内等における航路標識の復旧、水路の検測・警戒等の実施 

イ 緊急海上輸送の支援 

ウ 水防上危険であると思われる個所の水防活動の実施 

また、必要に応じて土木建築業者の協力を得る。 

 

３．放送施設  

（１）応急措置 

テレビ、ラジオ等の放送事業者は、放送機器の障害等により放送が不可能となった場

合、直ちに機器の応急仮設等必要な措置を講じ、放送の継続に努めるものとする。 
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（２）応急復旧 

テレビ、ラジオ等の放送事業者は、被災した設備、施設等について設備変更などによ

り復旧対策を講じ、速やかに応急復旧を図るものとする。 

 

４．公園緑地  

（１）応急措置 

公園管理者等は、災害が発生したときは、施設の点検、応急措置を行い、二次災害の

防止に努めるものとする。 

（２）応急復旧 

避難地、避難路となる公園においては、救援避難活動が円滑に実施できるよう速やか

に応急復旧を行うものとする。 

 

５．農地、農業用施設  

（１）応急措置 

水路、ため池等の農業用施設等が被災した場合は、その施設管理者は、被災状況に応

じて必要な措置を講じ、二次災害の防止を図ると共に、必要に応じて住民に広報するも

のとする。 

（２）応急復旧 

農業用施設の被災状況を調査し、早期復旧に努めるものとする。 
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第１８章 空港災害対応対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

169 

《基本計画編 第３編 災害応急対策計画》 

第１節 総   則 

空港及びその周辺における航空機事故並びに、空港における災害緊急事態の発生に際し、消

火及び捜索救難活動を迅速かつ的確に実施する。 

１．航空機災害対策本部の設置  

県は、長崎県営対馬空港及びその周辺における航空機の事故による災害に関し、迅速的

な消防救難事業を行い、もって人命と財産の保護等の連絡調整を図るため、対馬振興局及

び対馬空港管理事務所内に、それぞれ航空機災害対策本部及び同現地対策本部を設置す

る。 

 

２．事故処理要領  

県は、事故処理の実施にあたっては、「対馬空港緊急時対応計画」に基づいて処理する。 

 

３．関係機関及び業務分担  

関係機関は、上記２の事故処理要領に基づくが、おおむね次の機関で構成する。 

（１）大阪航空局福岡空港事務所→事故処理に必要な業務 

（２）福岡航空地方気象台対馬航空気象観測所→事故処理に必要な業務 

（３）長崎県警察本部→警備並びに事故処理に必要な業務 

（４）対馬南警察署、対馬北警察署→警備並びに事故処理に必要な業務 

（５）対馬海上保安部→海上における捜索救難並びに事故処理に必要な業務 

（６）陸上自衛隊対馬警備隊→事故処理に必要な業務 

（７）海上自衛隊対馬防備隊→事故処理に必要な業務 

（８）航空自衛隊第１９警戒隊→事故処理に必要な業務 

（９）対馬保健所→負傷者の収容並びに手当に関する業務 

（10）対馬市医師会→負傷者の収容並びに手当に関する業務 

   （11）対馬市歯科医師会→被災者への口腔ケア、歯科治療及び個人識別に関する業務 

（12）対馬市消防本部→消火救難に必要な業務 

（13）関係各市→事故処理に必要な業務 

（14）対馬空港ターミナルビル㈱→事故処理に必要な業務 

（15）航空会社→事故処理に必要な業務 

（16）九州電力送配電株式会社→事故処理に必要な業務 

（17）電気設備会社→事故処理に必要な業務 

（18）ＮＴＴ西日本株式会社→電話回線の措置 
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第１９章 漂流油による沿岸汚染対策計画 
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第１節 総   則 

船舶からの不法投棄、船舶の遭難、衝突等により、排出された漂流油による沿岸汚染に対し

ては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に定められているが、汚染による被害を未

然に防止するため、海上保安部、県、市が一体となって、緊急に防止又は防除するなど、汚染

対策として措置しなければならない事項を次のとおり定める。 

１．海上保安部の措置すべき事項  

市の行政区域内に担任水域を有する対馬海上保安部は、自己の担任水域において次の事

項を実施する。 

（１）海洋汚染の監視取締り 

（２）関係者からの通報の受理、流出油の調査及び長崎県知事への通知 

（３）海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 39 条に定める防除措置義務者に対する

措置命令及び指導 

（４）遭難船舶の損壊個所の応急修理及び瀬取り作業の指導 

（５）遭難船の移動、船固め等の指導 

（６）船舶の航行の制限、禁止、航行船舶の火気使用禁止の指導、在港船舶に対する移動命

令及び指導 

（７）油の拡散防止、回収、処理作業の指導 

（８）緊急に防除措置を講ずる必要があると認められる場合は、オイルフェンスの展張によ

る拡散防止、処理剤、吸着材による油の処理 

（９）海上保安庁長官の行う、船舶、海洋施設の破壊、排出された油の焼却等非常財産処分

の実施 
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２．市における漂流油等の沿岸汚染対策指導要領  

（１）漂流油等による沿岸汚染状況の通報、連絡等について 

汚染発見者の通報及び各関係機関相互の指示、通報、連絡等の系統図は、次のとおり

とする。 

 

（２）市沿岸汚染対策要綱の制定 

長崎県沿岸汚染対策要綱に準じて、市沿岸汚染対策要綱を定めるものとする。 
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（３）措置すべき事項 

次の各号を検討し、措置すべき事項を定めるものとする。 

ア 沿岸住民に対する、汚染関係情報の周知及び広報 

イ 資機材の整備、保管 

ウ 漂流油等の沿岸汚染防止計画の策定 

エ 漂流油の港内等への流入の防止及び漂着油防除等の応急対策の実施 

オ 関係機関への応援及び協力 

カ 県及びその他の機関への汚染に係る必要な検査の依頼 

キ 漂流油等の防除に要した経費及び損失補償要求などの資料作成並びに関係者の指導 

ク その他必要な事項 

（４）漂流油等の沿岸汚染防止計画の策定 

海岸汚染防止計画は、市沿岸汚染対策協議会を設置し、関係者の意見を聴取して、次

の事項について検討し、策定するものとする 

ア 漂流油等の流入防止 

海上保安部から漂流油等の通報を受け、又は自ら発見したときは、港内、湾内、定

置網、養殖施設等への流入を防止するため警戒体制に入り、何時でも流入防止対策が

講じられるよう措置すると共に、必要に応じ、市対策本部を設置するものとする。 

イ 漂流油等の防除 

前項の、港内等への流入を防止することができない場合又は、防止のいとまがな

く、港内等へ流入し、漂流、漂着した場合には、時間の経過、或いは、気温の上昇に

より、汚染範囲が拡大し、作業が困難となるので、直ちに拡散防止に努めると共に防

除作業を行うものとする。 

防除作業の基準は、次の要領で実施する。 

（ア）定置網、養殖施設等に附着した油の防除、清掃等は、原則として当該経営者が行

うものとする。 

（イ）部分的に、少量の漂流油等の防除は、関係者が自主的に行うものとする。 

（ウ）関係者だけで防除、清掃が困難と認められる場合には、市で実施し、大量にて時

期を失すると、二次汚染の恐れがあり、市単独にては、困難と認められる場合に

は、隣接市町の応援を求める等の協議を予めしておくものとする。 
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第２０章 県防災ヘリコプターによる災害 

       応急対策計画 
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第１節 総   則 

災害時においては、道路の通行が困難となることが予想されることから、被災状況に関する

情報収集、救助活動、負傷者の救急搬送、緊急輸送物資の輸送、人員の搬送等の緊急の応急対

策については、防災ヘリコプターを広域的かつ機動的に活用する。 

１．防災ヘリコプターの活動内容  

防災ヘリコプターは、次に掲げる活動で、ヘリコプターの特性を充分活用することがで

き、かつ、その必要性が認められる場合に県に運行を要請する。 

（１） 災害応急対策活動 

ア 被災状況等の偵察、情報収集活動  

災害が発生し、又は発生する恐れがある場合で広範囲にわたる偵察、情報収集活動

を行う必要があると認められる場合  

イ 救援物資、人員、資機材等の搬送  

災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に緊急に救援物資、人員資機材等を搬

送する必要があると認められる場合  

ウ その他  

災害応急対策上、特にヘリコプターによる活動が有効と認められる場合  

（２）救急活動  

ア 交通遠隔地からの傷病者搬送  

離島、山村等の交通遠隔地から真に生命が危険な傷病者の搬送を緊急に行う必要が

ある場合で、他に搬送の手段がなく、かつ、原則として医師が搭乗できる場合  

イ その他  

救急活動上、特にヘリコプターによる活動が有効と認められ、かつ、医師等の専門

知識 を有する者が搭乗できる場合  

（３）救助活動  

ア 高層ビル等火災における救助  

イ 水難事故及び山岳遭難等における捜索・救助  

ウ その他  

救助活動上、特にヘリコプターによる活動が有効と認められる場合  

（４）火災防御活動  

ア 偵察、情報収集活動  

イ 林野火災における空中消火  

地上における消火活動では、消火が困難であり、ヘリコプターによる消火の必要が

ある と認められる場合  

ウ 資機材等の搬送  

大規模林野火災等において、他に人員、資機材等の搬送手段がない場合又は、ヘリ

コプターによる搬送が有効と認められる場合  
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エ その他  

火災防御活動上、特にヘリコプターによる活動が有効と認められる場合  

（５）広域航空消防防災活動  

広域航空消防活動上、特にヘリコプターによる活動が有効と認められる場合 

 

２．運航基準  

県防災ヘリコプターの運航については、航空法関連法令に定めるもののほか、「長崎県防

災ヘリコプター運航管理要綱」及び「長崎県防災ヘリコプター緊急運航要領」の定めると

ころによる。 

 

３．応援要請  

市から県（危機管理課）に対する要請は、「長崎県防災ヘリコプター緊急運行要領」に 

従い、電話等により県防災計画で定める下記様式の必要項目を明らかにして行うと共に、 

速やかに文書により防災航空隊緊急出動要請書を提出する。 

 

（１）災害発生等に伴う航空機災害派遣要請（様式１号）  口頭用 

（２）救急活動に伴う航空機災害派遣要請（様式第２号）  口頭用 

（３）災害発生等に伴う航空機災害派遣要請書（様式３号） 文書用 

（４）救急活動に伴う航空機災害派遣要請書（様式４号）  文書用 
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第２１章 自発的支援の受け入れ 
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第１節 総   則 

大規模災害の発生の際には、国内外からの善意の支援申し入れが寄せられるが、県、市にお

いては適切に対応する。 

１．ボランティアに係る対策  

（１）ボランティアセンターの設置・運営 

ア 長崎県社会福祉協議会、対馬市社会福祉協議会は、被災状況を確認のうえ、必要に

応じて、災害時のボランティア活動の拠点として、「長崎県災害救援ボランティア活動

マニュアル（平成２７年３月）」を活用し、それぞれボランティアセンターを設置・運

営する。 

イ 県、市は、長崎県社会福祉協議会及び対馬市社会福祉協議会と連携して、ボランテ

ィアによる支援活動を実施する。 

（２）ボランティアの受け入れ 

災害時のボランティア活動については、「長崎県災害救援ボランティア活動マニュアル

（平成２７年３月）」に基づくものとする。 

ア 災害発生後、各地からのボランティアの問い合わせについては（医療・看護等専門

的な技術を要するボランティアを除き）、対馬市社会福祉協議会及び対馬市災害対策本

部福祉保健対策部へ連絡する。 

イ 庁内の災害ボランティアに関する総合窓口である福祉保健対策部は、ボランティア

活動の円滑な実施が図れるよう、対馬市社会福祉協議会に適正な情報提供を行うほ

か、物品やボランティアの活動拠点の提供・斡旋などボランティア活動の状況に応じ

た必要な支援に努める。 

（３）ボランティア活動の内容 

災害時に行う主なボランティア活動の内容は、以下のとおりである。 

ア 安否確認（要配慮者等） 

イ 避難誘導              

ウ 情報の収集・提供 

エ 行政機関との連絡調整等       

オ 炊き出し 

カ 物資運搬              

キ 救援物資の集配 

ク ボランティアセンターの運営協力 

（４）海外からの支援受け入れ 

国の関係省庁と協議のうえ、支援を受け入れる。また、支援を受け入れない場合は、

速やかに関係省庁に対し、通報する。 
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第４編 災害復旧計画 
災害復旧計画は、災害発生後被災した各施設の原形復旧にあわせて、改良工事を図り、将来

の災害に備える事業の対策について計画し、社会公共の福祉の増進に資することを目的として

いる。 
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第１章 災害復旧事業の促進 
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第１節 公共土木施設災害復旧事業計画 

１．河川公共土木施設復旧計画  

長期に亘る豪雨又は異常集中豪雨等による洪水、氾濫の為に河川護岸の決壊、溢流、或い

は、堤防の破堤等の被害をうけ、付近の住家、耕地、その他に災害を蒙った場合は、遅滞な

く災害を最小限に止めるべく、応急復旧対策を講ずるが、その後の復旧事業を行う。 

 

２．海岸公共土木施設復旧計画  

３．漁港公共土木施設事業復旧計画  

台風あるいは高潮、津波等により、海岸堤防や護岸が決壊し、又浸蝕により内陸部の公共

施設、特に道路、公共建物又は住家、耕地等に甚大な被害をうけた場合は、災害対策本部の

指示のもとに遅滞なく被害を最小限に止めるよう、応急対策を講ずるが、その後の全面的復

旧に向け、復旧事業を行う。 

 

４．砂防施設事業復旧計画  

砂防施設の災害復旧計画も、一般公共土木施設の復旧計画と全く同一にして、主管省の査

定を待ち、国庫補助として４ヵ年計画にて復旧する事となる。県単独費による復旧は事例が

なく、今後共維持に限定され、原則として公共査定を受ける事となる。 

 

５．道路公共土木施設事業復旧計画  

道路、橋梁等の公共土木施設の災害復旧については、「公共土木施設災害復旧事業費国庫

負担法」に基づき、主管省の査定を受け、その緊急度に応じて、３ヶ年で復旧するよう計画

をたてる事になっている。また、１件復旧費の額が県にあっては 26万円以上 120万円未

満、市にあたっては 13万円以上 60万円未満の箇所は単独災害として復旧することとなる。 

 

６．林地荒廃防止施設事業復旧計画  

林地荒廃防止施設の災害復旧については、一般公共土木施設の復旧計画と同じで、主管省

の査定を受け、その緊急度に応じて３ヵ年で復旧するよう、計画をたてることとなってい

る。また、１件の復旧費の額が４０万円（暫定法適用）未満の箇所は単独災害として復旧す

ることとなる。 

 

第２節 農林水産業施設災害復旧事業計画 

災害復旧事業の実施に当たっては、第１節「公共土木施設災害復旧事業計画」に準じて施行

するものとする。なお、復旧事業は一般的には市、土地改良区、農業協同組合、漁業協同組合
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及び森林組合等によって施行されるので、当該災害復旧事業の推進については、随時適切な技

術職員の配置と指導により早期復旧を期する。 

第３節 市街地災害復旧事業計画 

市街地施設災害復旧事業については、市街地区域内における街路、公園、上水道、市街地施

設等の災害、又は市街地の堆積土砂による災害等直接住民と密接な関係があるもので、早期復

旧を図る。 

 

第４節 住宅災害復旧事業計画 

公営住宅の災害復旧については、国民生活の安定のため、迅速適切な復旧計画により、公営

住宅、共同施設の建設、又はこれらの補修を図るものとする。 

 

第５節 公立文教施設災害復旧事業計画 

公立学校施設の災害は、児童生徒の生命保護並びに正常な教育実施の観点から、査定を早急

に実施し、迅速かつ適切な復旧を促進するものとする。 

１．再度災害防止のため、災害原因を検討し、できる限り鉄筋コンクリート造り、鉄骨造等に

よる不燃堅牢構造化に努めると共に、必要がある場合は、災害防止施設を整備する。 

２．災害防止上必要がある場合は、設置箇所の移転等についても考慮する。 

 

第６節 社会福祉及び児童福祉施設災害復旧事業計画 

社会福祉及び児童福祉施設の復旧については、施設の性格上緊急復旧を要するので、国、県

の補助金及び社会福祉事業振興会の融資を促進し、早急に復旧を図る。 

この場合、施設設置場所の選定に当っては、再度災害の恐れのない適地の選定及び構造等に

留意する。 

 

第７節 公立医療施設災害復旧事業計画 

公立医療施設の災害復旧に当っては、住民の健康な生活及び公衆衛生の向上、増進に寄与す

るため迅速適切な復旧計画により早期復旧の促進に努める。 

第８節 公用財産災害復旧事業計画 

公用財産施設の災害復旧に当っては、行政的、社会的影響の重要性、あるいは災害の程度等

を勘案し、早期復旧の促進を図る。 
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第９節 上水道災害復旧事業計画 

上水道の災害復旧に当たっては、住民の日常生活と密接な関係にあるので、飲料水の給水対

策と相俟って早期に復旧を図るものとする。（水道法） 

漁業集落排水、浄化槽の復旧にあたっては、住民の日常生活と密接な関係があるので生活排水

の排水対策と相俟って復旧を図るものとする。 
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第２章 災害復旧事業に対する財政援助 

       並びに資金計画 
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第１節 法律等による一部負担又は補助等 

災害に対し、法律又は予算の範囲内において、国が全部又は一部を負担し、又は補助して行

われる財政措置は次のとおりである。 

１．公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

２．公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

３．公営住宅法 

４．土地区画整理法 

５．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

６．廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

７．予防接種法 

８．農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

９．都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針及び都市災害復旧事業事務取扱方針について

（昭和 37. 8.14建設省都市局長通達） 

１０．生活保護法 

１１．児童福祉法 

１２．障害者自立支援法 

１３．売春防止法 

１４．老人福祉法 

１５．水道法 

１６．下水道法 

１７．災害救助法 

１８．堆積土砂排除事業 

１９．開拓者等の施設整備事業 

２０．簡易水道整備事業 

２１．災害廃棄物処理事業 

２２．廃棄物処理施設災害復旧事業 

２３．火葬場整備事業 

２４．公的医療機関整備事業 
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第２節 市の資金計画 

災害復旧についての資金の需要を迅速に把握し、適切効果的な資金の融通調達を行うため

の、調査融通調達等を講ずる。 

１．市の資金計画  

（１）地方債（地方自治法、地方財政法） 

ア 歳入欠陥債、災害対策債（災害対策基本法、激じん災害に対処するための特別の財政

援助等に関する法律） 

イ 災害復旧事業費 

（ア）補助災害復旧事業債 

・現年発生補助災害復旧事業債 

・過年発生補助災害復旧事業債 

（イ）単独災害復旧事業債 

・現年発生単独災害復旧事業債 

・過年発生単独災害復旧事業債 

・小災害復旧事業債 

（ウ）公営企業等災害復旧事業債 

（２）交付税（地方交付税法） 

ア 普通交付税 

イ 特別交付税 

（３）一時借入金 

災害応急融資 

 

２．市の融資計画に対する福岡財務支局の措置  

（１）必要資金の調査 

（２）応急資金の融通 

 

 

第３節 住宅災害の復旧対策等に関する計画 

１．住宅災害についての情報収集  

（１）住宅災害速報の提出 

被害状況を適格に把握し、住宅の災害対策の万全を期するため、被害状況のいかんにか

かわらず、災害により住宅に被害が発生した場合は直ちに県（住宅課）に住宅災害報告書

を提出する。 
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２．住宅災害の復旧対策  

（１）公営住宅法による災害公営住宅の建設 

（２）住宅金融公庫法による災害復興住宅の建設、補修及び一般個人住宅の災害特別貸付制度

の活用についての指導あっせん 

（３）公営住宅法による既設公営住宅の復旧（再建設と補修） 

 

３．前項（１）及び（２）が適用される災害の範囲  

（１）災害により滅失した住家の戸数が被災地全域で 500戸以上又は１市町村の区域内で 200

戸以上、もしくはその区域内の住宅戸数の１割以上であるとき。 

（２）火災により滅失した住宅の戸数が被災地全域で 200戸以上又は１市町村の区域内の住宅

の戸数の１割以上であるとき。 

（注）災害により住宅に被害を受けた者（被災戸数１戸でもよい）については、住宅金融

公庫法による－般個人住宅の災害特別貸付制度が適用される。 

 

４．災害公営住宅の建設  

（１）事業主体 

一般的には市が実施する。 

（２）国庫補助 

災害により滅失した住宅戸数の３割に相当する戸数以下の公営住宅を建設する場合、そ

の工事費の２／３ 

 

第４節 生活必需物資、復旧用資器材の確保に関する計画 

被災地における民生の安定を図り、業務運営の正常化を早急に実現するため生活必需品、災

害復旧資材の適正な価格による円滑な供給を確保するため、関係機関と密接な連絡協調のもと

に物資の優先輸送の確保に必要な措置、その他適切な措置を講ずる。 

１．生活必需物資の確保  

被災地の販売機構等の混乱に加えて需要、供給の不均衡により物価の高騰の防止を図るた

め、状況に応じ必需物資の確保を需要供給の調整につとめ、民生の安定を図る。 

 

２．復旧用資器材の確保  

被災地の需要を充たし、物価、民生の安定を図るため関係機関と協力して、復旧用資器材

の確保に努める。 


